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予 算 決 算 常 任 委 員 会  

総 務 産 業 分 科 会 記 録 
 

1．開催日時 令和 8年 3月 4日（水） 午前 9時 30分 

 

2．場  所 市議会第 3委員会室 

 

3．出席委員 上田分科会長、重廣副分科会長、中平委員、首藤委員、谷村委員、 

米弥委員、田村大治郎委員、吉津委員、重村委員 

4．委員外出席議員 南野議長 

 

5．欠席委員 なし 

 

6．執行部出席者 別紙のとおり 

 

7．議会事務局職員 大庭局長・釼物次長 

 

8．協議事項 

  3月定例会本会議（2月 24日）から付託された事件（議案 1件） 

9．傍聴者 2名 

 

会議の概要 

・ 開会 9時 30分  閉会 16時 33分 

・ 審議の経過及び結果 

（別紙のとおり） 

 

上記のとおり相違ありません。 

 

令和 8年 3月 4日 

 

予算決算常任委員長     上 田 啓 二 

記 録 調 製 者     釼 物 伸 次 
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― 開会 09：30 ― 

 

上田分科会長 皆さんおはようございます。ただ今から、2 月 26 日に引き続き、予算

決算常任委員会総務産業分科会を開会いたします。最初に、委員並びに執行部の皆

様に申し上げます。分科会において発言しようとする場合は、挙手をして「委員長」と

呼び、分科会長の許可を得てから発言していただくよう、お願いいたします。委員に

おかれましては、関連する質疑がある場合は「委員長・関連」と呼び、続けて行われま

すよう、お願いいたします。また、質疑及び答弁については、一問一答方式によりでき

るだけ簡明に行われますよう、お願いいたします。なお、質疑に際しては予算書及び

説明資料のページ数、目名、事業コードなど該当箇所を示して発言していただくよう

お願いいたします。それでは、議案第 7号「令和 8年度長門市一般会計予算」を議題

とします。審査は、別紙一覧表に沿って、課ごとに行います。はじめに、スポーツ文化

交流課所管について、審査を行います。執行部の補足説明がありましたらお願いしま

す。 

観光スポーツ文化部長 スポーツ文化交流課所管の当初予算の主な事業につきまし

ては、市長の施政方針及び提案説明のとおりでございますが、全体の予算額では、

前年度と比較して、約 1,100 万円増の約 5 憶 2,400 万円となっており、歳出費目に

つきましては、総務費、諸支出金となっております。なお、詳細につきましては、当初予

算説明資料 9ページから 12ページに記載のとおりでございます。 

上田分科会長 以上で補足説明は終わりましたので、これより質疑を行います。ご質

疑はございませんか。 

米弥委員 予算書 97ページ、説明資料 10ページ、第 37目「スポーツ振興費」、事業

コード 010「スポーツを活用した地域活性化推進事業」、アウトドアを活用した地域活

性化推進事業についてお尋ねをいたします。昨年度に引き続き開催される予定であ

りますが、昨年の問題点や反省事項を踏まえてどのように取り組まれるのかをお尋ね

いたします。 

スポーツ文化交流課長 前回大会につきましては、あいにくの雨でございまして、コ

ンディションとしては悪い状況でございましたけども、大きな事故、けが等なく成功裏

に開催できたというふうに考えております。初開催でありましたので、前日準備や当

日の運営上、細かな修正点、レンタル品の段取り等がありましたので、それらを修正

しつつ、県内で唯一ジャパンエコトラックに認定されている長門市から美祢市のエリ

アを活用した本大会を継続して開催し、アウトドアスポーツを活用した交流人口の拡

大を図っていきたいというふうに考えております。 

米弥委員 それでは、PR イベント等出店経費 109 万 2,000 円の詳細についてお尋

ねをいたします。 

スポーツ交流班長 PR イベントの経費については、横浜や大阪で開催されるモンベ
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ルフレンドフェアやアウトドアデイジャパン福岡などのアウトドアイベントに参加し、県

内唯一のジャパンエコトラックルートや本市のアウトドアスポーツを広く周知するほか、

伊上地区のアウトドア拠点の整備について、首都圏や関西圏、広島、福岡と広く周知

することで交流人口の拡大を図っていきたいと思っております。経費の詳細としては、

職員旅費に 35 万 8,000 円、消耗品等 12 万円、出店にかかる経費 54 万円、ジャパ

ンエコトラック登録費 7万 4,000円となっております。 

上田分科会長 関連ありましたら。 

重廣副委員長 今あります、SEA TO SUMMIT の件なんですが、定員が 300 人

ですか、なってるんですよね。これをこれからだんだん増やしていくという計画がある

かどうか。昨年、私も見ておりましたけど、かなり全国各地からお見えになって、小さ

い老若男女と言いますかね、若い方からお年寄りの方までで、山口県はここしかない

からここに来たというふうなことを言われたんですよね。ということは、大人気、もう山

口県なら長門に来るという気持ちで、全国津々浦々から集まっておられますので、こ

れ定員 300 名、昨年も 300 名ぐらいじゃなかったですからね。だから、それをずっと

これからも 300 名で行かれるのか、少しずつ増やしていくという思いがあるのか、伺

いたいと思います。 

スポーツ文化課長 よその大会は、全国各地で本大会開催されておりますけども、大

体定員数としては 300 名というところで設定されているところではあります。本市で

大会開催するにあたり、先ほども若干触れましたけど、レンタル品、カヤックのレンタ

ル数だとかバイクのレンタル数だとかっていうのが、今年度やった大会でギリギリかな

っていうふうには考えております。レンタル品の調達というのが可能であれば、定数を

増やすことも可能かなというふうに思っておりますけども、来年度の大会につきまして

は定員 300名というところで行っていきたいというふうに思っております。 

上田分科会長 関連ございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかの質疑が

ありましたら。 

谷村委員 予算書 97 ページ、説明資料 9 ページ、第 37 目「スポーツ振興費」、事業

コード 010「スポーツ活用した地域活性化推進事業」でございますけれども、185 万

円の業務等委託料についてお伺いいたします。委託先と業務内容を教えていただけ

たらと思います。 

スポーツ交流班長 今年度まではながとスポーツコミッションに委託していた業務で

すが、来年以降、団体が開催することに伴い市が直接行うこととしたため、それに必

要な経費を計上しております。委託先としては、連携協定を行っているパナソニックス

ポーツ（株）や長門市ラグビー協会、旅行会社などを考えており、委託内容としてはこ

れまでながとスポーツコミッションが行ってきた内容を踏襲しながら、トップアスリート

によるスポーツ教室、タグラグビー祭りやラグビー教室、ながとブルーエンジェルス応

援バスツアーなどを考えております。 
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上田分科会長 関連ございますか。 

中平委員 これちょっと聞きづらいというか、ここで聞いていいのかをまずお聞きした

いんですけど、このスポーツによる交流拡大推進事業で、僕、スポーツの中には、今

入る、ｅスポーツと言って、僕らから見たらゲームなんだけど、これもスポーツと。あと、

健康麻雀といって、飲む、飲まない、吸わない、喋らないみたいな、これ今、結構お年

寄りの痴ほう防止とか子どものコミュニケーション向上とかで色々やってるんですよ。

そのあたりを取り入れるような検討をなされた、まず、やっぱそういうことを検討され

たのかをお伺いいたします。 

スポーツ交流班長 ｅスポーツ及び健康麻雀の普及についてのお尋ねですが、昨今、

年齢を問わずに楽しめる新たな生涯スポーツとしての可能性は認識しております。し

かしながら、機材の整備や市民ニーズ等の把握の課題もあり、現時点で市が主体と

なって取り組む具体的な計画はございません。 

上田分科会長 関連ございますか。 

重村委員 それでは、スポーツを活用した地域活性化推進事業というところで、関連

でお尋ねをします。説明資料には、9 ページに向津具ダブルマラソン開催事業のこと

が具体的に掲載されておりますけれども、ここに会計年度任用職員の報酬等というこ

とで 359 万円ほど計上がされてます。で、ダブルマラソンなんかっていうのも、開催の

前後というのが非常に忙しいでしょうし、エントリーが開始になった時に、非常に多忙

に入っていくだろうと思うんですけど、年間をそれじゃ通じて、繁忙してるのかってい

うと、そうでもない時期もあるかと思いますけど。この会計年度任用職員の報酬等っ

ていうのは、当然 SEA TO SUMMIT とかそういう事業も兼ねた仕事をしていただ

ける会計年度任用職員さんであるという認識でよろしゅうございますか。 

スポーツ文化交流課長 重村委員おっしゃる通りで、年間を通じて大型のスポーツイ

ベントを抱えておりますので、その際には業務としてお願いしているというところであ

ります。 

上田分科会長 関連ございますか。 

中平委員 今、ダブルマラソンのほうの事業に対しての関連の質疑でございます。そ

れではこれ、今、重村さんが言われた、会計任用職員報酬等に関して、これ、ダブルマ

ラソンのスタッフを募集するような経費もここから出てくるんでしょうか。ほかのとこか

ら出てくるのであれば説明をお願いします。 

スポーツ交流班長 お尋ねは多分ボランティアスタッフの募集等にかかる経費だと思

われますので、それについて答えさせていただきます。ボランティア募集にかかる経

費としてはポスターの作成や募集要項の郵送代等がありますけど、それらは市から

実行委員会に出した補助金の中から実行委員会が支出しておりますので、それにつ

いての支出はございません。 

中平委員 それでは、今のボランティアスタッフの確保の取組としては、色々広報とか
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等使っとると思いますが、前々回大会ぐらいから、やはりスタッフの確保が難しいとい

うことを聞きました。そのあたりの取組をお伺いいたします。 

スポーツ交流班長 おっしゃる通り、ボランティアに関する人もだんだん、当然回を追

うごとに減っていくっていうことは実際にあります。それについては、昨年度参加して

いただいた方に案内を出すなり、市内の学校・スポーツ振興会、教育団体、スポーツ

団体等に依頼することに加えて、募集をしております。また、長門市と日本航空の連

携協定の具体的な取り組みとして、産学連携、地域連携をベースにしたボランティア

スタッフによる交流促進を目的として、山口大学や東亜大学から多くの学生の協力を

いただいております。 

中平委員 ダブルマラソンは来年度で 10 回目を迎える大会でして、地域にもとけ込

み、参加者からも好評を得てるって、僕もボランティアスタッフとして働いてるんでよ

くわかるんです。安全とか、それはスタッフの安全も含めて、今年度の取り組み方と

いうか姿勢をお伺いいたします。 

スポーツ文化交流課長 今年度行いました第 9 回大会につきましては、大きなトラブ

ルもなく無事に開催できたところであります。選手やボランティアの方のアンケート内

容を見ましても、おおむね満足していただいているのではないかなというふうにも思

っております。しかしながら、アンケートの中とかでの反省点ですね、コース整備や駐

車場案内などについて若干ご指摘をいただいておりますので、可能な限り改善して

第 10回大会を迎えていきたいというふうに考えております。 

上田分科会長 関連ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかにご質疑が

ございましたら。 

米弥委員 予算書 99ページ、説明資料 10ページ、第 37目「スポーツ振興費」、事業

コード 015「中学校部活動地域移行事業」についてお尋ねをいたします。まず、バス移

動に関わる経費 3,857 万 8,000 円についてですが、初めて年間を通して活動される

わけなんですけど、全体の増額の比率に対してバス移動にかかる経費の増額幅が大

きい理由は何か、お尋ねをいたします。 

スポーツ文化交流課主幹 バス経費につきましては、通年で、3 学年での活動、初め

てになります。その乗車人数というものを予測して、学校間の移動のバス、この台数

とか、あとはバスの大きさ、サイズなども算定したところ、増額幅がこれまでよりも大き

くなったということでございます。 

米弥委員 その他 1,431 万円の中の車両船舶等借上料、430 万円とありますけど、

借上先はどちらになるのですか、お尋ねをいたします。 

スポーツ文化交流課主幹 借上料のことだと思うんですけども、この経費につきまし

ては、県大会以上に団体として出場する場合は、バスの運行を事務局のほうで、借上

げて行うというふうにしておりますので、その経費になります。よって、バスの事業者

に対してお支払いするものでございます。 
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米弥委員 N クラを持続的に推進し、その目的を達成するために予算上どのような工

夫を行ったのかをお尋ねをいたします。 

スポーツ文化交流課主幹 先ほど申し上げましたけれども、通年で初めて 3 学年で

活動を、今後行って、組織の運営を行っていくわけでございます。活動を、特に移動

の体制、それから指導の体制、これに支障のないように予算の算定を行ったというと

ころでございます。 

米弥委員 それでは、生徒、保護者、指導者等、現状の課題について、現状把握をど

のようにしておられるのか、お尋ねいたします。 

スポーツ文化交流課主幹 現状の課題などについての把握の仕方ということでござ

いますけれども、今年の 2月に、生徒、保護者、それから教員にアンケート調査を実施

しております。また、指導者につきましては、種目別、個別にヒアリングを行っておりま

すので、そこで課題であったり要望というか、そういったことを把握するように努めて

いるというところでございます。 

上田分科会長 関連ございましたら。 

吉津委員 その中で、一般質問でもちょっと私言ったことあるんですけれども、参加

者の確保が五十何パーセントだったと思うんですけれども、今年度、これを増やすた

めの取組というか、なんかそういうのがあればちょっとお聞かせください。 

スポーツ文化交流課主幹 増やすための取組と言いますか、今現在、小学校 6 年生

がこの 4 月に中学校 1 年生で加入をいたします。で、それに向けての体験会、こうい

ったものを実施しております。1つの種目、1日で同時にやるといろんな種目が体験で

きませんので、日にちをずらすことによっていろんな種目が体験できるような形で、体

験会を実施させていただいております。 

吉津委員 はい、わかりました。半年ぐらいやってこられて、指導者の確保とか、そう

いう課題とかもある。また、新たに見えてきた課題とかっていうのもあると思うんです

けれども、今年度それを含めてどのように推進していくのか、今年度の目標のような

そういうのがあれば、最後にちょっとお聞かせください。 

スポーツ文化交流課主幹 ちょっと先ほどから、何度か申してますけども、初めてや

はり通年で、3 学年で活動を行っていく、運営していくということになります。まずはし

っかりと安全面、それから安定したその活動の体制、これを作って長門市ではこのＮ

クラ、これによって中学生がスポーツ、文化芸術活動ができるというふうな、安定的な

体制を作っていきたいと思います。それによって、長門市で生まれて良かったとか住

んで良かったと、そういったふうなものにも繋がっていけばいいのかなと思っておりま

す。 

重村委員 予算書 99 ページの中学校の部活動移行事業の中で、最後らへんに指導

者等資格取得補助金ということで 50 万円ほど掲載されてます。どういった資格を取

得する必要があるとか、想定されてるのか、それから上限があるのか、ここらあたりの
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構想についてお尋ねします。 

スポーツ文化交流課主幹 この指導者の資格取得補助金につきましては、要綱作成

しておりまして、それに基づいて経費を補助しているところですけれども、中学校体育

連盟、出場するにあたって、一定の資格が必要な種目がございます。その資格を取得

する際に補助を出しましょうということにしております。具体的にいくと、例えば卓球な

どであれば、JSPO と言って、日本スポーツ協会が行う資格、コーチというものが必

要になります。そして、上限を一応設けさせていただいておりまして、1 人 1 回当たり

5万円という上限で助成を出しております。 

重村委員 はい、わかりました。それでは、歳入について、この件の歳入についてお尋

ねをします。予算書で言うと 53 ページになります。第 17 款「県支出金」、第 2 項、第

1目、施設の 1番「中学校部活動移行事業費補助金」で 100万円。それから、一緒に

答えていただきたいと思いますけど、同款の第 3 項、第 1 目、第 1 節で「中学校部活

動移行事業委託金」ということで 550 万円ですか――ということで、この事業に対し

て、県のほうから歳入があるわけですけれども、これは今、移行期間だからこういう

県からの支援の歳入があるのか、それとも何年間というふうに決められたものなのか、

将来的にはなくなっていくものなのか、ここを確認しておきたいというふうに思います。 

スポーツ文化交流課主幹 今、補助金と、委託金ということで 2 本、計上させていた

だいておりますけども、この 1 月末に、国のほう、今も国の予算で審議中ですけども、

新しい制度ができまして、これについては常に補助制度に移行していくということで、

令和 8 年度から改革実行期間がスタートする、それに合わせて新しい制度が始まっ

たということになっております。補助金のほうで主に国、それから県から、補助がいた

だけるということになっております。これにつきましては、我々の、ちょっと先行して実

施しているところありますので、しっかりその対象経費とか内容を見極めながら、なる

べく多くの補助をいただけるように申請していきたいと思っているところでございます。

その制度は、ちょっと今後、一応国のほうが補助制度として作っておりますので、今後

も継続していく部分もあるかと思いますし、一部その実証事業的なことで、やってい

る部分もありますので、基本的には続いていく部分と期間限定的な部分があるという

ところでございます。 

重村委員 はい、わかりました。長門のこの中学校の部活動のＮクラっていうのは、あ

る意味では全国的にも、学ぶべき点が多いということで注目をいただいてます。です

から、そこらあたりも、長門市としては、やっぱりこの広い範囲で一堂に会して部活を

始めていくわけですから、どこかでやっぱり原資というのは、歳入が必要になってくる

と思いますので、そこらあたり、アピールされて、県からより良い運営ができるように

歳入の確保も努めていただきたいというふうに思います。それから最後に、この件に

関しては。市長の本会議での施政方針の中でも述べられております。Ｎクラを応援す

る後援会を令和 8 年度は立ち上げていきたい、それから持続可能な体制づくり、これ
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を構築していくんだと、令和 8 年度はですね。施政方針の中にもこれを謳われたって

いうことは、ここに大きな、地域を挙げてＮクラを応援していくんだ、そういう体質を作

っていきたいんだということが僕は盛り込まれてるであろうと思うんですけど、ここの

中に、予算で、後援会立ち上げとか、その後援会ここらあたりの、費目っていうのがな

いように感じられるんですけど、何かをやろうとするときは必ず、僕は予算っていうの

は当然必要になってくるもんだというふうに思うんですけど、そこらあたりの見解を確

認しておきたいと思います。 

スポーツ文化交流課主幹 Ｎクラ後援会というものを、今月の中旬に設立総会を行

って、今後立ち上げて、それから令和 8 年度以降に、市民の個人あるいは団体、企業

などから、寄付をいただいて、このＮクラの活動の支援に充てていくというふうに考え

ております。この団体につきましては、市の中の団体とは違って、市とは別の独立した

任意団体という形で組織してまいりたいと思っておりまして、ちょっと市の予算のとこ

ろには、これについてはちょっと今回出てこないというふうな形になっています。 

重村委員 私、施政方針でここに具体的に盛り込まれたっていうのは、市長の思いも

あるんだろうなって私は思うんですよ。この事業に特化して、ああいうふうに記載され

て述べられてるっていうことは、どうしても部活動の移動等で経費も要していく、備品

も当然支援していかないといけないってなれば、ここの後援会がやはりこう肝になっ

て、財源的な支援とかいうのも、こう呼び込めるんではないかなっていう気持ちもあ

るわけですよ。ですから、それが、その後援会が会費なのかなんなんだかで、納める

ことによって、それが寄付金のような形で市の財政の歳入に充てられて、そこも原資

の 1つとして考えて、中学生の部活動を支援していくんだ、応援していくんだという体

制を私は取られるつもりなのかなっていうふうな感覚があるんですけど、そこらあた

りまではまだ考えられてないということでいいですか。 

スポーツ文化交流課主幹 市の会計に入れるものとしては、今、ふるさと納税を活用

したクラウドファンディング、このＮクラに対するガバメントクラウドファンディングでこ

れを実施しておりまして、令和 7年度も合計で 2,600万円の歳入を得たところでござ

います。そういったところは、市の歳入に入ってくる部分というところで、この後援会

はまた別の組織として、その市の会計とは別に組織をしていくといったところで今、計

画しているところです。 

上田分科会長 関連はございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかに質疑が

ございましたら。 

田村委員 ちょっと先に行きそうだったんで、すいません、先に行きますね。予算書 99

ページになります。 

上田分科会長 私があてたのは谷村さんだったのですが、田村委員そのまま続けて

ください。 

田村委員 予算書 99 ページ第 37 目「スポーツ振興費」です。事業コード 900「全国



9 

 

大会等出場費補助金」、67万円です。激励費もこの中に入ってるんですかね。 

スポーツ交流班長 入っております。 

田村委員 それでは、これ昨年も伺いましたので毎年聞いて申し訳ないですけど、要

綱がございますけれども、その要綱に 1人当たりの金額であったり団体当たりの金額

であったりとか定めてございますよね。これ、昨年と変更ないようですけれども、これ

は何かこう、例えばこの激励費の趣旨も合わせてご説明をいただけるとありがたいん

ですが、燃料が上がったりであるとか人件費が上がったりであるとかっていうふうな、

物価高騰が昨今ありますけれども、それを見込んで金額の改定をされるのかなと、も

しかしたら思ったんですけれども、このあたりの見解をお尋ねします。 

スポーツ文化交流課長 激励費の趣旨としましては、これまで頑張ってこられて全国

大会等に出場する際に、市として激励の意味を含めて費用をお渡しするという形にな

っております。委員言われるように、物価高騰なりで若干上昇しているという部分は

あるんでしょうけど、市の方針としましては、やはりその出場に際しての激励を行うと

いうところで考えておりますので、いわゆる積み上げ予算ということではないですの

で、一定程度の費用をお渡しするということにしております。よって、改定等は現時点

では考えておりません。 

田村委員 じゃあ、その激励の気持ちだよと。何て言うか、その経費に対しての補助と

いう考え方ではないよということでよろしいですかね。（「はい」と呼ぶ者あり）それで

は続けますね。この対象者ですけれども、激励の対象者なんですが、この対象者の定

めについて何か決めたものがありましたらお願いします。 

スポーツ交流班長 対象者としては、市内に住所を有する者、もしくは市内の学校に

通学する者又はこれらにより構成される団体で、市を含む地域を対象としております。

予選会又は選考会を経て、国、県又は市を代表して出場資格を得た者とします。ただ

し、同一大会の出場につき、他の市町から助成金を受けた者は対象としておりません。 

田村委員 公平に激励費を支給されるということを前提に考えておられるでしょうけ

れども、その公平性の観点から気を付けていらっしゃることなど具体的にありましたら

お願いします。 

スポーツ文化交流課長 気を付けているというところになりますと、先ほど班長が言

いましたけれども、要綱を定めておりますので、その要綱に基づきまして支出をして

いくというところになるかなというふうに思います。 

田村委員 要綱はこれでございますけれども、これは申請される方と申請されない方、

これは申請主義ですよね。申請されない方がいらっしゃって、対象なんだけれども申

請がなかったのでありませんでしたという事例は、大丈夫ですか。大丈夫ですかと言

うか、そういう懸念をするんですけれども、そういうことはないですか。 

スポーツ交流班長 その辺はあくまで申請主義とさせていただいておりますので、探

すまではしておりません。 
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田村委員 これは基本、学校で出場するっていうことになりますよね。中学生、高校生

が対象になりますか、対象年齢がわかりますかね。 

スポーツ文化交流課長 対象年齢につきましては、小学生の団体から一般まで全部

となっております。 

田村委員 はい、わかりました。ちょっと学生に絞った話をさせていただくんですけれ

ども、中学校、高校に在学をされていると思う、在籍されていると思うんですよ。学校

からの申請っていうのが基本になるんじゃないかと思うんですが、この辺りはどうな

んですかね。個人の申請になるのか。 

スポーツ文化交流課主幹 学校からの申請、例えば部活動というものであれば、中

学校の部活動というものであれば、これは教育委員会からその旅費の補助というの

は今まではあったです。ただ、今回部活動がなくなりましたので、今後はこの激励費

のほうの対象になってまいります。それによっては、学校からの申請ということでなく

て、クラブなり個人なりからの申請になります。高校生の場合は、この激励費の対象に

なります。この場合は、学校からの申請ということもあります。先ほどの、広報的な意

味でいくと、市のホームページなどで市長の激励会をやりましたいうふうなことを、や

った際には必ずそういったことで広報、あるいはほっちゃテレビの取材が入るようにな

っております。そういったことを通じて、こういった激励費の存在というものはある程

度周知できてるんじゃないかなと私どもとしては考えているところです。 

田村委員 はい、わかりました。基本はもう市内に住所を有する方ということになるわ

けですね。長門市出身だからといって、住民票がなければ支給はされないという建前

でいいですかね。建前と言いますか、要綱の内容を読んだらそういうことになるかな

と思うんですけど、こういったことでよろしいですか。 

スポーツ文化交流課長 長門市内に住所がない場合については、適用外になるのか

なというふうに思っております。 

上田分科会長 関連がございましたら。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかに質疑

はございますか。 

谷村委員 ちょっと前後しますけれども、予算書 97 ページ、説明資料 10 ページ、第

37 目「スポーツ振興費」、スポーツによる交流拡大推進事業についてなんですけれど

も、広報・周知について、周知方法と期間についてお尋ねいたします。 

スポーツ交流班長 事業主体としては、長門市コンベンション協会としており、長門観

光サイトななびで年間を通して広報を行っております。そのほか、夏頃に開催されるラ

グビー女子セブンズの大会である太陽生命カップの試合会場に赴き、昨シーズン完

全優勝を果たしたながとブルーエンジェルスの本拠地というブランドを生かして広報

活動を行っております。 

上田分科会長 関連はございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかに質疑が

ございましたら。 
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米弥委員 予算書 101ページ、説明資料 11 ページ、第 39 目「文化振興費」、事業コ

ード 010「文化施設管理運営事業」で、金子みすゞ記念館リニューアル事業について

お尋ねをいたします。リニューアルの内容と工事費の総額をどのくらいと見込んでお

られるのかをお尋ねいたします。 

文化交流班長 金子みすゞ記念館のリニューアルですけれども、記念館展示室の全

面リニューアルを考えておりまして、映像技術等を用いまして、みすゞさんの生涯や

詩の世界観を新たに表現できるようなものとする予定にしております。工事総額につ

きましては、現時点では未定としておりまして、基本設計などを考慮しながら決定して

いきたいと考えております。 

米弥委員 それでは確認ですが、基本設計次第で工事費が決定するということでい

いですか。 

文化交流班長 はい、そのとおりです。 

米弥委員 それでは、工事費が決定するのは大体いつ頃になるのかおわかりでしょう

か、お尋ねいたします。 

文化交流班長 基本設計を来年度当初に入ってすぐ行いまして、来年度当初予算ま

でには決定をしたいと思っております。 

上田分科会長 関連はございますか。 

重村委員 それでは、関連でお尋ねします。今のご答弁からいくと、令和 8 年度が基

本設計、実施設計と、令和 9 年度にその内容によって工事価格が決定してくる、令和

9 年度のリニューアルをしたいという予定だというふうに認識しました。どうしても休

館ということが想定されると思うんですけど、そこの辺りも工事の内容によって、例え

ば 2か月休館とか、そういうのも決まってくるという認識でいいですか。 

文化交流班長 委員おっしゃられるとおり、そのとおりで、基本的には閑散期である

年明けから考えております。 

重村委員 はい、わかりました。あと、これの基本設計っていうのは結局、ただの普通

の工事じゃなくて、そこら辺りの展示に精通した方が、設計業務に携わらないと、とん

ちんかんなことになるでしょう。これの基本設計、実施設計の委託に関して、その委託

をする業者っていうのは条件を含んでくるというふうな思いなんですけど、そこらあ

たりを委託する業者に関して執行部の考え方っていうのはどのようなものがあるか、

確認しておきます。 

スポーツ文化交流課長 委託先につきましては、プロポーザルによる選定を考えてお

りまして、そのプロポーザルの中でしっかり業者の資質と言ったらあれなんですけど、

そこら辺を確認しながら委託につなげていきたいというふうには考えております。 

上田分科会長 関連はございますか。 

重廣副分科会長 関連の質疑ですが、ただ今のお話を聞きますと、まだこの工事の総

額は決まってないというふうに言われましたよね。新年度から基本設計、実施設計等
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をやりながら金額は決まってくるであろうと。ただ、総額、あらましいくらっていうのが

あるんじゃないかと思うんです。それもこの段階でですよ、5 億円、10 億円になりまし

た、それでやるんですかっていう話。業務委託によって金額決まってますよね。ならこ

の金額をなぜ決めたのかっっていう、まず小さな根拠を聞きたいんですけど、あらま

し、総額はどのぐらいだから業務委託料としてこのぐらいでちょっとやってみようとい

う話が内々であるんではなかろうかと思うんですが、この総額について、大体、我々

も伺っておかないと、今この実施設計のこの当初予算を認めましたと、もう認めた段

階でこの事業に関しては認めるということになるんですが、金額は来年度、ドンと大き

な金額が出ましたと、これは一体どういうことなのかっていう話になりますからね。今

の段階で言える、言えないがあると思いますけど、おおむねいくらを見てますという金

額がありましたら伺いたいと思います。そして、この 1,859 万円っていう具体的な金

額が書いてありますけど、算出根拠っていうのがありましたら伺いたいなと思うんで

すが。 

観光スポーツ文化部長 全体の金額が、どの事業もそうですけど、やっぱりせめて基

本設計の概略ぐらいができた頃に、どれぐらいの金額かというところがお示しできれ

ばなと思ってます。というのも、今、やっぱり金額を提示することによって金額が 1 人

歩きということもないんですけども、それで固まるということも、私どももちょっとやっ

ぱり困るところがございますので、ぜひそこはご理解いただいて、少し概略が出てき

たらまたしっかりとお伝えしたいというふうに思っております。 

重廣副分科会長 それでは、その都度発表されるということでよろしいですか。こちら

から催促しなくても、今いくらになりましたというのがその都度発表されるというふう

に信じてよろしいんですね。ただしかし、やはり大体、概算がわからないと、何の事業

でもそうなんですよ。今年、基本設計と実施設計を行いますと言って、金額あらまし

たってある。でも、この基本設計するにしても何にしても、あらましの、先ほど言われ

ましたけど、要望があるわけですよね。これをこうして、これをこうすると、それによっ

て基本設計、実施設計が作られるんでしょう。だから、その内容についてあらまし把

握しておかないと事業は進めていかれないんじゃないかと。今でもたくさんありまし

た、実施設計はあります。結局 7 億円あがりました、10 億円あがりましたっていうの

が、ちょっと我々も予算的なものを考えますからね。あくまでも予算決算委員会でご

ざいますので、しつこいようですけど、おおむねいくらぐらいと概算しておりまして、あ

りましたら教えていただきたい。なかったら、先ほど言われましたように、その都度報

告を早めにしていただきたいと思います。 

観光スポーツ文化部長 数字的には大変申し訳ございません。やっぱり概算が出て

きた時、例えばこの度ご案内のとおりで、伊上のアウトドアの整備も、私のほうから概

略が出てきたときに、11 億円を目処に、そこの範囲で予算は国のほうに申請をすると

いうところを然るべき段階でお伝えしたというふうに私は覚えておりますけども、そう
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いうふうに、都度都度、段階でとおっしゃいましたけども、しかるべきところでお伝えで

きることはお伝えできるというふうに私は思っております。 

重廣副分科会長 総額、おおむねの総額はちょっと今の段階では把握してないちゅう

か、計算してないっていうことですので、1,859 万円ですかね。先ほど、この詳細につ

いて、何が何がっていうのが、私たちが納得できるような説明があったらなと思いま

す。 

文化交流班長 基本設計、実施設計業務委託料ですけれども、基本設計のほうが

1,068万 1,000円で、実施設計のほうが 826万 9,000円としております。 

上田分科会長 関連ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければその他、質疑がご

ざいましたら。 

谷村委員 予算書 101ページ、説明資料の 11ページ第 39 目「文化振興費」「ルネッ

サながと管理運営事業」についてでございますけれども、改修が必要な設備は、改修

工事期間と工事中での運営に問題はないか、お尋ねいたします。それと、ルネッサな

がと管理委託料の増額の理由を教えていただければと思います。 

上田分科会長 ちょっと待って。こういうふうにマイク握るのはちょっとやめてください

ね。次からね、次から。 

文化交流班長 機械設備の改修の件についてお答えいたします。機械設備の改修工

事につきましては、実施工事主体は山口県となっております。内容としましては、コン

デンサリアクトル更新工事と冷温水発生機修繕工事となっておりまして、コンデンサリ

アクトル更新工事は電気系統の工事になりますけれども、県の担当に確認したところ、

工事自体は 1 日程度で終わる見込みであるため、休館日等での工事実施する予定

になっております。続きまして、空調設備である冷温水発生機の修繕につきましては、

空調が必要になる時期の前に工事施工する見込みでございまして、冷温水発生機 2

台体制で稼働しているものでございますので、完全に空調が止まることはないという

ふうに回答いただいております。いずれにしましても、市としては、利用される方や運

営に支障が出ないように工事実施を求めていきたいと考えております。続きもう 1 点、

管理委託料の増額の理由というところですけれども、指定管理公募の際に提出され

た収支予算書に基づき算定しておりますけれども、施設管理等にかかる電気代の高

騰や物価上昇、人件費の上昇が主な要因となっております。 

上田分科会長 関連ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかに質疑ござ

いましたら。 

重村委員長 それじゃあ、同コードの「文化施設管理運営事業」の中の、1 番最後に、

1,000 万円ほど、映画の作成の補助金が載ってます。前回の審査の時も、少し説明を

受けましたけれども、新年度のところでこの映画が出来上がるのかどうなのか、撮影

を多分令和 8 年度ということで、お聞きをしたと思いますけど。この事業が、こう表に

出てきて、実際に予算も議会も承認してっていうところから、見えないのと、それから、
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この映画を作るという話題すら消えかけてるような私は感覚を持つんです。こういう

のっていうのは、やっぱり事業出発したら、やっぱり効果的な映画を作って市民の皆

さんにも公開してっていうことがいいと思うんだけど、令和 8 年度のやっぱり、目標を

ちゃんと持つこと。それから、それが結局レベル的に、こんなもんで終わったのかとい

うような事業にならないように、私は、令和 8年度のちゃんと執行部が目標を持ってる

のかっていうところを、確認しておきたいと思いますけど、見解をお願いしたいと思い

ます。 

スポーツ文化交流課長 映画の制作につきましては、実行委員会のほうで日々やら

れているのかなというふうに思っております。スケジュール的なものにつきましては、

令和 8 年 10 月頃完成予定、見込みというところはお聞きしておるところでございま

す。委員言われるように、PR とかそういったところにつきましても、話題が少なくなっ

てきてるというところも、実行委員会のほうにお話をしながら、効果的な PR ができれ

ばなというふうには今考えているところでございます。 

田村委員 昨年の審査の際に、制作予算ですけど、概算で 3,000万円というふうにご

回答いただいてるんですよね。今年度で出来上がってるのかなと思ったんですけれ

ども、また、令和 8 年度の予算をお聞きしてるというとで。これ、進捗については先ほ

ど重村委員のほうにご回答があったのでいいんですが、この予算的な部分というの

は、随分当初の予定と違ってきてるんですかね。 

スポーツ文化交流課長 当初予算組んだ時は、3,000 万円程度の予算っていうとこ

ろでお聞きはしておりましたけども、昨年の夏ぐらいに実行委員会立ち上げられて、

収支予算計画というのを出されてます。その中におきましては、全体予算としては

4,800万円ということでお聞きはしております。 

上田分科会長 関連ございますか。なければ、ほかに擬質疑がございましたら。 

中平委員 予算書は 103 ページ、第 41 目「文化財保護費」の予算説明資料は 11 ペ

ージでございます。重要文化財ユウヘイって言うんですかね、有柄細形銅剣保存活

用事業についてでございます。このその銅剣っていうのはすごい貴重なものだという

ふうな理解をしております。その中の公開展示に向けた施設改修と、その銅剣をこう

保管して展示するものだという、具体的にどのようなものなのかをまずお伺いいたし

ます。 

文化財保護室長 これまでの企画展では展示室の壁面を利用した展示を行っており

ましたが、今回の銅剣展では展示室全体を利用して展示を行うこととしておりまして、

銅剣を展示室の中央に配置するにあたり、照明が不足しておりますので、中央部分

のスポットライトを増設する工事を行います。 

中平委員 やはり貴重なものなんで、盗難とか考えるのもちょっとあれかと思います

けど、やはりそういう防止策等やっぱ考えていかないといけないと思うんです。その

あたりの防止策等、特別なもんがありましたらお伺いいたします。 
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文化財保護室長 銅剣は施錠のできる展示ケースに陳列することといたしまして、ヒ

ストリアながとにおきましては、開館中は職員による館内の巡視や監視カメラによる監

視を行います。また、閉館時は機械警備による防犯及び盗難防止の体制を取ることと

しております。 

上田分科会長 関連ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、はかに質疑ござ

いましたら。 

米弥委員 予算書 103ページ、説明資料 11ページ、第 41目「文化財保護費」、事業

コード 900「文化財保護費」で、日置峠山須恵器窯跡出土品調査事業についてお尋

ねをいたします。こちらなんですが、報告書の完成時期をまたお尋ねいたします。 

文化財保護室長 報告書は令和 9年の 3月の完成を見込んでおります。 

米弥委員 その報告書ですけど、印刷をした後、市民の方々へ周知をされるんだと思

いますけど、周知方法はどのようにされるのかをお尋ねいたします。 

文化財保護室長 報告書につきましては、調査を行いました山口大学やその他の大

学、また、埋蔵文化財の関係施設に送付するほか、長門市のホームページにも掲載

いたします。また、調査内容を市民に周知するための企画展を令和 9 年度にヒストリ

アながとにおいて開催する予定としております。 

上田分科会長 関連ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかに質疑ござ

いましたら。 

谷村委員 予算書の 101ページ、説明資料の 11ページ、第 41目「文化財保護費」、

赤崎神社楽桟敷法面修復事業についてでございますが、工事箇所がわかる図面は

見せていただきましたが、工事内容と工期についてお伺いいたします。 

文化財保護室長 現場は、工事車両等が進入するための道路がなく、法面と赤崎神

社の社殿との距離も近いことからコンクリート擁壁を設置することが難しいため、テラ

セルと呼ばれる樹脂製のポットに土砂や砕石を詰めたものを積み重ねて擁壁を設置

する工事を予定しております。工期につきましては、150日間を予定しております。 

上田分科会長 関連ございますか。 

重廣副分科会長 この工事の期間というのは伺いましたが、時期ですよね。ここは赤

崎祭り等もありますので、時期はいつ頃を考えておられるのか、お願いします。 

文化財保護室長 新年度に入りましたら、早急に準備に入って、台風時期に間に合う

ように進められたらと思っております。 

重廣副分科会長 そこで、テラセル擁壁っていうのはちょっと初めて耳にするような感

じなんですが、普通の──今、道が狭いから、場所が狭いからっていうふうなことを言

われましたよね。コンクリート擁壁とかブロック積擁壁等々、いろんな工法があるわけ

ですが、金額として、普通の、例えばブロック積擁壁をこれだけしたらと、今テラセル

ですか、テラセル擁壁をしたら金額的にどうなのか。対比された、比べられたことはあ

りますか。 
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文化財保護室長 金額についての比較はしておりません。 

重廣副分科会長 道が狭いとかなんとかいうて、今の技術ですから、仮設をつけよう

と思ったらいくらでもできるんですよ。普通のブロック擁壁とこっちの、これ新しい工

法でしよ。この金額を比べずにこちらに飛びつくっていうのはどうかなって、私はちょ

っと不思議に思います。例えば、こちらのほうが倍以上かかって従来工法の方が安く

なったら、当然従来工法でやるべきだという予算審議になると思うんですが、どなた

も比べられてないんですね。それはちょっと寂しいなと思うんですが、課長何かありま

すか。 

スポーツ文化交流課長 具体的な現場に合わせた設計っていうのは行ってないって

いうのが正直なところでございますけども、工法を説明した、パンフレットで確認をす

ると、コンクリートブロック構造よりは、1 割程度経費が削減できるのではないかとい

うふうには、パンフレットには書いてあるっていうところでございます。 

重廣副分科会長 私もネットでこのテラセル工法っちゅうのを色々調べてみました。確

かにパンフレットには 1割程度、2割程度安くなるとか、そういう文言はありますけど、

ただ、現場で、せっかく都市建設課もいるわけですから、ちょっと相談して、これこれこ

れしたいんやけど、どっちが安かろうかっていう横の連携を、ぜひ取ってほしかったな

っていうふうなのがありますけど、今ここで言っても駄目ですよね。すいません。その

通りでございます。新しいのをやるときに、当然金額の対比っていうのは必要だと思

うんですよ。それをはっきりした上で予算化していただきたいというのが 1 つなんで

すが、課長、何かありましたらお願いします。 

スポーツ文化交流課長 先ほども言いましたように、現場に合わせた設計というのは

行ってないというところではありますけども、現場に行って図面を起こす際には、都市

建設課の方も来ていただきながら、どういった工法、どういった施工が適してるのか

っていうところ、確認はさせていただいているとこではあります。 

上田分科会長 関連ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかに質疑ござ

いましたら。 

谷村委員 その財源でございますけれども、説明資料のほうに 570 万円が計上され

ておりますけれども…（雑談あり）関連です。基金と思うんですけれども、その基金は

何か、教えていただけたらと思います。 

文化財保護室長 地域活性化基金を充当することとしております。 

上田分科会長 関連がございましたら。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかに質疑

ございますか。 

米弥委員 説明資料 12 ページで、同じく文化財、事業コード 900「文化財保護費」、

長門市文化財保存活用地域計画策定事業についてお尋ねをいたします。計画策定

支援業務委託料 652万 5,000円とありますけど、委託先の選定方法についてお尋ね

をいたします。 
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文化財保護室長 プロポーザル方式による選定を予定しております。 

米弥委員 策定委員会開催費、19 万 6,000 円とありますが、委員会の人選はどのよ

うにされるのか、また人数をお尋ねいたします。 

文化財保護室長 県の文化財担当課と委員会の人選についての協議を行っておりま

して、考古学や民俗学、歴史学、地学、植物学などの各分野の専門家に加えまして、

郷土史家や市内の関係団体を加えたおよそ 15 人程度の委員会を候補として考えて

おります。 

米弥委員 それでは、委託料 652万 5,000円の積算根拠をお尋ねいたします。 

文化財保護室長 複数の業者から提出された見積額を基に積算しております。 

上田分科会長 関連がございましたら。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかに質疑

ございますか。 

谷村委員 予算書 103ページ、説明資料の 11ページ、第 41目「文化財保護費」、村

田清風関係文書調査事業でございます。ちょっと地元なんで気になりますので、全体

の計画では令和 6年から令和 9年とありますが、決算書上の 1,073万 9,000円の内

訳、361万 8,000円のほかは何でしょうか。財源の 230万 5,000円は交付金でしょう

か、そういうお尋ねでございます。 

上田分科会長 もう 1回聞くことを明確に、すいませんけど、お願いいたします。 

谷村委員 決算書上の1,073万9,000円…（「予算」と呼ぶ者あり）予算書上の1,073

万 9,000 円の内訳で・・・（「どこにあります」と呼ぶ者あり）103 ページ…（「予算書」と

呼ぶ者あり）村田清風関係文書調査事業…（雑談あり）（「委託料」と呼ぶ者あり）その

1,073 万 9,000 円の予算書計上の中の、361 万 8,000 円がありますけど、そのほか

に内訳、分かれば教えていただけたらということで…。（雑談あり） 

上田分科会長 ちょっと時間あれしますんで、内容をもういっぺん精査してください。

ほかにございましたら。 

田村委員 予算書の 103ページになります。説明書は 12ページ、第 41目の「文化財

保護費」で説明資料 11 ページの青海島名勝及び天然記念物指定 100 周年記念事

業について、とりあえずお尋ねします。企画展を開催されるということですけれども、

企画展開催の場所と開催期間についてお答えください。 

文化財保護室長 場所はヒストリアながとで、期間につきましては、令和 8 年 8 月 1

日から 12月 27日までを開催を予定しております。 

田村委員 では、その内容、どういったものになるのか、お願いします。 

文化財保護室長 企画展の内容につきましては、青海島の指定 100周年を記念いた

しまして、日本画家東山魁夷の、朝焼けの潮の縮小複製画を展示することによりまし

て、皇居にある壁画のモチーフが青海島であるということを知っていただくための展

示をするほか、青海島に関連する写真展の開催や、青海島を元に盛り上げた方、横

山健堂とか、その他の方の紹介をさせていただくような企画展を予定しております。 
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田村委員 青海島と言いますと、今はともかくですけど、旧長門市の時代には、長門

の観光といえば青海島と湯本しかない、まあこれだけでやってるっていう時代があっ

たわけで、青海島名勝して 100 年の年っていうと、とてもとても大きな節目じゃない

か私は思ってます。ちょっとこのぐらいしか予算が、ほかの部署もいまして寂しいなと

思うんですけれども、ぜひ盛り上げていっていただきたいと思うんですが、内容を聞

きましたが、その青海島名勝して 100年を迎える節目について、市の見解をお願いし

ます。 

スポーツ文化交流課長 委員おっしゃるように、青海島指定 100年というのは節目の

年というふうには考えております。先ほど企画展の内容については室長のほうから言

いましたけども、市全体として観光部門と連携を取りながら、より良い 100 周年迎え

られたらというふうには考えております。 

上田分科会長 関連ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）先ほど、谷村委員よろしゅ

うございますか。 

谷村委員 ちょっと私の勘違いでございまして。次の質問してよろしいでしょうか。 

上田分科会長 関連ございませんね。それでは、ほかの質疑に移ります。谷村委員ど

うぞ。 

谷村委員 予算書 103 ページ、説明資料の 11 ページ第 41 目「文化財保護費」、重

要文化財有柄細型銅剣保存活用事業でございますが、作業の進捗状況をお願いし

ます。 

上田分科会長 それ、さっき。 

谷村委員 ちょっと違いますんで、すいません、中平委員が質問されましたけれども

……。 

上田分科会長 どうぞ進めてください。 

谷村委員 じゃあ、その作業の進捗状況を教えていただけたらと思います。 

文化財保護室長 令和 8年 1月に、銅剣のクリーニング、錆を防ぐ防錆処理、表面の

コーティング処理や安定台座の作成などの保存処理業務が終了いたしまして、委託

業者からの引き渡しを受けております。現在は、来年度の一般公開展示に向けた準

備を行っているところです。 

上田分科会長 よろしいですか。関連ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、

ほかに質疑ございましたら。（「なし」と呼ぶ者あり）そしたら、今一度、スポーツ文化交

流所管全般にわたりご質疑はございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）ご質疑がないの

で、質疑を終わります。以上でスポーツ文化交流課所管の審査を終了します。ここで

説明委員会入れ替えのため、暫時休憩します。休憩を入れます。10 時 50 分から再

開をいたします。 

 

― 休憩 10：40 — 
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― 再開 10：48 ― 

 

上田分科会長 予定より少し早うございますが、休憩前に引き続き会議を始めたいと

思います。次に、観光政策課所管について審査を行います。執行部の補足説明があ

りましたらお願いします。 

観光スポーツ文化部長 観光政策課所管の当初予算の主な事業につきましては、市

長の施政方針及び提案説明のとおりでございますけども、全体の予算額では前年度

と比較して約 8億 1,600万円増の約 13億 4,000万円となっておりまして、大幅な増

額の要因につきましては、満足度の高いながと時間創出事業における伊上地区アウ

トドア整備事業と情報発信事業にかかる経費によるものでございます。また、歳出の

費目につきましては、総務費、商工費、諸支出金となっております。なお、詳細につき

ましては、当初予算説明資料 27ページから 28ページに記載のとおりでございます。 

上田分科会長 以上で説明は終わりましたので、これより質疑を行います。ご質疑は

ございませんか。 

谷村委員 予算書 183 ページ、説明資料 27 ページの第 2 目「観光施設費」、事業コ

ード 010「長門市キャンプ場・海水浴場コインシャワー更新事業」についてですが、設

置時期はいつでしょうか。 

施設管理班長 設置時期につきましては、閑散期を予定しておりますが、施設管理者

と協議の上、できるだけ早期に工事する予定としております。 

上田分科会長 関連はございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかに質疑が

ございましたら。 

米弥委員 予算書 185 ページ、説明資料 27 ページ、第 3 目「観光振興費」、事業コ

ード 065「集客イベント推進事業」、集客イベント重点支援事業についてお尋ねをいた

します。集客イベント重点支援事業補助金 870 万円で、昨年より 100 万円増額して

おりますが、理由をお尋ねいたします。 

観光振興班長 令和 8 年度中に市内において新規集客イベントの実施を検討してい

る団体がありますため、市内にて実施される集客イベントを適切に支援するべく 100

万円ほど増額しております。 

上田分科会長 関連はございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかに質疑が

ございましたら。 

中平委員 当初予算書 185ページ、第 2目「観光施設費」、全体についてお伺いいた

します。昨年度よりやっぱり 1,000 万円ぐらいこれは予算額が上がっております。そ

の説明をお願いいたします。 

施設管理班長 施設全体ということで、湯免ふれあいセンター運営費であったり、日

置農村活性化運営費であったり、観光施設等維持管理費、この全てにおきまして人

件費であったり、燃料費の増加、こういったものが大きな要因となっております。 
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中平委員 今説明員が言われました観光施設維持管理費が 1 番上がっているのも、

今説明があったとおり人件費や光熱費等という考えでよろしいですか。 

施設管理班長 観光施設等維持費に関して個別にちょっと言わせていただければ、

増額の理由としまして燃料費、電気代等の高騰に伴う事業費の増、それから人件費

の高騰に伴う委託料の増加、それから棚田のトイレの様式化であったり、危険な東屋

の撤去、こういったものの費用が増加の理由となっております。 

上田分科会長 関連がございましたら。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかに質疑

がございましたら。 

谷村委員 予算書 187ページ、説明資料 27ページ、第 3目「観光振興費」、ながと国

際観光推進事業でございますけれども、国際観光推進業務委託料の 2,071 万

1,000円ですが、昨年より減額になっております。理由をお聞かせください。 

観光振興班主査 減額の理由としては、令和 7年度は 2018 年より開設しております

インバウンド向けホームページ、Visit Nagatoを大幅に改修するための予算を計上

しておりました。令和 8 年度は継続して流入促進施策を実施しますが、改修は完了し

ているため、令和 7年度と比較して減額となっております。 

上田分科会長 よろしいですか。関連がございましたら。（「なし」と呼ぶ者あり）なけ

れば、ほかに質疑はございませんか。 

重村委員 それでは、説明資料 27 ページです。海水浴場のライフセーバーを配置す

る業務のことも詳細に説明をいただいておりますけど、819 万 2,000 円という予算が

計上されています。まず、これの特殊な業務ですけど、業務委託先、これをどのような

見解をまず持たれているのか、お尋ねをします。 

施設管理班長 委託先でございますけれども、新年度のことなので、来年度になりま

して決定することになりますけれども、令和 7 年度の例で言いますと一般社団法人山

口県ライフセービング協会であったり、こちらが二位ノ浜海水浴場になります。大浜で

あれば油谷サーフクラブ、こちらのほうに業務委託しております。 

重村委員 はい、わかりました。特殊な任務ですから、そういった関係機関でないと

難しいだろうなと思うんですけど、長門市の観光の一面を持つ綺麗な海で安心・安全

にその夏を楽しんでいただくというところからすれば、こういう配慮と言いますかね、

行政としてやらなければいけない安全の担保と言いますか、そういった業務になるん

ですけど、この業務の必要性、それから今の社会において、やっぱり市の海水浴場と

いう観点からね、きちんとやらないといけないという責任の上においてもやられる業

務と思いますけど、この業務がどういうふうに寄与しているか、そこらあたりっていう

のを数年前から始めた事業の中でね、令和 8 年度も当然やっていかないといけない

ということで予算計上されてますけど、認識を確認しておきたいというふうに思います。

それから、もしこういう事例で、やっぱりこの事業をやっていて良かったんですという

ような事例もありましたら、改めて一緒に聞かせていただいたらと思います。 
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観光スポーツ文化部長 私もいろんなところにちょっと行ったときに、海水浴場によっ

ては、しっかりとここの海水浴場は自己責任ですというふうに書いてあります。ただ、

やはり先ほど委員もおっしゃいましたけども、長門市は、海は綺麗で、やっぱり観光資

源の 1 つとして海にしっかり来てもらうということであれば、やっぱりこの政策を入れ

たときは、やっぱりしっかり安心・安全を担保して、綺麗な海の上でいただきましょうと

いうことでございますので、そこの目的の中でしっかりとこの事業をやっていきたいと

いうふうに思います。（「事例は無いか、紹介できるようなものがあれば」と発言する

者あり） 

施設管理班長 海水浴場監視員を設置してからは、事前の声かけ等がございますの

で、救助事案は、最近はないと聞いております。 

上田分科会長 関連はございますか。 

中平委員 この説明書を読みますと、大浜、二位ノ浜というか、これ管理棟料なんで

すけど、このライフセーバーを、何名かはちょっとわからないんですけど、この大浜、二

位ノ浜にライフセーバーを就任させたいという目的があるんでしょうか、お伺いいたし

ます。 

施設管理班長 今、予定しておりますのが、大浜海水浴場と二位ノ浜海水浴場、それ

から青海島海水浴場に予定しております。 

中平委員 この事業で 3 名程度の新たなライフセーバーを就任させるということでよ

ろしいですか。 

施設管理班長 この海水浴場期間中に、二位ノ浜であれば、平日は 3名、休日 4名。 

大浜につきましても、平日 3 名、休日は 4 名で、青海島海水浴場につきましては 1 名

ほど、一応予定しております。 

上田分科会長 関連ございましたら。（「なし」と呼ぶ者あり）なければほかに質疑がご

ざいましたら。 

首藤委員 予算書 185 ページに、第 2 目、事業コード 710 の「日置農村活性化交流

センター運営費」のうち、修繕料の中身がわかりましたら教えていただきたいです。 

施設管理班主査 修繕料としては、空調機器交換整備とその他包括的に 100万円の

修繕料となっております。 

上田分科会長 関連ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかに質疑ござ

いませんか。 

米弥委員 予算書 187 ページ、説明資料 27 ページ、第 3 目の「観光振興費」、事業

コード 105「観光客誘致拡大事業」で、ディストネーションキャンペーン誘客促進事業

におきましてのお尋ねです。団体旅行支援業務委託料 258 万円の詳細をお聞きした

ところ、助成対象等の確認をさせていただきました。こちらで一応団体旅行、集客を、

誘客を狙ってるわけなんですけど、この事業に対するこちらの助成対象で、1 事業者

10 台までとなっております。また、この助成におきまして、事業者の目標っていうんで
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すか、大体何事業者を目標というか見込まれているのか、お尋ねをいたします。 

観光政策課長補佐 事業者の目標につきましてっていうよりは、この助成金の予算を

算出した時の台数を考えておりまして、42台を目標に、この 42台といいますのが、助

成金の 30 名以上の 6 万円という最大の額で算出した場合、42 台は招客していただ

けるだろうというところで 42台というふうに考えております。これは、公平性の観点か

ら色々な事業者に分けるために、1事業者 10台ということで定めております。 

米弥委員 あと財源なんですが、その中で 430 万円とありますけど、この財源をお尋

ねいたします。 

観光振興班長 財源につきましては、地域活性化基金を充当としております。 

上田分科会長 関連ございましたら。（「なし」と呼ぶ者あり）では、ほかに質疑ござい

ましたら。 

田村委員 予算、187 ページです。第 2 目「観光振興費」ですよね、事業コード 210

「長門湯本温泉観光まちづくり推進事業」。その前に事業コード 145ですね、先ほどの

「長門湯本温泉観光まちづくり整備事業」について、施設維持補修工事行われますけ

れども、これの具体的な場所がありましたらお願いします。 

施設管理班主査 改修箇所については、合同年時点検実施後、関係者との協議によ

り予算の範囲内で緊急度に応じて決定することとしているため、現時点では未定で

す。 

重村委員 今、田村委員のほうから質疑のあったこの事業ですけど、観光地、温泉地

にとっては、灯具っていうのは非常に大切だと思います。この空間をこう醸し出すた

めの、造形の部分で大切だと思うんですけど、予算が、毎年のようにその灯具の修理

点検、基本計画とかが出てくるわけですよね。このあたり、長門市の執行部として、担

当課として、どのような見解を持たれてるのかなと。今、その照明の電球自体っていう

のは長寿命化が図られてる時代です。その中で、毎年数十万円規模な、まだわかる

んですけど、何百万円単位の、この今回でも 682 万円でしょということになる。そうで

すね。私からすると非常に違和感がある。毎年何百万単位の、灯具だけの部分で、こ

うやって予算が必要になってくるということを、どのような見解を持たれてるのかなっ

ていうのは、ちょっと確認しておきたいと思うんですけど、どうですか。 

観光政策課長 ご指摘のとおりと言いますか、照明だけじゃなくて、長門湯本の場合

はもう特殊な舗装をした道路であったりとか、樹木であったりとか、色々と維持管理

にランニングコストがかかっているのは事実だと思ってます。この観光地を維持して、

長門市にとって長門湯本温泉っていうのは、観光客を呼び込むために 1 番最初の玄

関口というかツールになって、そこをきっかけに市内を周遊していただく。これを我々

も目標にしております。その中で、当然、灯具 1 つにとっても、これまでのような外国

製のもので高いものとかっていうのから、できれば国産のものであったりとか、そうい

ったものに検討、シフトしていくことも重要でありますし、来年度の予算要求で、全体
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的に、複雑な制度であったりとか信号システムとかがありますので、そこを一旦見直

して、実際どれぐらいが故障しているのか、うまくいっていないとか、こういったのを 1

回、フラットな目線で、把握した上で、修繕に関しても中長期で、考えているっていう

ふうに今検討しようと思ってます。これと同時に、やっぱりこうお金がかかるっていう

ことに対しては、今後、長門湯本で今開催しておる、明かりのイベントであったりとか、

そういったものの収益も含めて、例えば民間で頑張ってもらう収益も大事なんですけ

れども、市が、企業版ふるさと納税であったりクラウドファンディングを活用して、その

推進をしていくための事業であったり、インフラにかかる修繕の財源といったところを

きちっと担保して、この両方をやりながら、やっぱり観光地として突き抜けて、長門湯

本温泉が認知も高いところですから、長門市にとって大事なところという認識のもと

両輪で今後も進めていくべきというふうに考えてます。 

重村委員 令和 8 年度の予算に限って審査をしないといけないとは思いますけど、こ

ういう温泉地とかの観光地で、灯具が切れたままでほったらかしっていうのは、これ

絶対良くないです。もちろんです。これはもう 1 回こっきりのお客さんが来られて、や

っぱ次も来たいと思わせるためには、やはりそこら辺りもきちんと整備をされてるとい

う状況を作らないといけないという認識は、これは議会も持ってると思うんですよ。し

かしながら、やっぱり財源っていうのは限りもあって、自助努力もしてもらわないと困

る。だから、例えば灯具でも全てやっぱり、業者に点検をしないと点検ができない。そ

して交換も委託しないとできないという状況がどうなのかなって私は思うんですよ。

やはり今後、まちづくりについては 10年の、1つのスパンで、大きな改修をしていった

りとかいろんな事業がある中で、灯具の見直しっていうのは、私は行政としてしっかり

方向性を、これからランニングコスト的にどうなのかっていう視点を私は忘れずに持

っていただいて、事業をこの令和 8年度していただきたいというふうに思います。 

上田分科会長 答弁よろしいですか。（「いいです」と呼ぶ者あり）。関連ございますか。 

谷村委員 今回予定されている補修箇所は何箇所でしょうか。 

施設管理班主査 田村委員からもご質問があったと思うんですけども、来年度の年

次点検後に、予算の範囲内で緊急性を見ながら個数を決定していきたいと思います。 

上田分科会長 谷村委員、さっきと同じであれば、すみませんけど次の質疑に振り替

えていただけますか。 

谷村委員 すみません、次の質疑です。（「関連」と呼ぶ者あり）関連です。財源なんで

すけれども、68 万円というふうにその他に計上されておりますけれども、これは入湯

税からなんでしょうか。（雑談あり） 

財政課長 地域活性化基金を充当しております。 

上田分科会長 よろしいですか。関連ございましたら。なければ、ほかの質疑ござい

ましたらどうぞ。 

田村委員 事業コード 210 の予算書 187 ページ、長門湯本温泉観光まちづくり推進
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事業についてお尋ねをいたします。マネジメント会社がありますけれども、こちらとの

連携支援について、令和 8年度どのように行うのか、お考えを聞かせてください。 

観光政策課長補佐 長門湯本温泉の持続的な観光まちづくりに関する協定を結んで

おりまして、これ令和 2年 3月に締結しておりまして、5年間の協定になっております。

この協定につきましては、令和 7 年の 3 月に更新の合意を交わしておりますので、令

和 7年 3月から 5年間、今協定を結んで協力体制を築いているところになります。こ

の協定に基づき、エリアマネジメントに取り組む長門湯本温泉まち株式会社と協力し

て、長門湯本温泉の観光まちづくりに取り組んでいるところです。また、長門湯本温

泉エリアマネジメント事業補助金交付要綱に基づき、長門市湯本温泉まち株式会社

が行う長門湯本温泉の地域価値を高める公益性の高い事業に要する経費を補助す

ることにより、長門湯本温泉の持続的な観光まちづくりを実現するために取り組む事

業に対して補助金を交付しています。こうした観光まちづくりを効率的に推進するた

め、庁内に一元的な窓口を設置し、必要な予算及び人員体制を確保するとともに、事

業実施においては必要に応じて協議を行っているところです。 

田村委員 では、そのまち株さんですけれども、事業計画とそれから事業報告につい

て、年 2 回、評価委員会で報告をされております。ちょっとその評価委員会について

お尋ねをするんですけれども、評価委員さんというのは設置されて何年になるんです

かね、評価委員会──ちょっとそれお答えにならなくても、それは調べればわかるん

ですけど、評価委員さんの任期が定めてありましたらお願いします。 

観光振興班長 任期につきましては 3 年以内ということでは定められておりまして、

今の委員さんは今、任期 2 年目に入って、新たに更新してから任期に入っているとこ

ろになります。 

田村委員 この評価委員会、年 2 回開催されておりますけれども、一応、観光まちづ

くり計画でいうところの大型改修の目安が、整備完了後の 10 年ということで、令和

12 年だったかなと思いますけれども、そういった、評価委員会をずっとこれから未来

永劫続けていくのか、それともどこかのタイミングで総括をすると言いますか、閉じる

時があるのか、今のご予定をお願いします。 

観光政策課長 未来評価委員会につきましては、やはり外部の有識者による第三者

委員会という位置付けというふうに我々考えておりますので、ここでいただく意見や

助言についてはきちっと長門湯本温泉のまちづくりに反映していくっていうスタンス

を、現時点は、今後も崩す予定はございません。いついつまでにやめるとか、そういう

のも全く今のところ検討はしていないといった状況でございます。 

田村委員 そういった専門家の外部の方とせっかく接点がありますので、長門市の観

光に対するご助言もいただいたりとか、それから、その未来評価委員会の中で委員さ

んが発言された内容をほかの観光政策にこう反映させると言いますか、そういったこ

とがあるといいなと思いますけれども、その具体的にもし反映されていらっしゃるよう
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でしたら、その内容についてお尋ねします。 

観光政策課長 具体的に把握している事業で、今ちょっとぱっとこう出てこないんで

すけれども、この夏開催されましたし、これまでの開催の中でも、やはり 1 つは、長門

湯本温泉のお客さんの中でも、東京方面とか大都市から来る方が、やはりこう、山口

新幹線で来る方とか山口宇部空港から来られる方だけじゃなくて、福岡から来られる

方とかっていうのも、結構東京の方にとっては、アクセスを伝える意味ではすごく分か

りやすいというか、そういったご助言もいただいたことがあって。長門市の場合、やっ

ぱり福岡からの観光誘客っていうのが、全体の役割、2割、3割というところで大多数

を占めておりますので、その首都圏と、福岡に対する情報発信、いかに長門がその認

知度を上げていくかっていったところの、情報発信に関してある程度参考にさせてい

ただいて、今こういった来年度予算要求等に、今活用しているといった状況です。 

田村委員 はい、その辺りは、分かってておっしゃってるんだと思いますけど、コンベ

ンションもデータ取ってるので、そのデータをもとにおそらく判断されてるっていうとこ

ろもあるかなと思います。で、例えば、前回の補正予算の審査の時に触れさせていた

だきましたけれども、プレミアム付き商品券の活用についてどうなんだという外部の

意見を参考にしたりとか、そういったことがあるのかなと思ってます。ですので、せっ

かくの貴重な、第三者委員会の皆さん、長門の観光に対して客観的にちょっと厳しめ

のことも言われると思いますんで、その辺りの声をこうしっかりと、反映していただき

たいなと思います。次に行きます。その評価委員会の中でインバウンド対応っていう

のをすごく求められてまして、で、まち株さんも取り組んでいらっしゃるんですけれど

も、インバウンド対応を含んだ連泊の推進についてどのように環境整備を行ってらっ

しゃいますか。 

観光政策課長補佐 インバンド対応を含む連泊の推進に向けての環境整備につきま

してですが、長門湯本温泉におきましては、デジタルマーケティングによるターゲット

の明確化やニーズの把握、関係団体──これ山口県や瀬戸内 DMO 等ですけども

──へのヒアリングなどを通じて、本市における連泊の実態及び可能性を把握した上

で、環境整備の取組方針を検討していくこととしております。実際、長門湯本温泉に

つきましても、富裕層の、欧米豪とかターゲットを絞っておりますし、長門市につきまし

ても、欧米豪よりも優先すべきところとして東アジアというところもありますので、こう

いったターゲットが色々ある中で、どこに限られた予算を投入するのがいいのかとい

うことを今後検討していきたいと考えております。ただ、国や県の助成事業がある場

合ですけども、それを活用した環境整備を希望する事業者がいらっしゃいましたら、

それを行政として支援していきたいと考えております。これまで、インバウンド受入環

境整備支援としましては、多言語対応に取り組む事業、キャッシュレス決済に取り組

む事業、和室、和便器などの洋式化に対する補助を実施するほか、インバウンド団体

旅行向けに、閑散期をターゲットにしたバス補助を実施しております。 
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田村委員 それでは、このまちづくり計画を通じて、湯本に来訪される観光客の方が

日中は増加したりとか、宿泊者の方は、ちょっとコロナがありましたんでまだ回復され

してないのかもわかりませんけれども、市内への経済効果について何か数値を把握

しておられましたらお願いします。 

観光政策課長補佐 本市では、長門市観光満足度調査による算出により、宿泊旅行

単価と日帰り旅行単価にそれぞれ宿泊客数や観光客数を乗じて求める市内観光消

費額を直接的な経済効果として把握しております。こちらの直接的な経済効果としま

しては、令和 6 年の実績ですけども、市内観光消費額は約 394 億円となっておりま

す。経済波及効果につきましては、数年前の産業連関表、現在で言いますと令和 3年

のものが国で示されておりますけども、推論上の推計であり、現在の急速な市場変化

や個別の施策効果をリアルタイムに反映しにくい側面があるため、観光客、宿泊客数

や消費単価から求める実数に近い指標である観光消費額により施策の成否を迅速

に判断し、戦略にフィードバックすることを重要と考えております。 

上田分科会長 関連ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかの質疑ござ

いましたら。 

米弥委員 それでは、予算書 187 ページ、説明資料 28 ページ、第 3 目「観光振興

費」、満足度の高い「ながと時間」創出事業についてお尋ねをいたします。アウトドアツ

ーリズムの拠点整備、工事監理業務、照明施設等設計業務について、照明施設と設

計業務の内容をお尋ねいたします。 

観光振興班長 照明施設等設計業務につきましては、拠点施設の駐車場にかかる街

灯の配置計画や照度、必要電力等の検討、設計、行うことになります。 

米弥委員 それでは、キャンプ場土木工事 1億 4,336万 7,000円の工事内容と入札

時期及び工期をお尋ねいたします。 

観光振興班長 キャンプ場エリアの造成等の土木工事、それから給排水設備工事、

電気設備工事、造園工事、舗装工事が内容になります。入札時期につきましては、ま

ず、造成工事を令和 7 年度 3 月に入札し、4 月早々に契約予定としておりまして、こ

ちら 12 月補正におきまして債務負担行為を設定しております。その後、順に各工事

の入札、着工というふうに移っていきます。工期につきましては、それぞれ 4 か月から

6か月というものを予定しておりまして、キャンプ場全体につきましては令和 8年度中

に完成する予定となっております。 

米弥委員 それでは、次は、キャンプ場建築工事 1 億 6,739 万 2,000 円の同じく工

事内容と入札時期及び工期をお願いいたします。 

観光振興班長 内容につきましては、まず、キャンプエリアの建物となるユニットサイト

にかかる建築工事、機械工事、電気工事になります。時期につきましては、4月以降に

おきまして入札を行いまして、着工は 7 月頃、工期は 7 か月程度を予定しておりまし

て、令和 8年度中に完成する予定としております。 
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米弥委員 続きまして、拠点施設土木工事 8,208 万 2,000 円の同じく工事内容と入

札時期及び工期をお尋ねいたします。 

観光振興班長 内容につきましては、拠点施設の造成、外構施設等の土木工事、給

排水設備工事、電気設備工事、造園工事になります。入札時期につきましては、第 2

四半期である 8 月から 9 月頃を予定しておりまして、それぞれ工期が 4 か月から 5

か月程度の予定になっております。なお、拠点施設の舗装工事につきましては、令和

9年度になる予定となっております。 

米弥委員 それでは最後に、拠点施設建築工事 3 億 7,436 万 6,000 円の工事内容

と入札時期及び工事をお尋ねいたします。 

観光振興班長 内容につきましては、拠点施設の建物にかかる建築工事、機械工事、

電気工事になります。時期につきましては、第 2四半期で 8月から 9月頃に入札、11

月頃に着工しまして、全体工期は 9か月程度と見込んでおりまして、全体の完成は令

和 9 年度になる予定になっております。令和 8 年度の内容につきましては、基礎工事

と躯体工事、屋根サッシ取り付け等を実施しまして、令和 9 年度には内外装、設備機

械等を実施し、全体で令和 9年夏から秋に完成する予定となっております。 

上田分科会長 関連ございますか（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかのご質疑。 

重廣副分科会長 拠点施設も商業施設の設計業務がなされると 1 番最初に言われ

ましたよね。それと同時に、拠点施設の土木工事が進んでるようにお見受けするんで

すが、電気施設もはっきりわからない状態で、土木工事って進められるもんですか。

それはちょっと不思議なんですけど、その順序があべこべではないかと勝手に思うの

あるんですよ。それともう 1 つ、拠点施設の中に、外部にトイレというものはございま

すか。それを伺えますか。 

観光振興班長 土木工事につきましては、まずキャンプ場のほうの土木工事から入っ

ておりまして、拠点施設のほうに関しては、土木工事は少し遅れて夏ぐらいから入る

予定にしております。それまでに、令和 8 年度に入りましたら、早々に電気設備の設

計のほうに入る予定というふうにしております。次に、トイレにつきましては、拠点施設

のほうに外から外部の方が利用できるトイレを今作る予定としております。 

重廣副分科会長 今のトイレの件なんですけど、その拠点施設の建物の中にあるトイ

レを、外から入って使う、それとも拠点施設の周りに新しくトイレを作るということです

か。まだ図面もはっきりわかりませんので、そのあたりはどうなってるか、ちょっと確認

したいと思います。 

観光振興班長 拠点施設のほうには、飲食店舗とアウトドアのショップがありまして、

その間のところにトイレを今整備するようになっておりまして、建物としては一体のよ

うな建物になっておりますけど、ショップとか飲食店の中に入らなければ使えないもの

ではなくて、もう外からでも立ち寄れるような、外から入口がついているトイレになり

ます。 
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重廣副分科会長 私はもう個人的にこれは西の道の駅みたいなイメージを持ってる

んですよね。道の駅っていう名前になれば、当然 24時間トイレは外から使わなければ

ならないと。今は、その施設が閉鎖されてる時でもトイレだけは自由に使えるというふ

うな認識でよろしいですか。それとも、店が閉まった時点でも鍵は閉まり、それは使え

ないと。どういう状況になるんですか。詳しいことが一切わかりません。よろしくお願

いします。 

観光政策課長 物理的には 24 時間トイレは開いている状態になります。ただ、今後、

その駐車場の照明であったりとか、最近は照明もタイマーで入り切りができますし、

今後進めていく中で、地元協議等々も踏まえて、昨今言われております観光地のオ

ーバーツーリズムであったり、行儀が悪い方とかもいらっしゃいますので、そういった

ところも含めて、いつからいつこう開けておくとかっていうところは、今後決めていき

たいと思っておりますが、現時点、物理的にはトイレはいつでも利用できる状態になっ

ております。 

重廣副分科会長 もう 1 点だけ。これはどっちのほうがいいのかな。今、西の玄関口

というイメージでこれを 2、3 年前から計画されてますよね。下関、九州方面からのお

客さん、元乃隅等を利用したお客様というふうに認識されておりますが、今は 191 号

線で西の玄関ありますけど、いずれ 10年後、山陰自動車道ができた時に西の玄関口

というイメージがなくなるんではないかと私は危惧しております。そのあたりの見解に

ついてどのようにお考えなのか、お伺いいたします。 

観光スポーツ文化部長 認識がどうかと言えば、やっぱり西からの玄関口、要は福岡、

下関方面からは、やっぱ 191 号線にあろうと。新たにそういう山陰道ができた場合に

は、やっぱり広島方面プラス九州からも来られますので、玄関口という言い方がどう

かっていうニュアンスはありますけども、いずれにしろ、そちらはそちらで人が、交流

人口が入りやすい状態になるということは事実でありましょうから、いずれにしても、

私どもは、もう一方でやっぱり結節点という言い方をしておりますけども、あそこを中

心としてやっぱり観光客を振り分けていく。山口県内のほうに、北西部を中心として

県内にどんどん観光客を入れて、長門のみならずいろんな場所に行ってもらうという

ような意味合いで捉えているところでございます。 

上田分科会長 関連ございますか。 

重村委員 それでは、多分この分科会も、ここがやっぱり乗り超えないといけないとこ

と思うんですけど、最終的にはこの令和 8年度の予算を承認することがもう最終的な

GO です。事業も令和 8 年度中にほぼ全てやってしまうという今予定で説明を聞い

てますけど。まず、歳入の国県支出金のところで 4 億 3,374 万 1,000 円ということで

市長の説明の中にもありました。これは地域未来交付金という交付名ですけど、この

交付金の状況っていうのは、当然内諾をいただいてるからこそもう予算書にも計上

がされてると思うんですけど、令和 8 年度事業に対する国の補助金です。どういう状
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況なのか、喋れる範囲の中で、どういう経緯を得てこういう予算書に計上ことが可能

な財源なんですというような説明をまずいただきたいというふうに思います。 

観光振興班長 まず、本事業につきましては、令和 7 年度には次世代として申請して

おりまして、今回のこの事業全体を含めて一応承認をいただいているところになって

おります。今現在、令和 8 年度、交付金につきましては、地域未来交付金ということで、

ちょっと名前は変わっておりますけど、今申請をしておりまして、そちらの交付決定を

待っているというところになっております。 

重村委員 はい、わかりました。この事業については、国のその補助金に関してはもう

問題はないという認識だと。それで、次は市債。これ過疎債になるんだろうと思うんで

すけど、3 億 9,000 万円余りの市債を発行するということで、これは過疎債という認

識で大丈夫ですか。 

観光振興班長 過疎対策事業債を予定しております。 

重村委員 この過疎債についても、これ県との折衝があると思うんですけど、大丈夫

だという認識、確約がある程度取れてるかというところを確認したいと思います。 

財政課長 年々、過疎債の需要は県内でも非常に伸びてきておりまして、当初の申請

においても 100 パーセント内示がいただけてるかと言われると、ちょっといただけてな

い状況にございます。しかしながら、それまでの入札減とか、県での不用額、そういっ

たものの再配分を受けまして、今年度もとりあえず、要望のどおりいただけている状

況にございます。国のほうも、地方債計画上、来年度は今年度に比べ 200 億円の過

疎債の増という予定となっておりますので、財政課といたしましても、しっかり過疎債

のほうは取りに行くという格好で臨んでいきたいと思っております。 

重村委員 はい、わかりました。財源的には、もちろん明記もされてますけど、なんと

か着実なところを踏んでここに計上してるということがわかりました。国の事業なんか、

補助金なんかっていうのは、繰り越しダメですよっていうこともあろうかと思うんです。 

今の計画っていうのは、令和 8年度中に全てをやり残して、舗装の部分だけを令和 9

年度に回るかもしれませんが、そこまでは大丈夫ですという説明ですけど、かなり大

きな事業の中で、いろんな条件というのもあるでしょうけど、この国の補助事業で繰

越は一切認められないという認識の中で財源確保されてるのかどうなのか、確認を

したいと思います。 

観光振興班長 国の交付金につきましては、繰り越しが難しい場合がございますので、

今回につきましても、令和 8 年度、9 年度で繰り越しがないようにということで、事業

費を分けて計上するようにしております。 

田村委員 それでは、計画ですとか設計ですとかっていうところも我々の方も賛成し

てとおしてきたところでございます。いよいよこれが建って、建設が始まって、これから

維持などに向けてこの予算、財源からどれだけ必要になるかということをここでちょっ

と決めてしまわないといけないというところで、改めて聞く部分もあるかもしれません
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けれども、まずは先日一般質問で尾﨑委員のお言葉の中にあったとんですけど、地

元から要望書が出てます。以前の委員会でも、地元からの要望書について触れられ

ました。そういったところで、私も施設の性質に合うもの、合わないものがそれぞれあ

るようですから、全部が全部というわけにもいかないと思うんですけれども、公共性

といった面で地元の住民の方との、希望の配分であったりとか地元の方の利用につ

いてどのような配慮されていかれますでしょうか。 

観光政策課長 伊上地区まちづくり協議会様から要望書を確かにいただいておりま

して、中には色々、独自なもの等々も要望の中に入っておりまして、やはり今回の事

業でできることとできないことを、今、それこそこの月曜日に住民説明会を行いました

けれども、これまでの住民説明会をとおして、お答えをしております。その中で、我々

としては、地元の方々にぜひ参画していただきたいというところについては、今回、拠

点整備でショップ等々を建築しますけれども、その外側にキッチンカーであったり、地

元の関係団体等々が、出店できるエリアも今作るように考えております。なので、今

回、これ伊上地区だけではなく長門市全体とおしてなんですけれども、とにかく地元

の方にこういう場ができて、賑わいの創出と、これを活用して、ここでいろんな参画し

ていただいて、物を売るにしてもいいですし、体験商品を販売するでもいいんですけ

れども、とにかく関わっていただいて、地元とウィンウィン、共存共栄になっていくよう

に、できることのできないことは区別しながらも、整えていきたいかなというふうに考

えております。 

田村委員 また近々、地元への説明会も開催されるということですが、これまでにど

のぐらいですかね、10 回ぐらいですかね、地元の説明会開催して来られました。その

具体的な回数でいいんですけど、なかなかこういった、アウトドア協定と言いますか、

こういった施設建てる時にこのぐらいするのかなって、その地元説明が必要なのかな

っていうふうに私は思うんですが、その中でも、その地元の中で情報の共有だったり

というのはなかなか難しいと思うんですが、そのあたり、周知の強化に向けて、何か

工夫っていうのは考えてらっしゃいますか。 

文化スポーツ部長 担当が答える前に、ちょっと全体的なところで、市長が 1回目、地

元に行った時に、やっぱりその事業内容の説明をしっかり地元にしてほしいというこ

とを承っております。そのあと、私どもとしては、とにかく地元にはしっかり入っていこ

うというスタンスで、この 2年にわたって地元には、回数は担当がわかってると思いま

すけども、平日の夜とか休日も含めてしっかり説明をすることと、あと一方で、しっか

り団体、事業者、ここにもしっかり説明を落として、納得をしていただいて、作ってほし

いと思ってもらうようにしての説明をしたところ、先ほど課長が申し上げましたが、協

議会のほうから要望書が出てきたというふうな流れになっております。市長から交流

人口はもちろん増えたほうがいいとは思うが、地元がやっぱり活用してもらえる施設

を作らんと意味がないということは私どもも承っておりますので、そこはしっかり、情
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報は、取り入れていきたいというふうには考えております。私のほうから以上です。 

観光政策課長 それでは、最初の質問の回答になるんですけれども、今部長が答弁

申し上げたとおり、この月曜日もたまたま地元のまちづくり協議会の役員の方様あて

に、ちょっと開催をしたところなんですけれども、これは当然、今回のこの予算審議で

内容がきちんと精査されて承認いただけると、年度が変わって 4 月、これは先ほども

ありましたけど、4月から入札に入っても工事が始まっていきますので、地元が結構ど

たばたし始めるので、その前にはきちんと地元の自治会、15 の班がありますけれども、

こういったところも含めて、それから関係団体も含めて改めて説明をさせていただき

たいというふうに現場でもお答えしましたし、やっていくつもりでございます。 

田村委員 はい、わかりました。公共性について、ほかにまた聞きたい方がいらっしゃ

いましたら後ほどお願いします。ちょっと私は、次に行きます。事前に基礎調査を共有

させていただいてるんですけれども、これを見ろということだったので、国が公開して

おります事業概要というのを見させていただいております。ちょっとここで公益性の話

についてお尋ねをしたいんですけれども、KPI に数字が設定をされてございます。ち

ょっとこれの見方が、プラスって書いてあるのが、これがその KPI の数なのか、何か

にその元の数字があってのプラスなのかというところなんですけれども、この KPI に

ついての説明をお願いします。 

観光振興班長 まず、今の計画のほうに書いてあるプラスにつきましては、KPI の増

加の数字を書いているものになります。このKPIにつきましては、令和 7年 3月策定

の第 3 期長門市まち・ひと・しごと創生総合戦略の KPI の設置目標を基に評価基準

としておりまして、それを基に作成しております。それぞれ、まち・ひと・しごと創生総合

戦略のほうでは、2029 年度の KPI というところが、それぞれ市内宿泊者数であった

り、市内観光客数であったりというところで設定しておりますので、それを基にそれぞ

れ KPIを設定しているところでございます。 

田村委員 ちょっと 1個、1個ご説明をいただきたかったんですが、5つのKPIがここ

では公開されておりますけど、5つで全部ですか。 

観光振興班長 1 つ、1つということでしたら、まず 5 つで全てになりまして、1 つ目が

市内の年間観光消費額というところで、これにつきましては本市を訪れる観光客の滞

在時間の延長、それから観光消費額を増加させるところが必須 KPIで一番目指すと

ころになるかなというところで、これが 1 番の KPI になっております。2 番目が、市内

宿泊施設の年間宿泊者数というところになっておりまして、宿泊者数につきましても

市内の消費額の向上、それから経済効果の貢献も高く、交流人口の増加というとこ

ろもありますので、こちらを関連したところということで KPI に設定しております。そ

れから、年間の観光客数というところにつきましても、観光客数の増加はやはり宿泊

の増加、それから市内の消費額の増加で経済効果にもつながるというところで、誘客

促進と交流人口の拡大というところで重要なものとして、成果指標として KPI として
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設定しております。次に、ユニットキャンプ場の利用者数というところになります。この

新たに拠点に整備するユニットキャンプ場の利用者数の増加というところもKPIに設

定しておりまして、こちらも新たな宿泊者数の獲得、それから滞在時間の増加という

ところになりますので、もうこれも関連するということで KPI に設定しております。最

後に、5 つ目のビジターセンターで提供する体験プログラムの年間参加者数というと

ころになっておりますけど、体験プログラムが増えまして、こちら体験者数が増えれば、

やはり滞在時間が延長して観光消費額の増加にもつながるというところで、こちらも

KPIの設定をしておりまして、全ての KPIがやっぱり観光消費額の増加というところ

の一番大事な必須 KPI つながるというところで、この 5 つを選定しているものになり

ます。 

田村委員 4 番のユニットキャンプ場年間利用者数 1,350 人プラス、これはなので、

今回整備するキャンプ場に泊まる、利用されるだろうという方の純粋な増加の数って

ことですよね。続きまして、ビジターセンターで提供する体験プログラム年間参加者数

っていうのが、拠点施設をこれから運営する中で、その運営をされる方が企画・運営

されるプログラムに参加をする「ながトリップ」みたいな感じと思ってよろしいですか。

それはどちらも料金が発生をするっていうことですよね。この料金というか、この利用

料については、施設の売り上げになる、収入になるということでよろしいですか。 

観光振興班長 今委員が言われたように、施設の収入になるというふうに考えており

ます。 

田村委員 公益性の質疑ですから、じゃあ 1 番、2 番、3 番のほうをお尋ねするんで

すけれども、この金額設定された根拠、年間観光消費額がプラス 205 億 1,400 万円

と、それから宿泊者数、年間の宿泊者数の増加が 11 万人、それから観光者数が 118

万 5,000人ですけど、それぞれの根拠がありましたらお願いします。 

観光振興班長 こちらの KPI の設定の根拠につきましては、先ほど言いましたように、

まち・ひと・しごと創生総合戦略のほうの KPI を基にしておりまして、そちらでまず年

間の宿泊者数につきましては 2029 年度に 50 万人という目標がございます。これを

基に設定をしております。次の年間観光客数につきましても同じように、2029 年度の

設定で 300 万人というところが目標にありますので、こちらを設定しておりまして、最

後、観光消費額につきましては、こちらも KPI の中にある市内旅行の消費額単価で

ある日帰り客 1万 4,933円、それから宿泊客については 4万 7,860円という単価を

掛けまして、これを基に年間の観光消費額を算出して KPI としておるところでござい

ます。 

田村委員 これは実態と比較をして、すごい数字だなと、こうちょっと思うんですが、

事業計画期間が令和 7年から令和 8年度――これはもうあれが違うんですかね、申

請した補助金が違うんですかね。令和 9年度と先ほど言われましたもんね――まあま

あ、その事業計画期間はいいんですけど、この KPIの達成年度が何年度を予定され
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ていますか。 

観光振興班長 KPI につきましては、事業の建物ができてから 5 年間というところを

つくるようにというふうになっておりますので、2031年、令和13年というところがKPI

の最終年度になっております。 

田村委員 2031 年に長門市の観光消費額が今現在 390 億円ぐらいっていうふうに

先日――先ほどお答えがあったのかもしれない。先日ちょっと、私もどこかで聞いた

んですけれども、プラス 205 億円ということですから、500 億円を超える 600 億円に

近い観光消費額がこの長門市に生まれると。宿泊者数ですけど 50 万人を目指して

いると。宿泊施設の数と、これは多分すり合わせをされてるんでしょうね。観光客数、

現在が何人か知りませんけど、今度第 4 次観光基本計画をつくられてますから、これ

にまた以前のように 300 万人というふうに書かれるんだとすると、それを超えて現在

が 200 億円ちょいだったと記憶しておりますので、350 億円に近いぐらいのあれです

かね、観光者数、見込み客数が 2031 年に――この施設単体でそれを達成するって

わけじゃないですよね。 

観光振興班長 この施設単体で達成するというわけではなく、この施設自体が周遊

促進で長門市全体に誘客して、市内全体で、山口県北西部というところで周遊を促

すという目的を持っておりますので、この単体ではなくて長門市全体で達成していく

という目標になっております。 

田村委員 はい、わかりました。そのための山口県北西部の拠点施設というところで

しっかり取り組んでいただきたいと思います。ただちょっと心配なのが、今度、採算性

のほうの話になるんですけれども、この施設単体で、以前の 6 月の補正予算の審査

の際には、指定管理料ゼロを目指すんだというふうにご答弁もありましたけれども、

先ほどの 1,350 人がユニットキャンプ場の利用者数で、ビジターセンターの体験プロ

グラムの参加者数が 810 人ということですが、この両方の利用料だけでは到底届か

ないと思いますけれど――ああそうか、その前に年間のランニングコストはいくらで

試算をされていらっしゃいますか。 

観光振興班長 年間のランニングコストにつきましては、まだ運営形態等が固まって

おりませんので未確定な部分もありまして、交付金申請時に想定したものということ

になるんですけれども、人件費や施設全体の運営にかかる固定経費が約 2,600万円、

それからキャンプ場の光熱水費、浄化槽維持管理費といったところで約 600万円、拠

点エリアが同様に光熱費や浄化槽維持管理費等がかりますので、こちらが 400 万円

で約 3,600万円というところを想定しております。 

田村委員 拠点施設の維持管理が 400 万円の想定で、600 万円っていうのは、それ

以外のキャンプ場のほうで、サイトのほうの管理ということですね。人件費 2,600万円

っていうのは、これは最初の内訳、伺っていいですか。 

観光振興班長 人件費につきましては、ちょっとまだ運営形態、どのぐらい人がいるか
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というところもちょっと確定はしておらないんですけれども、今の観光コンベンション

協会と、ちょっと参考にして設定しております。正職員として 2 名程度、それからパー

ト等も必要ですので、そちらが 5 名程度で運営していくというような形で今算出をし

ておるところでございます。 

田村委員 ごめんなさい、聞き方悪かった。この 2,600 万円っていうのは、拠点施設

を運営するための人件費がこれだけかかりますよというふうに見込んでますよという

ことですかね。 

観光振興班長 拠点施設の運営もですけれども、キャンプ場のほうの例えばその予

約だとか、管理といったところももう拠点施設で一元化するような予定としております。 

両方共通経費と申しましたように、合わせて人事費はここだけで計上しているような

形になります。 

田村委員 全体でということです。現在、海浜公園オートキャンプ場の運営委託料と

いうか指定管理料ですけど、これが事前に伺ったところによりますと 170 万円という

ところですけれども、もし拠点施設がなければ、拠点施設がなければ、そもそも施設

としての魅力があるのかどうなのかっていうところにもなるのかもしれないですけど、

でも、なんかそこ、別に考えた時に試算されてらっしゃいますかね。拠点施設なしの管

理料は。 

観光振興班長 今、既存のキャンプ場のほうも新しくできましたらこちらの拠点施設

のほうで一体的に管理するような形にしておりまして、個別にはしていないんですけ

ど、今言いましたとおり、3,600万円というところが大体経費になっておりますので、そ

ちらから今のキャンプ場にかかる経費、指定管理料を引いたところが今回新たに発生

する経費になるかなというふうに考えております。 

田村委員 では、この施設の採算性の話に戻るんですけれども、やっぱりその拠点施

設がその魅力があって、集客があって、物販なりその飲食なりっていうところで売上

が上がるというところが大切なポイントになってくるかと思うんですけれども、このあ

たり、その拠点施設の運営の物販であったり、その運営費を稼ぐための手段、どのよ

うなものをお考えですか。 

観光振興班長 収入面につきましては、まずキャンプサイトの利用料に、新しくできる

ユニットサイトを含めましたキャンプサイトの利用料は 1,300万円程度を想定しており

ます。それから、拠点施設の飲食店についてはテナントというような形を考えておりま

して、そのテナント料や物品、アウトドア物品の売り上げというところが約 1,900万円、

それから体験プログラムが既存のものが新たに増えますし、これが 300 万円。それか

らレンタルサイクルなど、そういったような収入も考えておりまして、こういったものが

100 万円程度で約 3,600 万円というところを見込んでおりまして、将来的にはという

ところになりますけど、ランニングコストについては運営収入で賄えるようにというふ

うに自立をこちらとしても促していくというふうに考えております。 
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田村委員 せっかく自立を促すっていう、自立していただくに越したことはないんです

けど。これ、例えばその計算が外れたというか、あてが外れて、今キャンプブームも落

ち着いておりますし、先ほど、それこそ将来的なところでいくと、ちょっと将来的な話も

いいかです、思ったほどその利用がなかった場合に、例えばその施設単体としたら赤

字が出るわけですけれども、その赤字の補填については市の財政のほうから補填を

しないとしょうがないことになりますかね。 

観光政策課長 担当が申し上げましたとおり、限りなくゼロを目指して、指定管理ゼ

ロを目指して頑張ってはいきますけれども、当然赤字になることはあるかもしれませ

ん。その際は、一般財源を導入して、指定管理料という形で導入することを検討しま

す。 

田村委員 ちょっと拠点施設のことなので続けていきます。審査の際には具体的な言

及はおそらくなかったんですが、今モンベルと包括連携協定を結んでおられます。こ

の拠点施設についてのモンベルの関わりについてご説明をお願いします。 

観光政策課長 モンベルというか、全体的なこのデザイン性であったり方向性ってい

うものが、これ長門市アウトドアツーリズム基本構想に基づいて行っておりまして、そ

の基本構想を作るときに依頼、業務委託したのがネイチャーエンタープライズというモ

ンベルさんの系列の会社でございますので、関わりという面というか、デザイン性で

あったり方向性といったところでは、この包括連携協定を含むモンベルさんとの関わ

りは大きいと思っております。 

田村委員 これは我々の誤解だったのかもわからないですが、テナントにモンベルさ

んが入られるっていうふうに認識をしていた者もおるんですね。そういう誤解が生じ

かねないような話だったのか、そもそもそういう話はなかったけれども、単純な勘違

いなのかっていうところは特にこだわるものでもないんですけれども。モンベルさんっ

て出店はされないんですか。 

観光政策課長 答え方が合ってるかわかんないんですけど、モンベル直営店っていっ

た形ではおそらく出店はされません。全国的にモンベルストアとか、お店が多々ありま

すけれども、いろんな形態がございまして、今回我々が想定しているのは、モンベルさ

んからの委託販売を指定管理者が行うと。見た目はモンベルショップみたいな感じに

なるかもしれませんけれども、主体はあくまでも指定管理者が行う委託販売の形態

を取るというふうに考えてます。 

田村委員 わかりました。では、山口北西部のアウトドア拠点になるこの施設で、モン

ベルさんであるとか、ちょっとほかの会社名を出すこと多分適切でないので、出しませ

んけど、そういったアウトドアの有名ブランドがコラボしてる、ウィズモンベルみたいな。

なんかそういった打ち出し方ができることが拠点としての集客に繋がるんじゃないか

と思いますが、そういった打ち出し方っていうのは可能なんですかね。 

観光政策課長 そのブランディングという面からしても、我々がそのモンベルさんに期
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待しておるところではございますし、ただ、これは相手方もありますので、今どういう

打ち出し方、どういうネーミングをするっていうのはちょっと現時点でのお答えできま

せんけれども、そこ最大限活用して、今後そのようにしていきたいというふうに考えて

います。 

田村委員 そこはちょっと重々お願いをしておきたいところなんですが。それはもう先

方のご都合もありましょうから、ここで確約をいただかなきゃ困るっていうわけではあ

りませんけれども、やっぱり長門市がアウトドアでこれからその地域資源を活用して

観光、集客を、誘客を目指していこうっていうんであれば、そういったところにもしっ

かり乗っかっていただきたい。ダブルマラソンの話、さっきありましたけど、JALさんの

顔がついてるっていうような、なんかそういったものに期待をしたいと思います。ちょ

っと私、一旦これで終わります。 

上田分科会長 関連ございますか。 

重村委員 田村委員の質疑でなかなか明言は避けられ、可能性としてご回答を求め

たいと思います。ですから、飲食のテナントなんかっていうのは、地元の業者かもしれ

ないし、代替かもしれないし、長門を代表する飲食店かもしれないし。だけど、そこの

一連の、アウトドアの一連の施設、それから管理運営、ここっていうのが、私は結局こ

この拠点を 10 億円以上かけて整備して、指定管理料がゼロに近づける運営を目指

すんだとなれば、そのモンベルさんの力を借りるっていう選択肢っていうのは、私は

限りなく、執行部は考えても全然おかしくないと思うんです。だから、そこのアウトドア

の関係する指定管理っていうのは、そこの拠点の全体の施設の管理運営っていうの

は、モンベルもありうるということは、想像されて全然おかしくないと思います。それは

相手方もある話だから簡単には言えないかもしれない、その可能性はあるという認

識を議会は、議員は持っていいですか。 

観光スポーツ文化部長 担当部としてはもちろんモンベル会員100万人いらっしゃい

ます。ここに情報発信と、あとは現状の施設の PR で来ていただけることは、これは期

待をしているところですけど、先ほど申し上げたとおり、これは相手があることですか

ら、ここでできますとは言いませんけど、それは重々可能性があると思って事業を進

めてるのは確かでございます。 

重村委員 実はこの質問っていうのは、僕は今一度でちょっと確認したいって思って

たんですけど、当然、執行部の令和 8 年度の提出するその予算っていうのは、令和 8

年度は建設事業ですよ。あそこの拠点を完成させるっていうことの提出ではあります

けど、執行部っていうのは当然、いや、それは建ててる間に考えますじゃあ困る。だか

ら、議会がやはりこれを、議決して承認するっていう裏には、その先がちゃんと執行部

として描けてるかどうか。それで、執行部のほうから提出いただいたその資料であっ

たりとか、ランニングコスト的なことが、確かに可能だな、これは夢がきちんと叶うなと

いうものが見えてこないのに、ここの議決っていうのは、私は至らないだろうなって実
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は思ってるんです。だから、今、田村委員が聞かれたことっていうのは、非常に議会、

委員会側としたら重要な、ある意味では採決に関わる部分ですよ。ですから、今の時

点では、はっきり言われないかもしれないけれども、私は是非そこを模索していただ

きたいと思うし、それ以外っていうのはなかなか、ちょっと成功する中でそこが外れて

くるとどうなのかな、私は非常に不安を考えてるということだけはお伝えしておきます

けど、何かありましたら、部長に答弁いただいて。 

観光スポーツ文化部長 あと 1 点は、やっぱり平成 29 年度に、株式会社モンベルさ

んとは、包括連携協定を結んで、アウトドアを中心としたアウトドアの推進も含め、青

少年教育であるとか環境に配慮したアウトドアとか、そういう全体的なアウトドア推進

を共にやっていきましょうというような協定を結んでますから、ここは実績としてはも

うだいぶ長いことやってますんで、ここはしっかりと協力してできるという確信は、部

長としては思っています。 

上田分科会長 ほかに質疑まだあるかと思いますが、ちょっと時間の都合がございま

すので、ここで午前の部分、区切りたいと思います。再開を 13時 10分、午後 1時 10

分からスタートいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

― 休憩 12：05 — 

― 再開 13：06 ― 

 

上田分科会長 休憩前に引き続き、会議を始めます。観光政策課、質疑ございました

らよろしくお願いいたします。 

田村委員 それでは、先ほど採算性のところで伺いましたが、長門市の自然が持つア

ウトドアの可能性について、ざっとと言いますか、客観的な視点も含めて、どういうふ

うな期待をされていらっしゃるのか、見解をお願いします。 

観光スポーツ文化部長 まず、この事業の場所というのが北長門海岸国定公園内に

あるということは、1つのポイントであろうかということがあります。それから、従前より

ここにはアウトドアの 1 つのツールとしてシーカヤックがずっと根付いていると、30 年

以上根付いているということは、ここにそういう魅力がある──そういうっていうのが、

シーカヤックで体験等ができるということがあることで、それから、今 1 つのツールと

して、下関、美祢、長門でジャパンエコトラックのルートができたということは、ツーリン

グの 1 つのツールが出来上がっているということでございます。それと、すいません、

午前中からモンベルさんの話が出ておりますので、現地に私もいたんですが、モンベ

ルの会長さんがいらっしゃった時に、ここ油谷湾のポテンシャルはアウトドアとして高

いぞということはおっしゃってる。そういうことから、ここはそういうアウトドアの拠点と

して良い候補ではないかというふうに担当部としては思ってるとこです。 

田村委員 わかりました。一方で、施設の維持管理についてなんですが、現在、公共
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施設等総合管理計画第 3 次アクションプランが策定中でして、まだできてなかったで

すし、伊上はまだできてませんからそこに入ってないんですけど、公共施設の運営に

かかる費用を減らそうというようなことを市がしている中で、市の持ち出しを増やすよ

うな施設をあえて造ろうとは思ってらっしゃらないと思うんですよね。であれば、午前

中にちょっと話を出させていただいたモンベルさんであるとか、包括連携協定結んで

いるので、使えるものはなんでも使ってブランド価値を上げていくということをしなき

ゃいけないというふうに思ってます。ここに、午前中にまち・ひと・しごと創生総合戦略

の話も出ましたけれども、令和 8年 1月にまち・ひと・しごと創生総合戦略の効果検証

という書類が作られております。これでいきますと、施策 3 ファン獲得による関係人口

の創出、アウトドアアクティビティ体験者数が、KPI の評価が D。A、B、C、D、と D ラ

ンクでした。この段階で見るとアウトドアに、長門市が将来性のありそうには見えない

んですけれども、ただ、この注釈のところを見ますと、「今後はアウトドアツーリズム拠

点の整備を進めるとともに、アウトドアコンテンツの造成や、既存のコンテンツの更な

るブラッシュアップ、PR を図る」と書いてあります。今回のこの拠点施設を作ることで、

これまで未開発だった自然景観のポテンシャルを発揮していこうというお考えでよろ

しいのかどうか、確認させてください。 

観光政策課長 本市の持つ、里山であったり北長門海岸国定公園といった自然景観

といったものは、やはり、これまで旅行というと、とかく温泉に行って、美味しいご飯を

食べて、景勝地に行って帰る、団体の旅行が多かったんですけれども、やはり今、時

代が変わって、そういった、個人旅行にも変化しておりますし、また、アウトドア志向と

言いますか、なんとかこう滞在時間であったり宿泊の日数を延長するところに、そう

いった我々の、長門市の持つ自然景観といった資産というものは 1 番マッチするんじ

ゃないかなというふうに考えておるのは間違いございません。またそれを今後、今一

度ブラッシュアップをしていって、この拠点施設を中心に、情報発信をしっかりと、タ

ーゲットを定めてやっていくことによって、利用客、観光客、関係人口を増やす。そし

てそこで、消費の単価、こういったものを上げていくように努力する 1番のツールにな

るんじゃないかなというふうに担当者としても考えております。 

上田分科会長 関連ございますか。 

中平委員 まず、キャンプ場土木工事、キャンプ場建築工事、拠点施設土木工事、拠

点施設建築工事、これ合わせて 7 億 6,720 万 7,000 円ということになっております。

この工事っていうのは、今、長門市内の施工業者でみんな完遂できるという考え方で

よろしいでしょうか。 

観光政策課長 当然これは入札になってくると思うんで、内部で、指名審査会等で業

者とかを決定して、その金額であったり内容によって市内、県内、それから…っていう

ふうに決めて入札を行っていくものと思うので、現在、そこがはっきりと、完全に全部

が市内ですとはちょっと言い切れませんけれども、ルールに則って、適切に入札を行
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って発注していく形になろうと思います。 

中平委員 特殊な工事、基礎をガンガン打ってくとか、そういう工事はないと思われ

ますので、認識としたら、市内工事施工業者で対応し得るという認識でもよろしいで

すか。 

観光スポーツ文化部長 工種としては特殊なものがないので、多分土木工事等はも

う一般の土木でできると思うんですよ。ただ建築で、気になってるのは、モンベルさん

仕様の建築にはなるので、そこが特殊なのかなと。ただ、それも、すいません、私専門

じゃないんであれですけど、多分大丈夫だとは思っております。 

上田分科会長 関連ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）ほかに質疑がございました

ら。（「なし」と呼ぶ者あり）では、今一度、観光政策課所管、全般にわたりご質疑はご

ざいませんか。 

田村委員 それでは、副市長にお尋ねをするんですが、まず、この施設です。ランニン

グコストを運営で賄うというところの見込みと言いますか、できましたら確約と言いま

すか、こちらの見解をお尋ねします。 

副市長 確か昨年の 6 月議会だったと思いますが、そのようなご質問をいただいて、

私のほうで、もうとにかく収支ゼロ、西側の道の駅にふさわしい企業形態という形で

運営していくというような話をさせていただいたと思います。その考えに今も全く変わ

りはございません。先ほど部長も申し上げましたように、午前中の質疑で出てきた

SEA TO SUMMIT、ここに辰野会長夫妻来られまして、シーカヤックも楽しまれま

した。私はその開会式に市長代理として出席しておりました。そして、その会長から、

なんと綺麗な海だった、素晴らしい。SEA TO SUMMIT の出発点にふさわしい伊

上海浜公園だ、というお言葉をいただいたのは、今も鮮明に覚えております。そうした

中で、可能性として、モンベル本体が運営をしてくれるということについては大変低う

ございます。他市の先行例を見ても、やはり後背地人口の多いところに直営店を設け

ておりますので、ちょっと私どものような過疎団体では難しいかもしれません。ただ、

私がこちらに参りましたのが平成 30 年でございますけれども、その前年に、先ほど来

出ておりますモンベルとの間で包括連携協定を結んで、以来、私は、執行役員の方々

がこちらにお越しになりました際はお会いして、そのご講演を聞いたりしてまいりまし

た。そういった意味からも、アウトツーリズム基本構想は、モンベルの指示・指導のも

とにできたわけでございます。それはまさしくコロナ禍前だったわけです。その時にモ

ンベルが、ここ長門のポテンシャルに非常に感銘を受けて、ご指導をこれまでいただ

いてきた。そういったことはもう事実としてございます。したがって、この運営にあたり

ましては、モンベルが、全面的とは申しませんが、運営主体にはならない、なれないか

もしれませんけれども、バックアップをいただけるというふうに私は信じておりますし、

収支についても、先ほど担当が申し上げましたように、このモンベルショップと言いま

すか、モンベルの冠をつけた商品が販売されるかもしれません。そういった中で十分
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な収益を上げられるというふうに感じておりますので、昨年申し上げた点については、

今は確信に近いものがあるということは申し上げておきたいと思います。決して赤字

補填というようなことにならないように努力を続けてまいる、そういう覚悟でございま

す。 

田村委員 じゃあ、2 つ目にお伺いすることも今ほとんどおっしゃったような感じもす

るんですけど、赤字施設が単体で赤字になるということを防ぐためには、もう長門の

資源については、先日、企画政策課の時にも、企業誘致だったり、その移住・定住だ

ったりとかの人が求めるその長門の魅力なんだって、確認をした時に、もう海と食べ

物と人だっていうふうに答えられ、もう多分皆さんそう思ってると思います。私もそう

思ってますんで、その海にまつわるそのアウトドア拠点を作るっていうのは、すごくい

いことだと思うんですけど、でも、できること全部しなきゃいけないと思うんですよ。こ

れから 1 年、完成までに時間がありますから、その間に今言われたようなそのモンベ

ルさんとの協力関係っていうのを作っていっていただきたい。ちょっとそのあたりにつ

いてもう一度お願いします。 

副市長 これについては、先ほど部長も、担当課長も申し上げましたけれども、まず建

築にあたっては、当然、市内業者でやってもらえるぐらいの規模の拠点施設だと思っ

ています。そういった中であっても、モンベルの監修を受けながら、そして中のテナン

ト、それからショップ、そういったソフト面についても、モンベルのご指導、ご助言をい

ただきながら、当然進めているつもりでおりますし、それがないと、このアウトドア拠点、

打って出れないというふうに考えておりますので、来年 4 月か 5 月ぐらいに予定され

る完成に向けて、この点については日々努力をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

上田分科会長 ほかに今一度でご質疑があれば。 

重村委員 若干重複するかもしれませんけど、大切なことですから。部長、課長から

も丁寧なご回答いただきましたけど、改めて副市長のほうにご発言をいただきたいと

思います。この事業を議会が承認すれば、予算がとおれば、1 年をかけて拠点が整備

されて、令和 9 年度からいよいよ事業開始ということになります。議会側がやはり 1

番問題視してるのは、ここにこれだけの投資をして、本当にそこに来客数、長門市へ

の入込み客数、それがどういう経済波及効果を生んでいくかというところを懸念して

るわけです。これはなかなか予測しづらいし、私の頭の中では、拠点が整備されて、

人の交流人口が増えてって、なかなか描きにくい部分があるのははっきり言います。

ですけど、私は、過去の事例の中で、道の駅センザキッチンを議会が可決して、いまだ

に西日本ナンバーワンと言われる、道の駅になったことを考えれば、私は、可能性はな

くはないというふうな認識で今おります。発言を求めたいのは、先ほどからこれは一

貫して、建設とか指定管理者、どなたか市の職員が言ってやるわけに、直営っていう

わけにいきませんから、どなたか指定管理者を置いてそこに管理運営をしていただこ
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うという、そこはできるだけ指定管理料がゼロ、費用をかけない状態で管理者を置い

て運営してもらうんだという方針だということを言われてました。この1年、ぜひ市長、

副市長を中心にやっぱり考えていただきたいのは、私、指定管理料が 1,000 万円か

かっても、そこに予想以上の客が来て、極端に言ったら経済波及効果も思った以上に

あると、西日本一のアウトドアツーリズムの拠点として、長門市のここはすごいぞとい

うような、運営をしていただけると私は長門市民が納得すると思うんですよ。だから、

指定管理料を、特に令和 9年度っていうのは、これでゼロから本当に出発ができるか

っていうと、令和 9 年度の予算も、最初の走りがけの予算っていうのはどうしても絶

対必要になるはずです。だから私は、ゼロベース云々っていうところも、それは約束も

されてますから、大切には考えてほしいけど、どこに指定管理者でお任せしたら描い

てることが実現できるかっていうところを、この特に前半の 1 半年ぐらいで、やっぱり

そこは模索していただきたいと思うし、モンベルさんっていうのがそこまで関わってる

んであれば、長門市のほんとにツーリズム日本一にしたいからっていうような、やっぱ

り私は、交渉術もやっぱり挑戦してみていただきたいというふうに思いますよ。だから、

指定管理料ゼロ、それが目標かもしれませんけど、ほんとに成功するために毎年 500

万円かかるんであれば、私はやぶさかじゃないっていうふうに思います。だから、指

定管理者を安易に、地域の団体にお願いすればうまいこといくとかいうところを外し

て、大きく選定をゼロベースで考えてアタックしていただきたいというふうにも思いま

すし、ちょっと持論の展開したところもありますけど、指定管理者の選定について、や

っぱり覚悟を聞かせていただきたいというふうに思います。 

副市長 まずもって、今委員のほうからご案内がありましたように、センザキッチンの

番付、昨年全国 3 位と、そして西日本 2 位だったんですけれども、最新版では、全国

6 位、そして西日本 1 位という大変な名誉を獲得させていただいております。そして、

当然、道の駅センザキッチンについては、指定管理料はゼロで、設立当初以来進んで

るんですけども、これが西の道の駅という今度のアウトドア拠点ということで、モンベ

ルさんのご指導のもと立ち上げ、いざ着工という運びになったわけでございます。こ

の点については、指定管理者制度を取るか取らないかという、まだ明示したわけでは

ございませんけれども、指定管理者を選定することが可能性として高いと思います。

ついては、当然、私がこれまでご説明してまいりましたように、指定管理料ゼロで、セ

ンザキッチン並みでいきたいという強い思いを持ってはおりますけれども、おっしゃる

とおり駆け出しが、どのような形で進むかわからないところがございます。モンベルさ

んがもちろん直営に入られれば、それに越したことはないんですけれども、その可能

性はなかなか高うはございませんので、そうなれば、安易にゼロベースという、委員

おっしゃるようにゼロだけを狙って走るんではなくて、この中で売られるもの、例えば

商品力を高めるとか、ここでしか買えないものはどうなのかとか、そしてモンベルさん

のグッズはどういうものを揃えていくか、そういったところは、当然この 1 年かけてじ
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っくり判断していかなければいけませんし、そしてそれを任せられる指定管理者、こう

いうものを、安易に地元ということではなくて、幅広な形式を持って、選択していかな

いといけない。そして、その他のところにあたっては、モンベルさんから、例えばこうい

う方はどうだろうかとか、そういうご提案もあるかもしれません。そういったところなど

情報交換を密にして指定管理者の選定にあたってまいりたい。それはご指摘のとおり

でございますので、その覚悟を持って進めてまいりたいというふうに考えております。 

上田分科会長 今一度で、ほかにご質疑はございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）は

い。それでは、ご質疑もないので、質疑を終わります。以上で観光政策課所管の審査

を終了します。ここで説明員入れ替えのため暫時休憩します。委員の皆さんは自席で

待機してください。 

 

― 休憩 13：26 — 

― 再開 13：27 — 

 

上田分科会長 休憩前に引き続き会議を始めます。次に、農業委員会事務局所管に

ついて審査を行います。執行部の補足説明がありましたらお願いいたします。 

農業委員会事務局長 農業委員会につきましては、特に補足説明はございません。 

上田分科会長 申し遅れました。午前中引っ張りまして大変申し訳ございませんでし

た。補足説明ないようですので、これより質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

重村委員 農業委員会のほうに確認をいたします。農地の集積っていうのも農業委

員会っていうのは関与されていくだろうというふうに思います。農地集積からなんら

かで見たんですけど、10 年経って、更新時期も、農地の賃貸借で借地とあれとの。こ

の協定が切れるところも出てくるということで、農業委員会の役割として、そういう切

り替わりの時期を迎えて、令和 8 年度の事業の中で農業委員会としてはどういう観

点を持って、事業を進めていくのか、見解をお尋ねしておきたいというふうに思いま

す。 

農業委員会事務局長補佐 議員ご指摘のとおり、本年度から、農地集積農地中間管

理事業が始まりまして、約 10 年を経過して、今年度、来年度と大幅な利用権設定の

方針の時期に入っております。今年度もそうでございますが、より一層、農地が、担い

手に集約される、集積されるような形で取り組んでまいりたいと思っております。具体

的には、農地台帳で管理しております農地の賃貸借、こちらの情報を、農林水産課と

共有しまして、より効果的な農地の集約に向けて共に取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。 

上田分科会長 関連はございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）ほかにご質疑はござ

いませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）ほかにご質疑もないので、質疑を終わります。以

上で農業委員会事務局所管の審査を終了します。次に、農林水産課所管について審
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査を行います。執行部の補足説明がありましたらお願いします。 

経済産業部長 それでは、農林水産課が所管する事業につきまして、補足説明を申

し上げます。先ず、予算書 160ページから 169ページまでの第 6款「農林水産業費」

第 1項「農業費」についてでありますが、歳出総額が 9億 3,098万円で、前年度に比

べ、3億 8,426万 9,000円の減額となっております。減額の主な要因としまして、予算

書 166ページから 167ページ、第 5目「畜産業費」の事業コード 070「畜産団地整備

事業」において、事業用地造成に要する事業費の減が主な要因となります。次に、予

算書 168ページから 173ページまでの「同款」、第 2項「林業費」では、歳出総額が 3

億 4,769万 7,000円で、前年度に比べ、3,025万 6,000円の減額となっております。

減額の主な要因としましては、予算書 171 ページ、第 2 目「林業振興費」の事業コー

ド 085「林業成長産業化推進事業 」において、素材生産拡大業務等の業務等委託料

の減が主な要因となります。最後に、予算書 172 ページから 177 ページまでの「同

款」、第 3項「水産業費」では、歳出総額が 3億 2,931万 9,000円で、前年度に比べ、

1 億 9,036 万 2,000 円の増額となっております。増額の主な要因としましては、予算

書 174 ページから 177 ページ、第 4 目「漁港建設費」、事業コード 020「県営事業負

担金」が 4,310 万円の増、また、事業コード 050「海岸保全施設整備事業」が 3,895

万 5,000円の増、また、事業コード 055「漁港施設整備事業」が 1億 243万 4千円の

増 と、漁港施設における整備事業費の増が主な要因となります。なお、その他の主

な事業の詳細につきましては、予算説明資料 17 ページから 22 ページまでに記載の

とおりであります。 

上田分科会長 以上で補足説明は終わりましたので、これより質疑を行います。ご質

疑ございませんか。 

首藤委員 それでは、説明書 19 ページ、予算書が 165 ページ、第 4 目「農業振興

費」、事業コードが 245「グリーンな栽培体加速化事業」について、新規就農の促進及

び販売拡大に向けた取り組みとありますが、これ、それぞれ、新規就農の促進と販売

拡大について、それぞれ具体的にどんなことをするご予定か、お聞かせください。 

農業振興班長 有機農業の関係につきましては、令和 7 年度から令和 8 年度にかけ

まして、国のグリーンな栽培体系加速化事業いう事業を活用しまして、令和 7 年 3 月

発足の長門有機農業生産部会、通称ＮＯＡという名称が決まりましたけれども、そち

らのほうと連携をしながら、上マルチ田植え機を活用した雑草防除技術等の実証、検

討、それから生態系調和型農業理論、ブロフ理論というふうな言い方もしてますけれ

ども、そうした有機農業の先進技術を用いた、土づくり非バイ管理技術の実証と実装

を行うこととしております。こうした取組の中で、有機稲作のマニュアル作りと合わせ

まして成功事例を作って仲間を増やす取組、そして学校給食での普及啓発、さらには

ＪＡ等と連携したゆうきまる長門米、これ昨年初めてできたお米になるんですけれども、

そうしたものの販売促進イベントあるいは販路拡大などを通じて、さらなる普及推進、
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拡大を図っていきたいというふうに考えております。 

首藤委員 仲間作りをすることでその新規就農の方が増えるということですか。それ

とも、元々観光栽培される方が転換して有機をしてくれればいいという考え方でしょ

うか。 

農業振興班長 既存の観光農家の方が一部転向されるというケースもあるでしょうし、

また市内から、新しい農業従事者の方とも一緒に、取り込んでいくいうことで、そのた

めにＪＡの有機農業生産部会がせっかくできましたので、そうした農業者の皆様とも

一緒に、そしてまた企画政策課のほうで進めておられる移住政策、そうしたものも一

緒にタイアップしてやっていきたいというふうに思っています。 

首藤委員 それで、販売のほうについてなんですけれども、地元でＪＡゆうきまる長門

米を販売していくっていうような感じに見受けられるんですけども、そのＪＡ等がどっ

かその都市圏のオーガニックのものを販売する展示会などに出て出口を探すという

ようなことは考えてらっしゃいませんか。 

農業振興班長 令和 7 年度で、初めて部会で取り組んでできたゆうきまる長門米と

いう、栽培期間中、無農薬でできたお米がありますけれども、こちらの販路について、

先日、2 月 8 日の日でしたが、センザキッチンのほうで PR イベントということで、おに

ぎりを作ろうというイベントと引っ掛けて、センザキッチンの各テナントで提供しながら、

かつ、おにぎりも購入、そのお米で作って購入をしていただいてというような PRを今

しておるような段階です。具体的な販売については、JA さんのほうと協議しながら、

今からどうしていくのか、量的な問題もあるようでございますので、そこはＪＡと一緒

に詰めていきたいなというふうに思ってます。 

首藤委員 昨日だったか一昨日だったかのニュースになるんですけれども、この上マ

ルチ、この上マルチ田植機についてなんですが、三菱マヒンドラ農機が農業部門から

撤退ということになりまして、この辺ちょっと注意が必要になってくるのじゃないかなと

いうふうに思いますので、何かまた具体策等があれば、今教えてもらうわけにはいか

んと思いますので、またなんか順次報告いただければと思います。 

農林水産課長 そうですね、首藤委員が今言われた情報につきましては、私も昨日

YouTube で知ったというところがございます。そういった状況もございますので、そ

ういった状況が与える今後影響、それについては、市役所としても、電波を張ってき

ちんとキャッチしながら、対応していきたいというふうに思っております。 

上田分科会長 関連ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければほかに質疑があ

りましたら。 

中平委員 予算書は 162、163 ページ、第 3 目「農業施設費」、事業コードは 740 で

す。「油谷地区ダム維持管理費」について、これ昨年度当初予算に比べて 532 万

4,000 円の増額になっております。理由は主に施設管理委託料の増額と思われます

が、その同額の詳細をお伺いいたします。 
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農業振興班長 油谷地区のダムにつきましては、阿惣ダムそれから有宗ダムというふ

ぃうに農業用ダムが 2か所あるわけでございます。このうち、阿惣ダムにつきましては、

令和 6 年度に設備更新というものをこれ県営事業で行っております。その関係で、令

和 7 年度は、点検の必要がなかったということで点検費を計上しておりませんでした

けれども、今年度は有宗ダムそれから阿惣ダムの両方の点検ということで、すいませ

ん、有宗ダムについて 106 万 5,000 円の昨年は計上だけだったんですけれども、令

和 8 年度は阿惣ダムも計上しまして、389 万 9,000 円が増というふうになっておりま

す。それと、各年で行っております機器設備点検というまた別の点検があるんですけ

れども、そちらのほうが 190 万 8,000 円ということで、そうした主な理由で 532 万

4,000円の増となっております。 

上田分科会長 関連がございましたら。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかに質疑

はございませんか。 

首藤委員 予算書 167 ページ、第 5 目「畜産業費」、事業コード 070「畜産団地整備

事業」の中で、今、有機部会でブロック堆肥の勉強会を開催しているというふうにお

っしゃってましたが、長門でそのブロック堆肥を製造し、長門のみならず全国に対して

売れる堆肥を製造するような考えや計画はありますか。 

農林水産課長補佐 畜産団地も、委員ご承知のとおりでございますが、堆肥センター、

鶏糞と牛糞を活用した高品質な堆肥を生産して耕畜連携を促進していくというモデ

ル的な事業でございます。ブロック堆肥の製造による全国に売れる堆肥を製造する

考え、計画についてはというご質問でございますが、まずは、基本としては地域農業

との連携推進に重点を置いておりまして、例えば全国に売れる堆肥ということであり

ましたら、精度を高めるとか、広域流通に適したペレット化、ブロードキャスターで散

布ができるようなそういった取組、さらには全国で販売できる品質と製造量の確保、

加えて流通体制の構築等も検討する必要がありますことから、これは畜産振興部会

のみではなく、有機農業等推進部会の意見も伺いながら需要に見合った施設整備に

つなげてまいりたいと考えておりますが、現時点においての計画はございません。 

首藤委員 高品質な堆肥をつくるということで、その堆肥場の設計のときにきちんと

エアレーションができるとか、そういう設備上の設計のほうがまずは重要かなという

ふうに思います。例えば、コンクリートでベタ打ちをしてしまって後で追加しようねって

言ったら大変なことになるんで、今のうちから設計、これから設計に入られると思うん

ですが、その辺は考慮に入れられるかどうかっていうところだけお聞かせ願えればと

思います。 

農林水産課長補佐 いずれにいたしましても、堆肥センター、好気性発酵をしっかり

促進していきながら良質な堆肥をつくっていくということで、例えばエアレーションの

技術も進歩しておりまして、通常のブロワーの 50 倍の気圧で好気発酵を促進すると

か、そういった場合には基礎の作り方から設計っていうものは考えていかなければい
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けません。そういった取組については、先ほども同じ答弁になって申し訳ございませ

んが、有機農業等推進部会とか、そういった出口の利用される方の意見を、ニーズを

踏まえながら、良質な施設整備につなげてまいりたいと考えております。 

上田分科会長 関連がございましたら。 

田村委員 それでは、予算書 167 ページ、第 5目「畜産業費」、事業コード 070「畜産

団地整備事業」についてお尋ねをいたします。ちょっと順々に聞いていきますので、よ

ろしくお願いします。調査委託料につきまして、この造成基本計画の作成にあたって

構想が変更になるんでしょうけれども、この構想の変更の内容についてお尋ねします。 

農林水産課長補佐 第 2、第 3 工区の地形条件、例えば平坦性とか、大規模対策工

の必要性、排水の懸念、そういったところが懸念としてありましたので、この度、肥育

センター、キャトルステーション等については、そのあたりの条件を考慮した上で、新

たな新工区というところに和牛の生産拠点を再配備するという構想に変更してまいり

たいと執行部としては考えております。具体的には、令和 8 年度の基本計画では、新

工区の造成規模、施設配置、排水計画、概算工事費等を整理して、長門市畜産振興

計画をアップデートしてまいる予定でございます。 

田村委員 第 1工区の造成が始まりますが、この畜産基本構想ですかね、これができ

てからもう 3年目ぐらいになるんじゃないですかね。これまでの間、この第 2工区、第

3工区の地形要件っていうのはわからなかったんですか。 

農林水産課長補佐 第 2、第 3工区の地形要件というのは、令和 6年度に策定しまし

た基本計画、そこの中ででも、実際には課題については認識をしておったところでは

ございます。ただ、私が決算委員会でもご答弁申し上げましたとおり、枝肉価格等の

低迷、そして肥育経営が厳しい中において、生産者の機運が高まらないというところ

で、まずは運営主体、ここを定めていくことから始めていくことが大事であると、寛容

であるというふうに考えておりました。この度、市内の生産者の中から参画に意欲を

示していただける方が入ってまいりましたので、その方を中心に本格的に、これから

整備に向けて動き出す上において、歴史的な経緯を踏まえた市有地の中で、さらには

向津具半島内に、平坦性が確保できる土地、そして過去の和牛の生産の拠点である

新工区の場所、地元の理解、そういったところも踏まえて、最適地の基本計画という

ところでこの度、予算計上をさせていただいたところでございます。 

田村委員 ということは、1 問前のご答弁の中にそれも含むということですね。運営主

体の負担軽減というものが入ってくるというふうにちょっと今解釈をしました。新工区

という言葉が今回新しく出てきましたけれども、今のご説明と重複されるかもしれま

せんが、新工区に変更になった理由、どういった条件が良かったわけですかね。 

農林水産課長補佐 まず、ちょっと新工区の概要のほうを説明しておらず、申し訳ご

ざいません。まず、新工区でございますが、向津具半島内の市有地で畜舎の配置が

可能な平坦地ということで、泉畜産団地という場所がございます。第 1 工区から南方
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向に 2キロぐらい下がったところにあるんですけど、向津具半島の道元山水源地がご

ざいますけど、そこを、昭和 63 年代に旧油谷町と旧向津具農協が連携して、旧町が

草地を造成し、JA――旧向津具農協が畜舎を整備して始まって、平成 4年に 4農家

が入植して始まったという、油谷地区の和牛生産の原点と言える場所でございます。

ただ、現在においては、そこは 1 農家のみというふうな形になっておりまして、ここを

将来の発展性、新工区として選んだ理由のところの説明をさせていただきますが、向

津具半島内で市有地の利用が可能である、さらには平坦地の確保ができる、そして

泉団地の歴史的背景を踏まえた地元の理解が得やすい、さらにはですね将来の規模

拡大、放牧などによる発展性が見込まれているというところで優れているということ

で、当該場所を新工区と選んだところでございます。なお、現在、そこの入植されてい

る 1 名の農家さんについては、和牛生産拠点の整備についての理解は得られている

ところでございます。 

田村委員 では、その新工区にどのような機能を持たせるのか、ご説明願います。 

農林水産課長補佐 和牛生産の拠点ということでございますので、第 3 工区に予定

しておりました肥育センター、キャトルステーション、または繁殖センター、それらのも

のを一体的に整備してまいりたいと考えております。 

田村委員 面積はあれですか、十分確保されてるんですか。 

農林水産課長補佐 泉団地自体は、全体で 5 ヘクタールぐらいの草地の面積がござ

いますが、全部を使うわけではございません。その中の 1 ヘクタール、1.5 ヘクタール

ぐらいを考えておるんですけど、肥育センター、キャトルステーション、肥育センターの

規模にもよりますが、キャトルステーション 50頭、繁殖センター50頭、肥育センターは

その飼養規模に応じて検討を加えた場合に、附帯施設も含めておよそ 7,000 平米あ

れば十分足りるかなということで、1 ヘクタールの用地、1.5 ヘクタールの余裕地を設

けております。 

田村委員 事前に場所見てくればよかったんですけど、旧第 3 工区と比較して、広さ

の違い、それだけの平坦地が確保できるということで、広さの違いについてちょっと説

明お願いします。 

農林水産課長補佐 旧第 3工区については、面積が 1ヘクタール弱というところでは

ございましたが、実際、平坦性というところで高低差の問題があって、半分程度の 0.5

ヘクタール程度しか確保ができないと。さらに広げようと思えば大規模な対策工が必

要となり、工事費が増えていくという懸念がございましたが、委員ご指摘のこの泉団

地でございますが、1.5 ヘクタールの平坦地は十分確保できるかなというふうに考え

ております。 

重村委員 少し方向転換しながらの、令和 8 年度の事業になるかなっていうふうに思

うんですけど、今のご説明から受けると、以前、先人の方が、そこで畜産業を、ある意

味、個人では大々的にやられてて、ご引退された方もいらっしゃるし、廃農された方も
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いらっしゃるし、中にはお亡くなりになった方もいらっしゃるだろうというふうに思いま

す。既存、4人の入植者があって、1名が現役で今やられてると。その方のご理解をい

ただいてますということで、今の説明を聞くと、その既存の建物を利用しながら進め

ていくというふうにも取れないんですけれども、既存の建物を基本的には利活用しな

がら進めていくんだ、この事業をというふうにも取られなくはないんだけど、そこらあ

たり明言はできますか。 

農林水産課長補佐 最初、平成 4 年に 4 農家入植というご説明をさせていただきま

したが、厩舎自体は 3 棟ございます。そこで、ちょっと 1 点訂正でございますが、私、

現在 1 農家と申しましたが、正確に言えば 2 農家っていうこと。それは、その 1 農家

のご子息が就農されているということで、ご子息の方は空いた 1 棟を使っておりまし

て、現在、平成 4 年から使われている方については、2 棟の牛舎を使っておられます

ので、基本的には新設の牛舎というところでセンターのほうは整備してまいりたいと

考えております。 

重村委員 今回の予算からすると、用地変更をかけて改めて調査をするという、予算

的に言えば、まだ本体工事ではなくて調査、前段階という予算ですけれども、どうして

も審査の中ではその先が見えてこないと、議会としてもなかなかこの費用っていうの

を、飲み込んでゴーサインを出せないっていうとこは、私はあるから、その先をどうし

ても聞くようになっちゃうと思うんですよ。参加の意向を示されてる。この 1 年間で参

加の意向を示されてる農家も登場したと言いますか、意向を示されてる農家もあるか

ら、計画通りに進めていきたいんだという市の見解だと思いますけれども、1 農家で

果たしていいのか。っていうのは、私は、市が造成をして、建物を建てて、早い話、ス

テージを用意してあげるわけですよね、その農家さんに。そこに 1農家であると。私は、

やっぱり税金の使い道としてね、個人的に投資するとか、対、小規模な方に投資をす

るっていうのは、例えばそこに、今までであれば複数の農家が共同企業体みたいな形

を作って、畜産の振興を図っていくんだという概念は、私は市民にも説明がつくし、だ

けど、1農家、ひょっとして 1企業、1法人とかが参加の意向を示されて、そこにステー

ジを用意してあげるっていうのは、これ、いささか、議論からすると、私は、解釈の仕

方が違ってくるんじゃないかなっていうふうに私は思うんですよ。そこのあたりを行政

として、先ほど言われましたけど、お一方が参加の意向を示された。それで、市の事業

として進めていっていいのかどうなのかっていう判断は、少し私、ニュアンスが違って

くるんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺りの見解っていうのはどうですか。 

農林水産課長 出だしと言いますか、この第 3 工区をスタートさせるということで、今

1農家さんが声を上げていただいております。ただ、市といたしましては、当然、この 1

農家さんだけではなくて、既存の、今市内の若手生産農家さん、そういった方たちも

やはり仲間に入れるような行動も、今からも取っていきたいと思いますし、ある意味、

もしかしたら企業とかそういったものも、ほかの企業っていうところも、入ってくる可
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能性もあるのかなというふうには思っております。だから、もう今うちとしては今、この

2 月 27 日にワーキンググループというものを設立いたしまして、その中で、今参画を

いただくようになってる生産農家さんも加えまして、JA、県、それと市と、それと養鶏

さんも入っていただいて、こういったワーキンググループを作って、今からこの事業を

成功させるために動き始めたというところでございます。だから、そのワーキンググル

ープの協議の中でも、やはり生産農家さん、1 農家さんじゃなくてほかの者も入れる

とか、そういった協議も今後していく必要があるかなというふうには思っております。 

重村委員 第 1工区の場合は、鶏のほうは、これは深川養鶏という大きな組合組織が

前面に事業体として参画をされて、造成工事さえ終われば、これはもう国の補助事業

を使って鶏舎を立てて、ほんとに独立して、用地だけ行政として整備してあげて、あと

は増産体制に入って、地域経済のためにご活躍くださいっていうことで終わりますけ

ど、このやっぱり牛のほうは、どうしてもそこらあたりが見えないからこそね、いや、本

当に予算を承認していいかっていうのが、私は全議員の不安材料だろうと思うんで

すよ。それじゃ 1 農家でいいのかってなると、まあ、これから募ると、そういう努力もさ

れるであろうし、ですけど、1 農家しか本当に登場しなかったと。参画は 1 農家と。そ

れで事業を、今後、建築段階になれば数億円っていうものを投資するようになる中で、

それで事業、ほんとに畜産団地という名称の中で、進めていっていいのかっていうの

は、これは、色々僕は議論が発生するんじゃないかなという気がするんですけど、そ

こらあたり大丈夫ですか。 

経済産業部長 基本的にこの畜産団地整備計画っていうものをつくりました。市では、

市長も質疑の時にお答えさせてもらっておりますけども、70 年以上にわたる、受け継

がれてきた、本市が誇るこの和牛生産の文化と伝統、これを確実に次世代に継承さ

せていくために、この畜産団地整備事業は必要不可欠な事業なんだと言っておりま

す。今議員ご指摘のように、決して 1農家のビジネスのためにあるというのは、本当に

行政として公益性、公共性があるのかっていうと、ないとも思っておりますので、今課

長が申したように、我々とすれば、今畜産振興部会の肥牛部会の会長には入ってい

ただきながら、若手経営者をしっかりと集積をさせた中で、市内の生産の一貫体制を

しっかりと作っていきたいと思っておりますので、キャトルステーションのその素牛を

どうするかっていうようなところもあるでしょうし、アグリながとのほうで畜産和牛の研

修生を育てていくっていうのもある。今から担い手もしっかりと確保していく取組の

中でやっていく必要があるかなと思っております。それともう 1 つは県のほうも、「や

まぐち和牛燦（きらめき）」の拡大に向けて動いておりますので、そういったようなとこ

ろを連携させながら、市といたしましては、やはり本市全体の畜産振興に関わる事業

だというふうに思っているところでございます。 

田村委員 この畜産振興計画についてちょっと確認をしたいんですけれども、その長

門の畜産業を将来につなぐという目的は、1 事業体を残せば将来に長門の畜産業に
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繋がるじゃないかということではなくて、現在、既存に畜産業されてらっしゃる皆さん

の経営改善というか、そういったものを目指してこう作られてるわけですよね。ちょっ

と今までのお話を聞く中では、手を挙げてらっしゃる方が 1 農家だけだというふうに

おっしゃってますけど、ただ、その計画としては全体を対象にして行うもんだっていう

前提でこちらを持っていて大丈夫ですよね。 

農林水産課長補佐 令和 5 年 3 月に作成した長門市畜産振興計画でございますけ

ど、計画の基本理念でございます。次代の担い手が活躍し、畜産で稼げるまち長門を

作っていくというところで、畜産業を稼げる農業に高めていくというところで、地域全

体、牛だけではなく、鳥もございますし、はたまた豚っていうのもございますので、そ

ういったところを、全体的に見て振興を図っていくということでございます。ただ、現

在、課題として数値目標を掲げております、肉用牛の肥育頭数、使用頭数が計画段

階では335頭であったものが現在260頭程度に下がっております、離農等も含めて。

それを 750 頭に高めていって、長州ながと和牛の出口戦略も含めて振興を図ってい

くという政策でございます。まずはそこの肥育を絶やしてはならないというところで、

市長も質疑のところで答弁申し上げましたが、70 年以上続く伝統を継承していくとい

うところに畜産団地の果たす役割は重要であるというふうに申し上げたとおりでござ

いまして、まずはここの畜産和牛の肥育センター、ここにしっかりその入植者に入って

いただける方に担っていただきながら、そこにお 1人では、営農はできませんので、当

然、法人化とかいろんな形もございます。そこで、従業員として若手を雇いながら、独

立就農につなげていって、仲間をどんどん増やしていくというふうにつなげていってま

いりたいと考えております。 

田村委員 将来の、将来と言いますか、直近の運営の形態っていうのはそういう形に

なってくるんでしょうけど、要は、すべての畜産業を営まれてる皆さんがお恩恵を受け

るのかどうなのかいうところなんですよね。 

農林水産課長 畜産団地整備事業において、すべての既存の生産農家さんが恩恵を

受けるのかというところの質問だと思いますが、基本的に、今、市の既存の事業、畜

産団地整備事業の以外の、畜産振興にかかる補助事業、そういったものも当然ござ

います。そういったものも、今回、令和 8 年度の予算におきましては、やはり手厚くと

言いますか、新たな試みも含めたものを計上させていただいております。そういった

ものを活用していただいて、市内の繁殖農家、肥育農家さん、そういった事業を活用

していただいて、その畜産振興を市として図っていきたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

田村委員 この畜産団地の計画がスタートした段階から運営主体については畜産振

興部会と話をしているんだということを我々も聞いておりましたので、その畜産業を

営まれてる方が共同運営とかそういう形になってくるのかなと思ってたんですけど、

その畜産振興部会の皆さんのこう熱量がその畜産団地に対して上がってきてないよ
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うに思えるんですが。何か理由があるんですか。 

農林水産課長補佐 正直申しまして、最初にお答えした決算委員会でも答弁してさ

せていただいた内容というところでございますが、ただ、理念が重いというところは、

畜産振興部会の委員も、長門の和牛肥育を絶やしてはならないという思いは共感し

ておるんですが、いざ自分がそこの中に入っていくということでなれば経営というとこ

ろが関わってきますので、そういった面でのリスク、そういったところを考えて、なかな

か自分から、もしくは若手の生産者がから、ちょっと旗を上げて、ここで一旗あげよう

という気運にはなかったことは、その時点では事実でございます。この度私がやりまし

ょうという方が現れたというのは、1 つの環境が整ってきたというふうに、執行部とし

ては考えておりますので、ワーキンググループで、そこに過度な負担がかからないよう

な形で、みんなで支援していける形を検討してまいりたいと考えております。 

田村委員 その手を挙げられた方の思いっていうのは素晴らしいと思いますので、そ

こは尊重したいと思うんですよ。私がお尋ねをしているのは、例えばその第 2 工区、

第 3 工区についてはこれから活用を考えていかれるんでしょうし、先ほど、機能を伺

いましたけれども、その堆肥のブレンドであったりとか、それからキャトルステーション

であったりとかいうものがそこに機能としてあるわけですよね。それはその市内の畜

産農家の方は関わりを持つことができるのかできないのか。運営に関わる関わらな

いはともかくとして、利用者として関わることが可能なのかどうなのか、今の時点でど

うですか。 

農林水産課長補佐 現第 2、第 3 工区のお話もあったかと思いますが、現第 2 工区

につきましては、堆肥センターでの活用、もしくは第 3 工区も含めた活用をこれから

考えていく中において、例えば向津具半島内でその牛糞そういったものが、出てまい

りますので、それを堆肥センターで共同処理していただけないかというような、お話が

あれば、それについては検討可能かというふうに考えております。 

田村委員 向津具の方はご近所さんですから、そういうこと可能だと思うんですけど。 

ちょっと私、長門市内って申し上げたんですけど、例えば三隅の農家さんが、その事

前の調査の中にもありましたけど、三隅の農家さんのところで出る牛糞の堆肥のブレ

ント化みたいなものっていうのは乗っかれるのか乗っかれないのかというところでい

くと、どうでしょう。 

農林水産課長補佐 申し訳ございません、長門市全体でのご答弁をしなければいけ

ませんでした。確かに、向津具の中の農家さんに私どもがちょっとお伺いしましたので

その答弁になりましたが、共同施設というところは設置の仕方としては変わりがありま

せんので、三隅であっても搬入等の支障がなければ、受け入れるということも検討で

きるかなというのは考えております。 

谷村委員 私も議員になる前は牛を飼おうという気持ちがありまして、放牧のスペー

スというか、お考えがあるんでしょうか、団地で。 
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農林水産課長補佐 泉の新工区につきましては、500 ヘクタール程度の草地がござ

いますので、放牧利用ということであれば、例えば放牧ということであれば、繁殖雌

牛の、適正な妊娠、出産につなげていくための施設ということになろうかと思いますが、

そういった保護施設の利用も視野に入れることは可能であると考えております。 

谷村委員 それでは、先進地の視察というのが上がっておりますけど、どちらのほうに

行かれるか、差し支えなければ教えていただきたいと思います。そこが一貫経営のと

ころかどうか。 

農林水産課長補佐 具体的にはまだ決まっておりませんが、肥育センター運営という

ところに関して学べる場所ということで、場所として一応選定しておるのは、畜産県で

ある鹿児島まで行けるような形で考えておりますが、候補地につきましては部会の委

員に聞きながら進めてまいりたいと考えております。 

谷村委員 わかりました。 

上田分科会長 重村委員すいません、ちょっとお待ちください。谷村委員、いいです

か。よろしいですか。 

谷村委員 ちょっともう 1 つ、最後にいいですか。これ、和牛生産のながと和牛を絶や

さないという、非常にいいと思うんですけれども、大変な事業でも本当腰を据えてや

らんといけん、事業と思います。三隅の畜産農家の方にもお聞きするんですけれども、

今、肥育で実際 1 軒だけ、あと日置と長門で繁殖と肥育 2 軒程度、あと繁殖のとこも

ありますけれども、だんだんその高齢化が進行して、若い方がなかなかこういった牛

を飼うのはないんですけれども、結構そこにそういった方を集めるというのは、もう現

状の経営っていうか、もう設備があるから、なかなか難しいんですよね。だから、自論

ではあるんですけれども、ほんと自分は若い人がやろうという方を集結して、募集し

て、どんどん頑張っていただきたいというふうに思います。 

重村委員 ここの審査が長くなってますけど、事業費にすれば、今回、造成の基本計

画を作成するということで、1,000 万円強の予算から言えばそんなに多額な経費では

ないけれども、その先が見えないと、なかなか予算をやっぱり承認していくという方向

に議員は向かないんじゃないかということも先ほど言いました。基本的にこの事業に

ついては、私も含めて、議会っていうのは畜産振興計画に基づく計画だよ。それから

市長は選挙での公約として掲げられた。そういう背景がある中で、私もこの計画が的

を射てないとは思ってない、畜産振興に関してね。長門市の地域産業の活性化の中

で、ここっていうのは着目点としては決しておかしくないと思うし、私も応援したいと

いう立場にありますけど、なかなか市の単独で、これをやり遂げようと思っても難しい

んじゃないですか。山口県、それから国、そして山口県ＪＡ、ここのあたりの参画のや

っぱり移行なり支援体制なりをきちんと模索してくださいと、でないと難しいんじゃな

いですかっていうことは、もうこれは、議会は酸っぱく何度も執行部に言ってると思う

んですよ。ですから入口のこの計画を、やっぱり、よし、頑張ってやってほしいというと
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こに行くためには、そこにも前進があったということを伝えてもらうと、前向きになると

思うんですよ。国、山口県、山口県ＪＡはどのような姿勢になってきたのか、今まで聞

いてる以上に、前向きになってきたのかどうか、ここを確認させてほしいと思います。 

経済産業部長 それでは、私のほうからお答えさせていただきます。先ほど課長が答

弁申したように、先週、県と JA、関係団体を集めてようやくキックオフ会議が開けたと

ころです。我々も今、委員ご指摘のとおり、市単独ではかなりやっぱり今のこの畜産

経営を取り巻く環境というのは厳しゅうございますので、市単独でこのプロジェクトが

かなりハードルの高い事業であるということは認識をしております。県にも JA にも、

この 1 年間、色々と協議もさせていただきました。両者で共通して言ってたのは、しっ

かりとやっぱりこう生産者の方が本気になっていただければ、JA も県もしっかり応援

しますいうことは言われておりました。この度、手を挙げてくれた生産者、また今肥育

部会にも色々と、この間もずっと会話もしてくる中で、やっと生産者のほうも理解をち

ょっとずつではあるが示していただいてる状況で、それならということで JA も県も今、

このワーキングに入って、一緒になってこのオールながとでやっていきたいっていうと

ころには理解を示していただけているというふうに私は思っております。また、国にお

きましては、現在、養鶏のほうで畜産クラスターの事業がありますので、そこの調整は

しておるんですが、秋口に中国農政局の局長さんも来られて、うちのこの畜産の状況

っていうものも視察に来られております。そのときにも、我々のこの畜産団地構想っ

ていうものは、私と課長のほうで説明をさせていただきながら、良い取組だと思うの

で是非やってくれみたいなことは言われておりますので、この具体化が進んでいけば、

国もしっかりと助言はいただけるものというふうに思っていますから、これからしっか

りと、色々な構想実現に向けては具体的な課題が色々出てくると思うんで、そこはそ

の場その場、各関係区分の役割分担を明確にしながら、しっかりチームながとでやっ

ていきたいというふうに考えております。 

重村委員 私は最後にしますけど、生産者の意向確認が先なのか、それとも山口県と

か JAが、いやこのバックアップ体制とかいうのを明確にされるのが先なのか。今のお

話を聞いてると、それは生産者がやる人がいると、ならやろうかと。どうも私は何か違

うような気がしますよ。それはやっぱり市長、トップにこの事業にかける、まず山口県、

JA であったりとか県を、やっぱりこういう事業をやるからそこに賛同してほしいと、支

援をしてほしいと、予算的にもです。もちろん。そういうのを確保して、生産者にこれ

だけのもう支援っていうのも確約をもらってるから、安心してここに事業として参入し

てほしいという説明をしないと、その確約がないのに、その参加を募るっていうのは、

私は個人事業主に対して、これはリスクがかなりでかいですよ。畜産っていうのは動

くお金が大きいから、1 頭が 100 万円単位で動いていくわけですから。だから私は、

それは逆じゃないかなと。それは事務方じゃなくて、私は市長、副市長の仕事だと思

ってます。それがあるからこそ、生産者も参加しても、よしチャレンジしてみようってい
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うことになるわけじゃないですか。そこら辺の認識を、私は事務方がやっぱり間違っち

ゃダメだと思いますね。生産者が登場したから、県もついてきてくれるような雰囲気に

なってるみたいな説明じゃあ、それはダメだと思う。どうですか。 

経済産業部長 県も JA も中央本部のほうに、市長のほうに行っていただいて、この

説明というものはさせていただいております。県も山口県の畜産もしっかりやらない

といけないっていうことは言ってますし、JAのほうも、中央の方もしっかりと畜産振興

をやっていくんだっていうことは言われておりますので、委員おっしゃるように、まず

県も JAもやる意思はあるんだっていうのは間違いないんですね。ただ、そのプレイヤ

ー、中心となるプレイヤーがなかったら、なかなかその理念だけ、構想だけ言っても実

現できないでしょっていうような、そういうふうなところを私は感じておりました。です

から、今うちも、この畜産団地整備事業以外にも色々なこの畜産振興の施策につい

ては、県からも今お褒めをいただくぐらい長門市はかなり優遇された、畜産の振興策

というものは、かなり県内でもトップクラスの優遇支援はしてるっていうふうにご評価

もいただいておりますので、まずはやっぱり、本当にプレイヤーとなる方がやっぱり高

めていかないとなかなか難しいのかなっていうのは、私はそう思っております。 

田村委員 ちょっと重村委員の質疑をちょっと少し続けさせていただくんですけど、計

画が良ければ国も県もゴーサイン、それこそこういう交付金がある、こういう補助金

があるけど使わんかねっていうふうなものになるんじゃないかと思うんですよね。自

分だったら多分そういうふうに仕事をされると思うです。それを見せて、こういう国も

県もお墨付きをもらったからやらんかねって言って、生産者に協力を募っていくもん

だと思いますけど、先ほどは生産者が本気になればというようなことを国、県が考え

てるっていうようなところだったですけど、これで手を挙げた方が 1 人いらっしゃった

んですけど、この手を挙げた 1 人の方の、本当に貴重な方だと思いますけど、この方

お 1人の行動が、生産者イコール長門の生産者が本気になったというわけではないと

思うんですよね。その県なり、その造成というか、造成と建設にかかる費用をこれから

ずっと市が負担しなきゃいけないっていうことではなくて、国・県の補助事業なりを使

ってというのは、これまでも重村委員も言われてきてますから、そういったところで何

て言うか、計画の中身みたいなものも磨いていくなり、調整していくなりしてきたかな

と思うんですけれども、どうもちょっとそれが見えないところがあります。市の持ち出し

を減らすための計画のブラッシュアップ、それから国・県の交渉についてどういうよう

なことをされているのか、お尋ねします。 

農林水産課長 今部長も答弁しましたように、市としては県と JA、これにつきまして

市長自ら行きましてお願いをしております。市としては、当然県と JA が動いていただ

いて、それから生産農家さんにも要は、何て言うか、安心して、それをやることができ

るというような環境をつくってやっていくという、最初は目論見でございました。ただ、

やはり今補佐が答弁しましたように、県と JA さん、特に JA さんなんかにつきまして
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は、やはり地元の生産者の方がやる気のあるところを見せる、それがまず必要である

というような回答をいただいたところでございます。それに基づきまして、市としては

もうそうなるように今動きまして、今、1 生産農家の方は、手を挙げていただいたとい

うところで、この今長門市のこの畜産振興、いわゆる肥育がもう本当に瀕死な状況で

ございます。これを救うために、長門市としてはこの畜産団地整備事業というものを

成功したいというふうに考えておるところでございます。今、田村委員が言われたよう

に、長門の生産農家さん、皆が納得して、この畜産団地整備というものをスタートす

るということには至ってないというところは否めないというふうには思っております。た

だ、やはり今動かないと、今からの長門の畜産事業はやはりもう死んでしまうんじゃ

ないかというような思いで、市としてはこの畜産団地整備事業を進めていきたいとい

うふうに、感情論的だけでございますが、そういった根拠とかきちんと今から、先ほど

部長も申しましたようにワーキンググループ、こういったところできちんとつくり上げて

いって、皆さんにそういった、そこまで協議をして、その結果等をまたお示しをさせて

いただきまして、その進捗状況についてご審議をまたいただけたらというふうに思っ

ております。 

田村委員 課長の農林水産業に対する熱いものがよくわかっております。そこに何か

私は申し上げることはございませんけれども、これを見てますと、国のほうも、JA も、

市も生産者も、ちょっとずつ腰が引けているように見えます。そういうことありません

か。 

経済産業部長 実際、やはり今のこの畜産のこの業界、経営を取り巻く環というのは

かなりやっぱり厳しいんで、やはり市がこういうビジョンを 10 年後、この畜産を、この

ながと和牛を絶やさない、結構ハードルの高い計画、ビジョン、構想を掲げているん

ですけども、それに対しては本当かいのっていうような、こう疑心暗鬼な部分、また今

飼料も高騰してる状況の中において、そこになかなか一歩を踏み出す勇気と言いま

すか、よし変えていこう、この長門畜産を守っていこうっていう、そういった機運にな

かなかやっぱりなりにくいというのは正直否めないと私も思っております。ただ、やは

り現状を嘆いて、この現状の経営だけを見るだけじゃなくて、やはり将来を見据えた

形で、長門市の畜産業をどうにかしたいんだっていう思いは、今課長が申したような

形で生産者の方とも会話をさせてもらって、ようやく私の中では、まだ田村委員の中

ではなかなかそういうふうに前向きに見えてないのかもしれませんけども、今私もこ

この部長をやらせてもらって色々畜産農家の方と会話もさせてもらっておりますが、

そこは、大分こう前に比べると言ったら語弊があるかもしれませんけども、かなりやっ

ぱり機運は、若手経営者の方も中心に、醸成はできてるんではないかというふうに思

っておりますので、まして市は決して後ろ向きになってることはないということは申し

上げておきたいというふうに思っております。 

田村委員 最後に1つ力強い言葉をいただきましたので、ちょっとその言葉を信じて、
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先ほどからご説明いただいておりますし、重々、今長門市の畜産業っていうのが伸び

盛りの産業ではないというのは私も十分承知をしております。この畜産団地の整備

計画、旧第 3 工区、今回の新工区ですけれども、今回、基本計画でしたかね、計画の

策定の予算が出てます。これは令和 8 年度ですよね。これは造成が終わって、建築、

建設が終わって、運用開始は何年ですか。 

農林水産課長補佐 第 1 工区で進めている内容と同じスキームという形でご説明を

させていただきますと、令和 8年度に基本計画、令和 9年度に実施設計、令和 10年

度に造成、令和 11年度に畜舎整備で運用開始でございます。 

田村委員 令和 12 年度です。現在、何件の農家さん、畜産農家さん、牛農家さんが

あるか、ちょっとわかりません。50 だったか 60 だったかって、伺ったような気もします

けれども、そんなに、何年も待てるような形態じゃないんじゃないかなと、ちょっと失礼

ながら思うんですね。将来を見据えた団地整備っていうことを決して否定してるわけ

じゃなくって、これ、なんて言いますか、直接支援の方がいいんじゃないですか。いや、

同じ金額を使うんなら。 

農林水産課長 今、私どもは、この畜産振興計画に基づきましてこの畜産団地整備

事業というものを進めております。今委員ご提案のあった、市内の生産農家さんに、

お金なり、そういった飼料に対する支援、そういったものにしたほうがいいんじゃない

かいうところでございますが、やはりこの畜産団地整備事業で、まずは生産力を高め

る基盤っていうものを、この団地で作っていって、先ほど来言わせていただいており

ますが、長門市の畜産振興につなげていきたいというふうに思っておるところでござ

います。 

田村委員 わかりました。じゃあ、ちょっと事務的なことお尋ねします。ちょっと今回の

計画で造成をされる区間、新工区のことを確認する前に、第 1 工区の内容について

確認をさせていただきたいんですけど、造成は現在市がされてます。鶏舎の建設は

深川養鶏がされます。運営主体は深川養鶏です。土地は長門市ですから、土地の賃

借料が深川養鶏から入る、この流れでよかったですか。 

農林水産課長補佐 委員お見込みの通りでございます。 

田村委員 では、新工区はどうなるでしょう。同じでしょうか。 

農林水産課長補佐 基本的には、第 1 工区と同じスキームという形では考えておると

ころでございますが、そこの部分につきましてはワーキンググループで検討して、国の

補助等が受けやすい財政的な面、そのあたりも考慮した上で、整備計画を進めてま

いりたいと考えております。 

上田分科会長 よろしいですか。関連ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）では、そ

のほかに質疑がございましたら。 

中平委員 164ページから 165ページ、第 4目「農業振興費」、事業コードは 215「未

来農業創造事業」でございます。説明資料 18 ページでございます。この説明資料の
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後半に、農産物普及啓発事業 300 万円とあります。この 300 万円の具体的なご説明

をお願いいたします。 

農業振興班長 普及啓発事業でございますけれども、これは令和 7 年度開始の事業

でございまして、市内の農畜水産物、そうしたものの付加価値を高め、地元産の米、

肉、野菜、加工品等、新鮮でおいしい市内農産物の消費者への普及、それから消費

拡大というものを目的に事業を組んでおります。具体的には、令和 7 年度におきまし

ては、2 月 8 日に、センザキッチンのほうで行いましたけれども、観光政策課のほうと

タイアップしまして、「ゆうきまる長門米を食べちゃろう with 共創おにぎり」ということ

で、道の駅センザキッチンにおいて、大阪万博で提供したおにぎりを地元のお米で作

って販売をしたというところと、飲食テナントで、2 日間限定でありましたけれども、長

門で初めてできた無農薬によるお米の提供と PR 販売を行ったところでございます。

これは主に市外向けというニュアンスになろうかと思いますけれども。また、3月には、

市内向けということで、A コープを今会場に想定してますけれども、農協、漁協さん、

深川養鶏さん、そうしたところとのコラボレーション企画として、市内向けにまた PR行

事を行いたいというふうに思っております。そうした事業説明でございます。 

上田分科会長 関連ございますか。なければ、ほかに質疑がございましたら。 

田村委員 165 ページ、第 4 目「農業振興費」です。事業コード 215 です。未来農業

創造事業です。就業給付金 305万円ありますけれども、卒業生の市内就業先の現時

点での見込みをお願いします。 

農業振興班長 この就業給付金 305 万円につきましては、アグリながとの卒業生が

市内の農業企業に就職しておりますけれども、こちらの卒業後、3年間、法人に対して

支援をするというところで 2名分、残りが 20万円ほどございます。それと、今アグリな

がとに在籍しておる研修生の費用として、年間 120 万円掛ける 2 名、それと、もう半

年在籍予定がおりますので 45 万円ということで、合わせて 305 万円ということで今

予算としては予定をしております。別途、就農円滑化事業の部分になりますけれども、

そちらのほうで、国の制度で雇用就農資金に採択をされて、農業法人に就職した際

の市の単独補助として、30万円掛ける 11名分ということで、計 315万円を別途計上

しておるところでございます。今年度の卒業生と言いますか就業の見込みでございま

すが、新規就農者 1 名、それから農業法人への就業者 6 名の計 7 名ということで見

込んでおります。 

田村委員 詳しく説明をありがとうございました。この件、皆さん、なんかなければ次

の項目行きますけど。 

上田分科会長 関連ございます。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかに質疑がござ

いますか。（雑談あり）ちょっとすいません、45分まで休憩を挟ませてください。 

 

― 休憩 14：35 ― 
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― 再開 14：43 — 

 

上田分科会長 再開前に皆様に一言。質疑及び答弁につきましては、1問 1答ででき

るだけ簡銘によろしくお願い申し上げます。それでは、農林水産課、続けます。質疑ご

ざいましたら。 

田村委員 予算書 165 ページ、第 4 目「農業振興費事業」、事業コード 215「未来農

業創造事業」、続きからいきます。私は、もう次伺ったらこの件は大丈夫なので、ほか

の委員さんにお願いします。山口県農業大学校進学奨励金の 90 万円、合わせて農

業大学校視察経費 176 万円ですけれども、本年も対象がこれ日置校舎のみというこ

とになっております。農業に興味を持つ、ほかの学校の子どもにも対象を広げてはど

うかというところで、なんか点滅を始めましたけど大丈夫ですかね。（バッテリー残量

少によりマイク点滅）続きます。農業される方っていうのは、必ずしも農業高校といっ

て農業大学校に行かれるっていう方ばかりではありません。あんまり求められないで

しょうからあげませんけれども、このインフルエンサーの方とかっていう方も、通常の

高校だったり通常の大学だったりっておられる方が多いんですね。これが、その担い

手確保という意味で、現在の日置農高から農業大学校の路線だけではなくって、広く

市内の子どもたち。例えば今回、中学校で、私、立志式に行きますけど、参加しました

けど、その将来農業を志望する子どもがいたんですよ。漁業と合わせて 5 人ぐらいい

て、ここ近年そういうのなかったんですけど、これ相撲界だったらスカウトに行ってる

ぐらいだと思うんですよ。ですから、この農業大学校はともかくなんですけど、日置農

高の縛りを検討してほしいんですけど、いかがですか。 

農業振興班長 決算の時にもご質問いただいたかというふうに思いますが、日置校

舎の生徒っていうことで、専門的に農業を学ぶ意思を示して入学をしておられるとい

うところで、現在適合者を中心としておるわけでございますけれども、就職等の情報

提供については、各高校にも同じように農大進学あるいは農業法人からの求人とい

った情報も行っておるというふうにも思いますので、これについては、ほかの高校に

も、広く情報提供を行いながら、希望者を募っていきたいというふうには思っておりま

す。 

上田分科会長 関連ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければほかに質疑がご

ざいましたら。 

重村委員 説明資料 19 ページです。畜産で稼げるまち創出事業ということで、ひとく

くりでいろんな事業が組んであります。ここにも、市長の畜産を今支えないとと、それ

から控えてる事業のことも考えて、予算付けされてると思いますけど、新規事業が 2

つほど、1 番下から 2 つ書いてあります。この 2 つの事業について、簡単でいいです

から説明をお願いしたいと。それから、どういった経緯で、これをやるのか、新しく事

業を始めるのか、ここを説明お願いしたいと思います。 
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農林水産課長補佐 課題、要因、対策について簡単に説明させていただきます。課題

でございますが、長門市の和牛子牛市場の平均価格っていうのは県平均より今現在

低い状況にございますし、山口中央家畜市場の中で、出荷される農家戸数としては、

山口県の中で 1番多い個数を占めておるんですけど、頭数自体は 20パーセントとい

うところで、その中でも長門産の平均価格がちょっと県平均より低いと。これを、原因

は何なのかとということで、県等の分析結果も踏まえますと、血統が古くて 93 以上の

高齢牛が多いということで、730 頭母牛がいるんですけど、そのうちの 120 頭が高齢

出産であるということで、全国統計でも 93 以上になってくると平均価格が落ちてくる

という現状がございます。そこで市は今導入支援事業もしておりますが、それとは別

に、有料な種雄牛の種を植えて高能力産子を生む。そして、はたまた美祢や下関等の、

若手生産者がこぞって今チャレンジしている受精卵移植、これによって、貴重な血統

を入れながらそういったチャレンジ事業についても支援をしつつ、さらには、そこで生

まれた高能力産子を、育成して母牛として保留、そして高齢の牛と切り替えていく更

新、これらを一体的に、支援することで、長門の地域の和牛の価値を高めてまいりた

いというふうに考えております。 

上田分科会長 関連ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）ほかにご質疑があれば。 

中平委員 予算書は 168 から 169 ページ、第 6 目「農地費」、事業コードは 100「農

業水路等長寿命化・防災減災事業」、説明資料 20 ページでございます。このため池

切開工事の実施場所と各々の事業費と予定工期をお伺いいたします。 

設計技術班長 ため池の場所につきましては、日置上地区が 1 か所、それから油谷

の蔵小田地区が 1か所になります。事業費につきましては日置上のほうが 650万円、

油谷蔵小田のほうが 750 万円で、工期につきましては、両方とも 9 月から 2 月を予

定しております。 

中平委員 ため池の呼び名というか固有名詞とか、わかりましたら。 

設計技術班長 日置上につきましては宮ノ横ため池。油谷蔵小田につきましては西

光ため池という名称になります。 

中平委員 その下に、ため池切開事業計画策定業務 1,600 万円とあります。これ、ち

ょっと単純に考えたら、工事業務より設計業務のほうが、値段が高いと考えるんです

けど、その辺の妥当性等ありました。 

設計技術班長 工事費に対しまして業務委託の事業費が高いということですが、この

積算基準につきましては、土地改良事業の積算基準によりまして算出をいたしており

ます。近年やはり労務費の高騰がありますので、そのあたりで業務委託費というのは

年々高くなっていると考えております。工事費につきましては、市営であります切開工

事につきましては小規模なものが多いというところから、逆に工事費が低いのかなっ

ていうことで考えております。 

上田分科会長 関連ございましたら（「なし」と呼ぶ者あり）なければほかに質疑ござ
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いましたらどうぞ。 

中平委員 林業のほうで、歳入でございます。予算書 58、59ページ。費目、立木売払

収入について。これ、昨年度に引き続き、収入源見込まれてますが、その理由をお願

いいたします。 

林業振興班長 昨年度に引き続き収入源を見込んだ理由といたしましては、市有林

造林事業による収入においては山口県西部森林組合様の労務不足で、また素材生

産拡大業務による収入におきましては、リフォレながとの協力事業体の労務が減少し

ているため、施業量のほうも減少が見込まれるということが要因で、収入は減少する

ものとして計上しております。 

上田分科会長 関連ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかに質疑がご

ざいましたら。 

重村委員 予算書は 171ページです。説明は 20ページのところに、「山口森林づくり

県民税事業」ということで、少額ですけど 377 万円ということで、これ、それぞれの地

区でこう繁茂した竹を、県民税を使って処理していくという事業だろうと思うんです

けど、これ見ると、仙崎地区、俵山、日置、油谷ということで、少額な金額が並んでる

んですが、まずはこれ県民税の割り当てですから、県民税の総額で、あとはそれぞれ

の地方自治体、長門市ならいくらよという形で降りてきて、使える範囲っていうのは

ある程度限定されてくると思いますけど、事業によっては俵山地区の場合、数年にわ

たって事業するから、令和 8 年度で言うと、80 万円っていうと、多分、作業的に言う

と、ほんとに 1週間ぐらいやったら、もう多分そのくらいの額いって、あと残りはまた来

年でっていうことになると思うんですよ。もう少し、事業とすれば、少なくとも 2 年ぐら

いで、きちんと切って、あとの管理をしていくというほうが、私はすごく能率的な作業

ができるんじゃないかなって思うんですけど、ここら辺の執行部の考え方っていうの

を聞いておきたいと思います。 

林業振興班長 委員ご指摘のとおり、この予算を一括で1つの地区に導入したほうが

確かに進捗のほうは早まるというのは認識しておりますけれども、やはりこれが竹繁

茂のみならず様々な箇所で色々な要望を聞きながらで、また、これ財源が 10分の 10、

県民税でございますので、なかなか要望の多い事業でございまして、やはり公平性、

公共性というところから、1地区のみに投入するというわけにはいかないのかなという

ところで、毎年ちょっと進捗のほうは悪いけれども、その市内各地区のほうの事業を

実施しているという現状でございます。 

上田委員 関連ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかに質疑がござい

ましたら。 

中平委員 同目、事業コード 085「林業成長産業化推進事業」、予算の説明資料 20

ページでございます。これ、説明資料のほうに、新規自伐型林業家支援事業費補助

金 240万円とあります。これは、新たに林業家として事業を開始する場合、どのような
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方が補助支援を受けられるのか、また起業されている方がいるのかをお伺いいたし

ます。 

林業振興班長 新規自伐型林業家支援事業費補助金につきましては、長門市自伐

型林業推進事業費補助金交付要綱に基づき、新たに自伐型林業家として起業する

上で経済的な負担の大きい林業機械等のリース料金を年間限度額 120 万円、創業

開始から 36 か月を経過する日まで補助しております。また、起業される方につきまし

ては、自伐型林業担当の地域おこし協力隊を卒業された方が起業された実績もあり、

今後も起業される方はいらっしゃるものと考えております。 

上田分科会長 関連ございましたら。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかに質疑は

ございませんか。 

中平委員 僕は、これは林業最後でございます。当初予算書 172、173 ページ。第 2

目「林業振興費」、事業コード 700「林道維持管理費」でございます。これ、昨年度当

初予算に比べて 600万円近く減額なっております。その理由をお伺いいたします。 

林業振興班長 令和 7 年度当初予算から 596 万 7,000 円減額となっております。こ

の理由につきましては、令和 7 年度におきましては、単年度事業といたしまして林道

有宗山線落石防止工事というものを 560万円計上しておりましたが、これが皆減とな

ったため、全体で 596万 7,000円の減となっております。 

中平委員 続けて。このちょっと質問というか、林道に関してなんですけど、事業主さ

んとか先ほど起業された方々から、現状の林道をちょっと大幅に拡幅してくれとか、あ

と新しく林道を、伐採作業のために作ってくれとかいう要望とか、農林水産課で林道

を作りますよ、確保しますよっていう計画と要望とかないんでしょうか。お伺いいたし

ます。 

林業振興班長 林道の新規路線の開設及び現状の林道の大幅拡幅等の要望はござ

いません。しかしながら、執行部といたしまして、やはり林道のほうが、幅員の広い林

道とか、そういった林道を増設したほうが当然大きな機械が入るので作業効率も上

がるということは認識しておりますので、今後、林業専用道路等の造成等につきまし

ては考えていきたいと思っております。 

上田分科会長 関連ございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかに質疑が

ございましたら。 

中平委員 水産業のほうに入りたいと思います。当初予算書 174 から 175 ページ。3

目「水産業振興費」、事業コードは 020「種苗放流事業」についてお尋ねします。昨年

度当初予算に比べ 63万円の減額となった理由をまずお伺いいたします。 

水産振興課長 減額となった理由につきましては、漁業者が放流するアワビ種苗が減

ったことによります。減った数につきましては、1万 4,000個の種苗が減りまして、それ

に対して市が、単価が 90 円ですが、その 14,000 個×90 円で 120 万 6,000 円の放

流の予算を予定してましたが、その半分、市の補助 63万円が減ったことによる減額と
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なります。 

中平委員 やはりこの放流事業ってね、僕は効果があると認識というか、実際に効果

があります。だから、この事業の成果と、ちょっと言えば、どういうふうにこの放流事業

を捉えてるかの見解をお伺いいたします。 

水産振興班長 放流事業で放流している種苗としては、アカウニ、アワビ、カサゴ、キ

ジハタ等への種苗放流しております。アワビ、アカウニは元々定着性の種苗ですが、

キジハタ、カサゴも磯に着く魚になります。こういった種苗を継続していることで現在

の水揚げが維持できているものと考えております。 

上田分科会長 関連はございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかに質疑ご

ざいましたら。 

中平委員 これも同じページでございます。第 3 目「水産業振興」、事業コード 075

「水産物需要拡大推進事業」についてです。令和 8年度のこの事業に対する取り組み

をお伺いいたします。 

農林水産課長補佐 これまで実施してきた事業の中でも、令和 8年度につきましては、

魚食普及事業及び仙崎ブランド構築事業に主に注力する予定でございます。魚食普

及事業につきましては、市内の小中学校を中心にまた、センザキッチンと連携した、長

門産の魚を使用した料理教室と魚食普及行事の開催や支援に注力する予定と考え

しております。また仙崎ブランド構築事業につきましては、主にマアジとケンサキイカ

の 2 大魚種、こちらにつきまして、魚食普及イベントの開催等考えておりまして、セン

ザキッチン、または市内飲食店と連携して、実施することによって、より効果的に長門

産水産物の魅力を発信して事業拡大を図る予定としております。また、県と機会があ

れば、県ブランドほろ酔いシリーズというものもございます、そちらとも連携して開催

することによって、より長門産の水産物の、魅力を効果的に――メディア等を活用し

た発信ができればというふうにも考えておりますので、PR 効果の増大をそういった

形でも図る予定としております。 

上田分科会長 関連はございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）では、ほかに質疑ござ

いましたら。 

中平委員 同じページでございます。第 3 目「水産業振興費」、事業コードは 085 で

ございます。「ニューフィッシャー確保育成推進事業」についてでございます。この事

業、決算時も確保等に苦労したという報告を受けております。この令和 8 年度に関す

る取組をお伺いいたします。 

水産振興班長 令和 8年度の事業としましては、漁船乗組員定着促進事業として、漁

業会社 2名がニューフィッシャーの受け入れを予定しております。2社予定しておりま

すが、通定置株式会社が 1名、黄波戸定置組合が 1名を予定しております。なお、通

定置株式会社の方についてはもう決まっておりまして、大津緑洋高校を卒業された

方を受け入れる予定です。 
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上田分科会長 関連ございますか。は（「なし」と呼ぶ者あり）ほかに質疑ございました

ら。 

中平委員 水産に関する最後の質問にいたします。同じページでございます。第 3 目

「水産業振興費」、事業コード 145「藻場保全活動に伴う J ブルークレジット活用モデ

ル事業」、予算説明書が 22 ページでございます。この藻場調査委託先についてお伺

いいたします。 

水産振興班長 藻場調査の委託先としては、入札によってコンサルタントの業者さん

に調査業務を委託する予定にしております。 

中平委員 これは、藻場調査に、仙崎地区の漁業従事者、漁業協同組合員の方々の

関与というか、手伝ったり、船を出したりするのか、お伺いいたします。 

水産振興班長 コンサルタント業者の方が実際に、水中の海藻の状況や海藻を採取

して調査を行うことになります。やはり調査を行う場所が、漁船以外の観光汽船の航

路となっていたり、またサンプルとして海藻を採取しますが、その漁業権が設定してあ

るものも採取することになりますので、その調査時の安全や漁業権に関連するトラブ

ルを避けるためにも、地元の漁業者の船舶、立会いの下に調査を行うことになります。

（「はい、結構です」と発言する者あり） 

上田分科会長 関連はございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは、ほかに質疑

がござい。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは、今一度、農林水産課所管全般にわたりご

質疑はございませんか。 

首藤委員 それでは、担い手確保全般についてお伺いします。長門の一次産業で、

特に農業も今、経営体が 755 程度になっているということで、5 年前のセンサスから

比べて 300 経営体が減っているということで、大変危機的な状況であるというふうに

考えます。農業は特に私たちの食料、命そのものに関わることですので、こちらの予

算をしっかりと確保していっていただきたいというふうに思うんですが、市の見解は

いかがでしょうか。 

副市長 ご質問でございますけれども、先ほどから担当課のほうで、お答えしており

ますように、農業者の担い手の確保については、これはもう農林水産業も一貫して従

来から、いの一番の施策だということで進めているところです。水産業であれば漁協

も、本当に水産事業者、非常に皆高齢化が進んでいます。それと、先だっても報道に

出ておりましたけれども、中国地区でいわゆる高齢化が進んでいる県は山口県のみ

でございます。そういった意味からも、この若手にとにかく参入していただく、これは

市長も常々考えておりまして、そのためにも、こういったその農業法人に入るというこ

とも1つの選択肢ですけれども、一次産業に強い企業もございます。いわゆる民間企

業ですが、そういった企業の誘致にも取り組んで、その若者にとって参入しやすい第

一次産業というものに向けて日々努力してまいりたいというふうに考えておるところ

でございます。 
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上田分科会長 今一度で、ほかにございましたら。 

重村委員 それでは、今一度で副市長に見解を尋ねます。今日、審査の中で、分科会

の審査で畜産団地の整備計画のところは時間を取りました。わずか 1 千数百万単位

の予算で、なぜこれだけ審議がっていうのが、令和 8年度の予算だけじゃなくて、そこ

から後ろが見えないと、なかなかこの事業の賛否っていうのがなかなか問えないとい

うことだったんだろうというふうに思います。この計画について、私は畜産振興計画に

も掲げてあるし、市長の選挙公約ですよ。簡単に言いますと、この牛のこの計画って

いうのが、例えば 200 頭規模って考えただけで、今子牛が 1 都 70 万円とすればね、

1 億 4,000 万円の投資が必要になってくるわけです。だから、僕はね、農家さんに 1

億 4,000 万円ですよ。リスクを背負う事業だと思ったら、簡単に参加してみますって

言えないのが当たり前だと思うんです。2つの経営体が一緒になっても 1人 7,000万

円ですよ。だから、議論の中で私は、農家さんのやる気が見えたらやりましょうってい

うね、県とか JA とかいうのも、そういう言い分のやり方もあるのかなと思うけど、ここ

はやっぱり長門市、特にやっぱり市長が、この計画を続行していくのか続行しないの

かも含めて、もうリーダーシップを取らないと、私は農家さんもついてこない、判断が

できないと思うんです。畜産団地を建てました、そこで経営を始めてください、子牛で

いうと 8か月齢ぐらいの子牛が入ってきて、実際に 30か月齢ぐらいで出荷ができる。

約 2 年間は無収入ですよ。子牛を 1 億 4,000 万円分入れて 2 年間無収入、餌代を

あげる云々。そういうリスクを簡単に農家さんが、条件提示をしないで参画しますっ

ていうのは、僕はあり得ないと思ってて、やっぱりここは、市長がリーダーシップをとっ

て、やっぱり山口県、JA、国、ここらあたりをきちんと固めるっていう作業をこの 1 年

間でしていただけないでしょうか。そして、市としては、例えばその 2 年間無収入の部

分をこういう補填をしますっていうのもちゃんと、農家さんに提示しないとね、私は農

家さんが怖くてやれないと思いますよ。判断できない。だから、農家さんは参画者が

ないっていうのが、そういう大きな事業だからですよ。500 万円レベルであれば、思う

んだけど、1 億 4,000 万円ですよ。今の換算でいっても。だから、私は参画者がなか

なか現れないのが当たり前だって僕は思ってるんです。だから、そのためにもやっぱ

り市長がリーダーシップを取って、その 2 年間っていうのはこういう補填をきちんとし

ていくとか、条件を出して農家さんに判断を仰ぐということをしないと、この事業は僕

はね、順次、基本設計だ、実施設計だって計画だけが先に行ってということになりか

ねない。だから、私は議会としたら、今年度の予算は通過させたにしても、次のときに

そこらあたりが明確じゃなかったら、これはやっぱり議会として私はなかなか承認もで

きる方向ではないだろうというふうにも思いますし、私は、事業のこの肥育の牛の撤

退も含めて、今の空いている、先人の方が使ってたところを使って小規模に始めてい

く、そういうことも含めてね、やっぱり市長のリーダーシップをちゃんと明確に表して

いただきたい、そういうお願いをしたいと思いますけれども、副市長、代弁者として見
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解を聞かせていただきたいと思います。 

副市長 まず、現在の長門市のいわゆる長州ながと和牛の置かれた状況を若干申し

上げたいと思いますけれども、今、肥育農家は、繁殖農家が 56 件ございますけれど

も、わずか 4件でございます。このわずか 2年の間に 2件離農されています。そして、

年間 179 頭だけ肥育されてますけれども、その結果、年間の出荷頭数は 100 頭でご

ざいます。この 100 頭がどこに行くか。このうちの 60 頭については JAなり丸久が買

い戻すという形で県外から仕入れておられます。そして、残りの 40 頭は全て市外へ

逃げていっていると、こんな状況にございます。このままでは、この長州ながと和牛も

ジリ貧でございます。そういった意味で、市長は公約にこの畜産団地造成ということ

を掲げて選挙に臨み、今に至っているわけでございますけれども、確かに委員もおっ

しゃるように、肥育農家からすれば大変な投資、そしてその間無給であるってことは

重々承知しております。そのために、例えば耕畜連携による自給飼料生産の拡大とか、

それからキャトルステーションとの連携による肥育素牛の安定供給、こういったことで

生産コストを抑制し、採算性が取れる形に持っていこうとして、できるだけと言います

か、ぜひ地域一貫生産体制をつくりたいというのが今回の畜産団地の狙っているとこ

ろではございます。その意味で、今回 27 日に第 1 回のワーキンググループ会議を開

催いたしました。そこには、手を挙げられた生産者もいらっしゃいました。そして、やっ

ぱり色々と要求って言いますか、要請が出てまいりました。飼養頭数を増やそうにも

販路の拡大はどうなっているのかということ、この確保を何とかしてほしい。そのため

には、食肉加工場が県内にあるのか。実はありません。皆食肉加工をするには福岡な

り広島に出さないといけないという、そういったハードルもございます。こういったこと

をクリアしていかないといけないんですけれども、先ほど令和 13年度というお話があ

りました。もう残された時間はわずかでございます。そういった意味で、このワーキン

ググループ会議の中で、そういった生産者の生の声を、県そして JA と一緒になって

聞き、そして委員のおっしゃるような、その間の例えばデカップリングと言いますか、

そのコストの補填と言いますか、そういった現金支給なり、そういったことも必要であ

れば、次年度以降でしっかり検討してまいりたいというふうに考えております。 

重村委員 もう簡単に。僕は、事務方は一生懸命やられてると思うんです。それで、ワ

ーキンググループも一生懸命真剣に会議をされてると思います。この 1 年間で、事務

方では解決できないことがたくさんありますよ。そこをやっぱり市長が、市政を預かる

身、それから自分が言い出しっぺの事業としてね、1 年後の令和 8 年度でそこらあた

りをきちんと精査をして、判断を仰ぐ材料をきちんと出せるかどうか、これを約束して

いただきたいというふうに思いますけど、簡潔でいいですよ。できるできないで。 

副市長 ご意見を丁寧に伺った上で、令和 9 年度当初予算において検討してまいり

たいと思います。 

上田分科会長 今一度で、ほかに。 
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田村委員 それでは、重村委員と重ならない程度で同じようなことをお尋ねするかも

しれませんけれども、この第 3 期の長門市まち・ひと・しごと創生総合戦略では、2029

年のＫＰＩが 750 頭になっております。2029 年といえば、畜産団地が完成して運用開

始される都市ということで、この時点で 750 頭というのは、施設が完成してない状態

で、想定はしてらっしゃらないと思うんですね。ちょっとこのＫＰＩがどうなるのかという

のはさておきまして、牛の肥育農家さんが厳しい経営をされてるだろうと、それから高

齢化も進んでるだろうということは私でもわかります。先ほどちょっと直接支援という

言い方をしたので、ちょっとピンとこなかったっていうのあるかもわかりませんけれど

も、それこそ重村委員が言われたような、小規模なところにプッシュ型でご支援をしな

がら今の経営を維持していただいて、この畜産団地計画に乗っかっていただく。そう

いうふうな、市も、皆さんの経営を応援するからこの事業にかけてくれっていうような、

こう思いが伝わらないと、この計画が完成する段階で、その建物が完成した段階で、

その 2010 年の畜産農家さんどうなってるのか、ちょっとそこは心配なんですよ。です

から、そこまでその畜産農家さんの少なくとも現状維持をしてもらわなきゃいけない

のと、できれば前向きに参画をしてほしいというところを、ちょっと、ご見解をいただき

たいと思います。 

副市長 私が申し上げることがどこまでも気合いになってしまうかもしれませんけども、

一応この畜産振興計画上、3 本柱という形で申し上げれば、1 つは市内生産牛の購

入拡大、いわゆる肥育を買う時の肥育農家さん、今はわずか 20頭しかその市内産の

牛を買っておられないんですよ。ほかは皆市外から購入されている状況があります。

これをなんとしても市内産の牛を買ってもらうように購入拡大をしていく。そして、肥

育農家の、先ほど支援とおっしゃいましたが、肥育農家自体の経営支援。そして最後

は、長州ながと和牛に向けた販路と言いますか、出荷への誘導を図る。この 3 本柱を、

必ず完成までには成し遂げられるように努めてまいりたいいうふうに考えております。 

上田分科会長 今一度、ご質疑がありましたら……。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは、

ご質疑もないので、質疑を終わります。以上で農林水産課所管の審査を終了します。

ここで説明会のため暫時休憩いたします。委員は自席で待機願います。 

 

― 休憩 15：21 ― 

― 再開 15：22 ― 

 

上田分科会長 休憩前に引き続き会議を始めます。次に、産業政策課所管について

審査を行います。執行部の補足説明がありましたらお願いします。 

経済産業部長 それでは、産業政策課が所管します事業につきまして、補足説明を

申し上げます。歳入では、予算書 58ページから 59ページ第 19款「寄附金」、第 2目

「指定寄付金」、歳出では予算書 82ページから 83ページ、第 2款「総務費」、第 6目
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「企画費」の事業コード 067 「ふるさと応援寄附推進事業」について、令和 8 年度の

目標寄附額を 7 億 1,000 万円に設定しまして、前年度と比較し、371 万 9,000 円増

の 3億 5,218万 4,000円を計上しております。増額の要因としまして、本市への更な

る寄附額の増加を目指し、企業版ふるさと納税やクラウドファンディング型ふるさと納

税の活用を強化し、企業側に促す取組や、プロモーションの強化に伴う必要経費の

増が主なものとなります。次に、予算書 158ページから 161ページ、第 5款「労働費」、

第 1 目「労働諸費」でございますが、歳出総額が 2,543 万 8,000 円で、前年度に比

べ、414万 6,000円の増額となっております。増額した要因としまして、市内企業の人

材不足、人手不足に対応することが急務でありますことから、事業コード 045「人材確

保支援事業」につきまして、外国人材の活用に取組む事業者を支援するため、外国

人雇用に対する補助要件を拡充したこと等による増が主な要因であります。最後に、

予算書 176ページから 181ページまでの商工費でありますが、総額が 7億 3,013万

7,000 円となり、前年度に比べ、6 億 6,911 万 7,000 円の減額となっております。減

額の主な要因としましては、この後審議いただきます企業誘致・まちづくり推進課が

所管する第 2 目「商工業振興費」の事業コード 045「戦略的産業基盤強化事業」にお

いて、施設の整備が完了したことによる事業費の減が、主な要因となります。産業政

策課所管分としましては、事業コード 035「創業等支援事業」におきまして、創業希望

者がリアルな経営体験ができるチャレンジショップの取組みを支援や事業コード 070

「道の駅施設管理運営事業」におきまして、グランドオープンから 8年が経過する道の

駅センザキッチンにおいて、更なる魅力向上を目指して、直売所のレイアウト変更に伴

う設計監理業務等を新規計上いたしております。そのほかの主な事業の詳細につき

ましては、予算説明資料 6ページ及び 17ページ、それと 23ページから 25ページに

記載のとおりであります。 

上田分科会長 以上で補足説明は終わりましたので、これより質疑を行います。ご質

疑ございませんか。 

田村委員 それでは、予算書 159 ページになります。第 5 款「労働費」、第 1 項「労働

諸費」、事業コード 025「地域人材雇用支援事業」についてお尋ねをいたします。これ

対象の事業所であったり、その対象の人数であったりということが、現在あるでしょう

か。 

商工振興班長 この事業につきましては、事業者さんから雇用計画をお出しいただい

て、市が承認して、その後、雇用された時に、雇用届をお出しいただいて、雇用が 12

か月続いた時に交付申請がなされるものでございます。したがって、来年度要求され

ておるものについては、令和 6年度及び令和 7年度中が対象となっております。2社

から現在 4名に対しては補助金を交付するような形になっております。 

上田分科会長 関連ございますか。なければ、ほかに質疑がございましたら。 

中平委員 予算書は 178、179ページ、説明資料 23ページです。事業コード 025「地
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域公共交通推進事業」でございます。昨年度、ちょっと僕ら日置地区において、市民

との意見交換会において、デマンド交通に対して使いづらく、これはご誤解の部分が

多いですけど、他地区との料金格差があるとの意見を聞いて、担当課におつなぎしま

した。この意見を踏まえて、担当課は令和 8 年度の当初予算にどのように反映された

のか、お伺いいたします。 

地域交流対策班長 各地区の利用者ニーズに対しまして、運行事業者と協議を行い

まして、対応できるところから見直しを行っております。令和 8 年度におきましては、

三隅地区のデマンド交通におきまして、地域の意見を反映した形で運行時間、復路

便の見直しを実施しております。また、日置地区でのオンデマンド交通や市街地区で

のＡＩアプリを活用したデマンド交通運行システムの実証などにつきましても、令和 8

年度も継続して実施し、より利便性が向上するよう進めて行くようにしております。あ

と、料金についてであります。これも確かに利用者様からとか地域の方からの意見等

いただきますけども、この料金につきましては、バス、ＪＲ、タクシーなど他の公共交通

との運賃と比較をいたしまして、各事業者の意見もいただいた上で、長門市公共交

通協議会で諮りまして決定しております。特段、この協議会におきましては、今の料金、

市街地区内が、300 円で、市街地区におきましては 500 円から 700 円で設定ありま

すけども、ここにつきましては現時点では適正と言いますか、そういった判断をしてお

りますので、令和 8 年度におきましては運賃の変更はしておりません。引き続き、ご利

用者の意見とか運行事業者の意見を聞きまして、公共交通協議会の中で検討してい

きたいと考えております。 

上田分科会長 関連ございました。そしたら、ほかに質疑ございますか。 

重村委員 それでは、予算省、179 ページになります。説明資料は 24 ページの 1 番

下です。「道の駅施設管理運営事業」ということで、先ほど補足説明にもありましたけ

ど、開業からす 8 年経ってレイアウトを変更したいんだということです。このレイアウト

設計業務委託料、設計の業務を委託するということで 429 万円ですけども、これも、

なんて言いますか、特殊な売店としての機能をより高めると、集客性のあるレイアウト

にしていくということのちょっと特殊な設計事務になると思うんですけど、これの業務

に対して、どんな観点から委託先っていうのは決定していきたいと思われてるのか、

確認をしておきたいというふうに思います。 

政策マネジメント班長 設計業務にいたしましては、今、スーパーマーケットと商業施

設等で、そちらのほうの専門でしっかり集客等を経験している、レイアウトをされてい

る業者さんと、あとながと物産合同会社、実際現地で今まで 8 年間ほど営業していま

すので、その利用者との状況をうまくマッチングして、レイアウトのいい設計ができる

ところを、業者にお願いしたいと考えております。 

重村委員 今の説明でいくと、プロポーザル方式とかそんなんじゃなくて、そのノウハ

ウを持たれてる民間の業者の方と、ながと物産合同会社、実際に管理運営をしてると
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ころがマッチングをして新しい設計を作るという認識でいいですか。 

政策マネジメント班長 今おっしゃられたとおりで、ながと物産合同会社を中心に、業

者の選定をしてマッチングをしていきたいと考えております。 

重村委員 それじゃあ、今後のスケジュール、令和 8 年度は設計業務と、それじゃ令

和 9年度が実際のレイアウト変更事業という形で出てくるのだろうと思いますけど、そ

こらあたりのご回答と、大幅にレイアウト変更になれば、お店を休業しないといけない

ということもあろうと思いますけど、そこらあたりまで計画として何らかでできてるん

であれば、ご発表お願いします。 

産業政策課長 まず、来年度の設計業務のところの具体的なスケジュールというとこ

ろは、当然これから業者を決定していくということになりますので、令和 8 年度に入っ

て早々にながと物産のほうと連携取りながら速やかに進めていきたいなというところ

で考えておるところでございます。それから、実際、工事自体はご指摘のとおり令和 9

年度から今する予定にしております。当然、中の工事が長引けば、その間の営業保証

等というとこにも考えていかなければいけないと思ってますので、ここについても令

和 8年度の早いタイミングで、事業者っていうか出店してる業者さん等と、しっかり早

めの打ち合わせをして、そういった補償対応等も令和 8 年度中に決定していきたい

なというふうに考えております。 

上田分科会長 関連ございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかに必要ご

ざいましたら。 

米弥委員 予算書 179 ページ、説明資料 25 ページ、第 2 目「商工業振興費」、事業

コード 090「二次交通対策事業」についてお尋ねをいたします。本市と山口宇部空港

を結ぶ直行バスなんですが、昨年の利用実績をお尋ねします。また、問題点や課題

点があれば重ねてお尋ねをいたします。 

地域交通対策班長 令和 6 年度の利用実績は 308 人、1 日平均 2.9 人となっており

ます。なお、令和 7年度、今年度 1月末現在、408人、1日平均 3.2人となっておりま

す。問題点でありますけども、前年度よりは、若干増加をしておりますけども、まだま

だ、周知含めてそういった部分で少ないという現状がございます。しっかり今後実証

期間を確保いたしまして、まず宇部空港直行便があるということをしっかり周知をし

ていきたいと、その上で利用者増につながる取組をしていきたいと考えております。 

米弥委員 あと、運行日ですが、週 4 日運航で完全予約制となっております。年末年

始や大型連休時において臨時便を出しているのか。また、なければ今後運行する予

定はあるのか、お尋ねをいたします。 

地域交通対策班長 現在、臨時便という形で対応はしておりません。ただ、1 台で乗

り切れない場合は、2 台目を運行するなど増便をして、そういった運行体制をするよ

うにしております。 

米弥委員 では、最後の質問です。運行実証事業補助金が約 140 万円増額しており
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ますが、理由をお尋ねいたします。 

地域交通対策班長 主に 2 点ありまして、1 点がやはり人件費が増加しているという

点でございます。もう 1 点が、令和 7 年度は 6 月 27 日から運行をいたしました。令

和 8年度におきましては 4月からの運行を計画しておりまして、運行期間が今年度よ

りも長く実施を行うようにしておりますので、そういったことからこの運行経費が増加

し、補助金も増額してるということでございます 

上田分科会長 関連ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかに質疑ござ

いましたら。 

首藤委員 予算書、同ページです。説明書は 25 ページ、事業コードが 125「ながと特

産物振興事業」のうちこれ、ながとＬａｂで使われる消耗品や衛生費などの頻繁に交換

が必要なものについては、基礎調査ではこれが業務委託料の中に入ってるというふ

うに伺ったんですけども、これは、その今の物価高騰でこれからも値段が上がってい

くっていうことに関して言うと、これはその業務委託料を増やすことによって対応して

いくということでしょうか。 

政策マネジメント班長 委員がおっしゃられるとおり、今回も物価上昇率を加味しま

して、その 2.5パーセントほど消耗品等の予算を上げております。消耗品につきまして

は、委託料の中の内訳でいきますと 50万円となっております。 

首藤委員 もう 1 点、機器使用料について、これ言葉の意味だけになるんですけども、

これコードの 055 や 070 等で、こちらでは機器等リース料というふうに書かれてある

んですが、これ、ながとＬａｂに置いてある機械も、これもリースで借りていて、これの

使用料を払っているということでしょうか、 

政策マネジメント班長 こちらの機器等の使用料につきましては、委託先の 63Dnet

さんのほうで所有しているフリーズドライ、それの機器を、こちらのほうで、機器使用

料で借り上げまして、一般の利用者の方に使用していただいているという状況でござ

います。 

上田委員 関連でございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）ほかに質疑ございましたら。 

中平委員 予算書は178、179ページです。説明資料は24ページ、事業コードは035

「創業等支援事業」でございます。これ、昨年度当初予算に比べたら 650万 1,000円

の増額になっております。そうなった理由は、チャレンジ長門創業応援事業等委託料

と思われますが、その他あればお伺いいたします。 

商工振興班主査 創業等支援事業の増額についてですが、こちらについては創業支

援事業費補助金が 600 万円ほど増額となっておりまして、そちらが主な要因となって

おります。こちらについては、開業される方に対しまして開業費用の一部を補助する

制度となっておりますが、令和 7 年度につきまして、直近に比べ、申請件数及び 1 件

あたりの補助額が高額であったことに加えて、指定区域内での創業件数が想定を上

回ったことにより予算不足が生じましたので、今年度につきましては、12 月に 220 万
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円ほど増額補正したところでございます。また、補助要件である企業カレッジの参加

者、こちらにつきましても、令和 6 年度に比べて 1.5 倍ほど増加したところでございま

すので、令和 8 年度当初予算については 600 万円ほど、増額計上したところでござ

います。 

中平委員 ちなみに、企業カレッジ参加者と年度ごとにお伺いいします。 

商工振興班主査 企業カレッジの参加者数ですけれども、令和 6年度が 14名、令和

7年度が 20名となっております。 

上田分科会長 関連ございましたら。（「なし」と呼ぶ者あり）では、ほかに質疑はござ

いませんか。 

田村委員 予算書 179 ページです。事業コード 055「長門市しごとセンターを核とし

た地域未来創造事業」になります。このしごとセンターの事業全般を通して、何て言う

か、数字的にいい波及効果のようなものがあるだろうと思うんですけれども、そのあ

たりいくつかご紹介をお願いします。 

商工振興班主査 利用者の人数になるんですけれども、平成 30 年から令和 6 年度

までの人数になりますが、当初は 1,754 人、その次が 3,499 人ときまして、令和 6 年

度につきましては 7,471 人の利用者がございました。その中でも、中高生の人数は、

1階のコワーキングスペースで、令和 6年度で 3,091人に対して、中高生は 2,452人

の利用者がございました。 

田村委員 はい、わかりました。ここにありますけれども、「ひと」と「しごと」のハブ機能

構築事業費補助金、NPO 法人つなぐに支払われてますけれども、NPO 法人つなぐ

の役割について、令和 8年度にどのような役割を求めるのか、お尋ねをします。 

産業政策課長 NPO 法人つなぐに対する期待する役割というところでございますけ

ども、当然私どもも定期的に NPO 法人のスタッフのほうとお話をしておりまして、基

本となるのは基本的に 3本柱だろうというところで話をしてます。1本目についてはキ

ャリア教育、そして 2点目については創業支援、それから 3点目については人材確保

というところで、この 3 本柱で今後取組を強化していこうというところで話をしており

ます。スタート時点については、基本的に学生に対する取組というところで、教育面を

中心に動きをつくっておったんですが、やはり地元企業さんとのつながり、そういった

とこもつなげていかなければ、ここもしっかりやっていかなければいけないというとこ

ろで、先ほど申しました 3本柱というところで、令和 8年度以降についても、力を入れ

て強化していきたいなというふうなところで話をしておるところでございます。 

上田分科会長 関連はございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）そのほか、質疑はござい

ませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）今一度、産業政策課所管全般にわたりご質疑はご

ざいませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）ご質疑もないので、質疑を終わります。以上で、

産業政策課所管の審査を終了します。ここで説明員入れ替えのため暫時休憩します。 
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― 休憩 15：44 ― 

― 再開 15：45 ― 

 

上田分科会長 休憩前に引き続き会議を始めます。最後に、企業誘致・まちづくり推

進課所管について審査を行います。執行部の補足説明がありましたらお願いします。 

経済産業部長 それでは、企業誘致・まちづくり推進課が所管します事業について補

足説明申し上げます。予算書では 180 ページから 181 ページ、説明資料では 26 ペ

ージに記載しておりますが、第 7 款「商工費」、第 2 目「商工業振興費」におきまして、

事業コード 710「情報通信関連企業等集積拠点施設維持管理費」に新たに事業コー

ドを追加し、1,750 万 2,000 円を計上いたしております。これは、本年 4 月 1 日に供

用開始いたします情報通信関連企業等集積拠点施設につきまして、令和 8年度は市

直営での施設管理を行いますことから、維持管理経費にかかる費用を計上したもの

であります。そのほかに関しましては、企業誘致に関する部分につきましては、一般質

問並びに議案質疑においてご答弁を申し上げたとおりでございます。また、そのほか

の主な事業の詳細につきましては、説明資料 24 ページから 26 ページに記載のとお

りとなります。 

上田分科会長 以上で補足説明は終わりましたので、これより質疑を行います。ご質

疑はございませんか。 

中平委員 予算書は 178、179 ページ、第 2 目「商工業振興費」、事業コード 135 で

す。俵山温泉活性化事業、これは説明資料 25 ページでございます。このグランドデ

ザイン具現化支援業務委託料、この委託先とその会社の実績です。委託料が昨年度

より 200万円ほど増額となった理由も合わせてお答え願います。 

地域経済対策班長 委託先につきましては、株式会社瀬戸内ブランドコーポレーショ

ンを想定しております。同社は、令和 5 年度に俵山温泉グランドデザインの策定を委

託した業者でございまして、グランドデザインの中におきましてもビジョン具現化の牽

引役として定義をしたところでございます。令和 6 年度、7 年度におきましても、この

グランドデザインを具現化しますための組織として設立をしました俵山温泉エリアプ

ラットフォームの運営業務を委託したところでございます。昨年 4 月には、グランドデ

ザインの核となりますまちごと旅館の運営を担う事業会社を同社の 100 パーセント出

資により設立をしていただいているところでもございます。また、前年度比 200 万円

の増額につきましては、新たに俵山温泉に関しますポータルサイトを構築するための

費用を計上させていただいております。 

上田分科会長 関連はございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）では、ほかに質疑がござ

いましたら。 

田村委員 それでは、予算書の 181ページです。事業コード 140「仙崎地区活性化事

業」になります。説明書は 25 ページですね。地域経済循環創造事業費補助金、これ
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は 2,500 万円ですか、これにかかるみすゞ通りの交流拠点施設整備の具体的な内容

についてお願いします。 

地域経済対策班長 こちらは、仙崎通り町協議会の若手のメンバーが、みすゞ通りの

賑わい創出のため、通りの古民家を改修しゲストハウス、飲食、物販テナントが一体

となった交流拠点となる施設を整備するものでございます。 

田村委員 では、そのゲストハウスの運営ですけども、これはどちらがやられるんでし

ょうか。建設される方がされるのか。 

地域経済対策班長 事業主体といたしましては、エリアブランディング事業を実施し

たんですけれども、その中心的役割を担いました仙崎通り町協議会の若手メンバー

が設立をします合同会社を想定しております。 

田村委員 合同会社への市の関わりは、どうなるんでしょうか。 

地域経済対策班長 この制度を活用するにあたりましては、事業主体のほうから市に

申請をいただきまして、副市長を会長とします審査会を設けておりまして、その中で

事業の補助事業を対象とするかどうかを判断した上で、そのプロジェクトの事業に該

当すると判断をしたところでございます。 

田村委員 ごめんなさい。運営費の補助が今後発生するかどうかの確認でした。 

地域経済対策班長 こちらの補助につきましては、あくまでも初期投資費用の補助で

ございますので、運営にかかる費用等は想定しておりません。 

上田分科会長 関連はございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ほかに質疑が

ございましたら。 

田村委員 予算書 179ページです。事業コード 045「戦略的産業基盤強化事業」につ

いてお尋ねをいたします。これは一般質問もありましたし、先ほどおっしゃったように

本会議の質疑と答弁もございましたけれども、もしかして重複したらすみません。まず

1 つ目です。令和 8 年度からのコンサル委託について活用する地域未来型交付金申

請の際に提出した計画期間内の中間評価の指標となる目標値及び計画期間終了後

の事後評価の指標となる目標値がありましたらお尋ねいたします。 

企業誘致班長 いわゆるKPIにつきましては、必須KPIとして市内企業におけるDX

実装企業の割合ということをKPIとして出してます。その他、この業務により支援した

新事業の数でありますとか、本事業により課題解決につながった件数等を KPI とし

て設定しているところでございます。 

田村委員 ここに地方創生の内閣府のページの事業概要というのがありましたので、

ちょっとそれから確認をさせていただきますけれども、ＫＰＩ以前伺ってたＫＰＩとここに

書いてあるＫＰＩが違うんですが、どちらが正しいのかというところの確認です。1番、Ｉ

Ｔベンチャー企業誘致数が 28件となってますけれども、これは正しいですか。 

企業誘致班長 先ほどお答えしましたのは令和 8 年度からの予算についてのお答え

でしたので、今現在申請してます。申請の内容におけるＫＰＩについてお答えしたとこ



74 

 

ろです。 

田村委員 でしたら、そのＫＰＩ数値でお示しいただいていいですか。 

企業誘致班長 市内企業におけるＤＸ実装事業の割合として、目標値として 22 パー

セント、それから、本事業により支援しました新事業、新サービスの件数として 18 件、

それから課題解決につながった件数として 75 件、それからインターンシップのプログ

ラムの参加者数として 150人という目標値を申請しております。 

田村委員 22パーセントというのは件数に直せますかね。 

企業誘致班長 およそ市内 1,600 企業があるとした場合には、およそ 22 パーセント

で 350社程度になると考えてます。 

田村委員 じゃ、これ全産業ということですよね。市内の全産業に対して、第一次産

業も含めてということでよろしいですか。 

企業誘致班長 お見込みの通りです。 

田村委員 はい、わかりました。ちょっと一旦ＫＰＩから外れますね。いよいよ今度、3月

17 日に竣工式を迎えて、4 月から運用開始するということになるんですけれども、こ

れまでの戦略的産業基盤強化事業で誘致した事業者数とその事業者での長門市内

の雇用者数、これ一般質問でお答えがあったかもわかりませんけれども、お願いしま

す。 

企業誘致班長 戦略的産業基盤強化事業で誘致をした事業者数ですけれども、令和

5 年度は 1 件、それから令和 6 年度も 1 件。なお、お地元の雇用につきましては、令

和 5年度が 1名、令和 6年度は 3名になります。 

田村委員 令和 5 年度が 1 件、令和 6 年度が 1 件ということです。一般質問の時に

答弁にありました 7,300 万円っていうのは、この今の数字に対しての実績の元という

ことでいいですか。 

企業誘致・まちづくり推進課長 委員お見込みのとおりでございます。 

田村委員 企業誘致の難しさというのが、この数字にも表れていると思います。なん

て言いますか、この話はこのぐらいにしておきたいと思いますけど、難しいなと思うと

ころです。今度、ちょっと雇用の話、先ほど伺いました令和 5年が 1名、令和 6年が 3

名ということでしたけれども、これは 4名とも、お若い方なんですかね、30歳以下とか

そんな感じなんすか。 

企業誘致班長 30歳以下の方は 1名になります。 

田村委員 はい、わかりました。私も年齢にこだわるつもりはありませんが、確認でし

た。じゃあ、ちょっと次の質問に行きますね。これまで進出協定を結んでおられます、6

社というふうに聞いておりますけれども、何かちょっとカテゴリーがあって、その中の

どれかのカテゴリーが 6 社ということがありましたらあれなんですけど、この 6 社、そ

もそも合ってますかね。 

企業誘致班長 いわゆるＩＴ企業というくくりでいきますと 6社になると思ってます。 
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田村委員 現在も長門に来てらっしゃるところと来てらっしゃらないところが、来てら

っしゃらないところがあるんですかね。 

企業誘致班長 6社のうち、進出を断念されてるところもございます。 

田村委員 わかりました。断念ということは、いらっしゃる。いや、そのいらっしゃる時

期いつ頃ですかって聞こうと思ったんですけど、いらっしゃらないっていうことですか

ね。 

企業誘致・まちづくり推進課長 先ほど企業誘致班長が 6 社と申しましたが、またタ

イミング的には、2 社、1 社、3 社というような形で進出協定のほうをしております。上

からで、最初の 2社のうち、1社のほうがちょっと進出断念されてるというのが 1件で

す。3社目につきましては、この 4月にもうＩＴ拠点のほうに入るという方のお話を聞い

ております。残り 2 社につきましても拠点に入るべく今準備を進めているというところ

で聞いております。それから、そのうち 1 社につきましては、進出協定を交わした時は

割と経営状態が良かったんですけど、今現でちょっとなかなか、サテライトオフィス進

出するまでに至っていないというところから、少しちょっと期間はいただけないかとい

うことことで、継続して交渉と言いますか会話をしているというところでございます。 

田村委員 これ一般質問の中でお答えがありましたけれども、いや、違う。一般質問

の中では開業時の入居者が 0 社というふうにお答えになりましたけど、その後、新聞

報道で 3 社ということになっておりますけれども、1 年目に 10 社目指していらっしゃ

いますけれども、現状どうお考えか、担当課にお尋ねします。 

企業誘致・まちづくり推進課長 実感としては、やっぱり田村委員おっしゃったように、

企業誘致は難しいなというのを、こう感じているところでございます。ただ、企業誘致

そのもので、特にＩＴ拠点につきましては、未来への先行投資という中で、我々はあく

まで楽観的には捉えているところでございます。ＫＰＩ達成に向けては、現時点でこう

明確な、10社というＫＰＩ達成に向けての明確なこの要素というのは決して多くはない

と言うんですけれども、行き過ぎた悲観は活力失うだけだというところであり、確固た

る意思とそれから揺るぎない熱量を持って、我々は建設的な楽観主義で企業誘致に

当たっているところでございます。今 3 社というところですが、これは 3 社しかではな

く、もう3社も集まっているというような発想の転換こそ、我々企業誘致に携わる職員

に求められるスキルではないかというふうに思ってます。 

上田分科会長 関連ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）ほかに質疑がございました

ら。 

田村委員 それでは、この予算の中のこと聞きましょう。業務等委託料 4,500 万円が

あります。この 4,500万円の内訳について説明をお願いいたします。 

企業誘致班長 内訳でございますけれども、大きく 2つございます。1つは、地域経済

競争支援プラットフォームということで、現在の企業誘致業務の発展的な形で委託料

2,500 万円を公募により選定をすることを想定してます。それから 2 つ目に、新規事
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業開発支援業務ということで 2,000 万円を予定してますけれども、こちらにつきまし

ては IT 拠点の中に設ける予定としてますワンストップの相談窓口、こちらに相談のあ

った案件の中から支援をするということを想定してます。 

田村委員 わかりました。これから委託先を決められるんですけれども、委託先の選

定方法についてお尋ねします。 

企業誘致班長 広く公募により選定をしていきたいというふうに思ってます。 

田村委員 先ほどちょっと、コンサルにかけた金額に対してなかなか企業誘致っての

はうまくいかないなという話をさせていただいたんですけれども、この委託先に対し

て、求める達成の数値のようなものっていうのは設定されますか。 

企業誘致班長 先ほど答弁したとおり、国の交付金を活用する事業でもありますため、

申請で、先ほど説明したＫＰＩに加えまして、独自に事業者からの提案による目標設定、

こういったものも求めていきたいというふうに考えてます。 

田村委員 その設定するＫＰＩですけれども、これは達成した時点で全額払われる、一

部固定、一部歩合のようなものなのか、それとも達成してもしなくても全額支払うも

のなのか、どちらですか。 

企業誘致班長 業務委託につき、達成に関わらず、必要な経費として委託料としてお

支払いする予定です。 

田村委員 はい、わかりました。効果が出るか出ないかわからないけれども、あれで

すか、全額は保証される、何か途中経過の報告みたいなものって求めるんですかね。 

企業誘致班長 当然、もう定期的に打ち合わせもしながら進めていきますので、そう

いった進捗の管理というのは徹底してやっていくつもりです。 

田村委員 これまでもそうだったんですかね。 

企業誘致班長 これまでも当然そのように進めております。 

田村委員 今年というか来年度、市の直営で運営をされるということですけれども、

その運営によって、その直営で運営することによって得られたそのランニングコストで

あったり、その運営にかかる費用っていうのは、今後の指定管理者の募集に反映され

るということなんですかね。 

企業誘致・まちづくり推進課長 お見込みの通りでございます。 

上田分科会長 ほかに関連ございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）ほかに質疑がご

ざいましたら。 

重村委員 それでは、説明資料 26 ページです。先ほどともう随分事業的に、事業費

目は違いますけど、関連してるＩＴ拠点の施設の維持運営費です。1,750 万 2,000 円

ほど今回計上がされておりますけれども、令和 8 年度に限り、市の直営でしていくと、

施設を近いうちにも竣工式もあるわけですから。で、ここで市の職員が直営でやって

いく、常駐するかどうかというのはどのように考えていらっしゃるのか、お尋ねしたい

と思います。 
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企業誘致・まちづくり推進課長 常駐で考えております。企業誘致推進室というのが

新設されますので、そのメンバーであそこに常駐するというかたちで考えてます。 

重村委員 推進室がそのまま向こうの三隅の拠点に行くということで、メンバー的に

は何人ぐらいの人数になるか教えてもらっていいですか。 

経済産業部長 部下設置条例の中で、部課変わって、体制については、担当部から

は現在いる課員をそのまま持っていって欲しいっていうところは、企画総務部のほう

にお伝えはしておりますが、まだ明確な回答はいただけておりませんので、まだ、この

場で、何人体制でできるというものがお答えできない状況でございます。 

重村委員 はい、わかりました。新年度に入らないとそこらあたり明確な数字は出な

いということで。それでは、歳入についてお尋ねをします。第 15 款「使用料及び手数

料」、第 6 項「商工使用料」、第 1 目「商工使用料」ということで、ここの三隅の拠点が

出来上がったことによって、施設使用料ということで 1,690万 9,000円が計上されて

ます。予算書は、去年の夏ぐらいからね、原課でこう作られて、今年に入って、多分、

副市長、市長査定を通過したというふうな認識なんですけれども、この 1,690 万

9,000 円について、積算の根拠、どういう数字を掛けてこの金額、使用料が入ってく

ると予測されるというところに至ったのか、ご説明をしていただいていいですか。 

企業誘致班主査 オープン時には 10 社を誘致するっていうことをＫＰＩとして設定し

ておりましたので、これを目標の根拠として歳入予算を計上しております。 

重村委員 はい、わかりました。原課としては、私はそういう考え方でいいんだろうな

と思いますけれども。これまた今一度で聞いてもいいんですけど、予算書っていうの

は、僕は長門市政の見積書だと思ってます。当初予算のこの今現時点である数字っ

ていうのは見積書。歳出に限っては、私は、見積もりの中でも、ある意味上限額を決

める、この事業にはいくら必要だというのを定める、歳入に関しては基本的にこの数

字は間違いない、または確約がある、裏で、確約がある、入ってくるのが当然、なんて

いうのか、ほぼ間違いないというものを私は予算書っていうのは計上すべきだという

ふうに思うんですよ。確かに、当然目標数値だからここに入れましたというのはあれ

ですけど、今年の財政課の査定、それから副市長、市長査定の中でね、4 月の当初か

ら 10 社でスタートできる、それでもう計算してある。歳入というのは、私は非常に不

誠実な予算、特に歳入ですから、予算書ではないかなという私は見解を思ったんで

すけど、これはまあ課長か部長でないとね、担当職員では難しいと思いますけど、そ

こらあたりどうですか。それじゃ、この歳入にあげた 1,600万円余りの金額っていうの

を、それは不可能ではないかもしれない、だけど実際どうなのかって考えた時にね、こ

の金額を上げてくるっていうのは、市の財政を預けるそのプロの見解としてね、私は

市民に対してどうなのかなっていう思いがあるんですけど、これは部長のほうがいい

かもしれない、見解を。 

経済産業部長 今の予算を組むにあたって、今の歳入については、委員おっしゃるよ
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うに、現状をどういうふうに捉えてやっていくのかっていうところもあるのも事実だと

思いますし、一方では、やっぱりもう見込みを立てて、これだけの収入を見込んで

我々とすれば、しっかりと令和 8 年取り組んでまいりますというところでもありますの

で、この現状、この 4月の供用開始に 3社でスタートにはなりますが、今のその入り込

みの見込みを担当課として、今のその企業誘致の、今複数社と交渉してるっていうの

はこれまでも議会答弁でも申しておりますけども、それがうまくこの誘致に結びつい

て入っていただけるというふうに全力を示すっていうところであるとすれば、予算要

求段階で、財政課に対しても、しっかりとここの財源を確保してまいりますと、こういう

ふうなところで要求をさせていただいてるところでございます。 

重村委員 はい、わかりました。課としては、歳入歳出の予算を決定していくときに、

仕方なかったのかもしれませんけど。例えば、ふるさと応援寄付金みたいにね、7億円

を目指すんだと。実質、この前の補正でも 1 億 5,000 万円とか減額して、いや、達成

できそうにないからという減額補正してますよ。こういう歳入の予算っていうのはね、

目標数値を若干高めに設定してね、職員、部下が一生懸命なってそこに向いて行くっ

ていうのは、私はありだろうと思いますけど。こういう、実際に建物が出来上がりまし

た、そこにはこういう費用が、維持管理費が発生します、それで、そこには歳入として

これだけのものが受け入れられる予定ですっていうような段階の私は、予算っていう

のはもっと現実に近い数字をね、やっぱり作って示していくというのが私は誠実な予

算書ではないだろうかという、非常に、昨日の夜も見て、非常に疑義が、これは目標

数値だからその数字を上げるんですっていうのは、それは課としてはいいかもしれな

いけど、それを、私は、後で聞きますけど、いや、副市長も市長も査定で、それはもう

直近の 2月ぐらいに見られてるわけですから、この数値っていうのは本当に誠実な数

字かということを、私は考えるべきではないかなっていうふうに思ったんですけど。後

ほど副市長に確認をさせてもらいますから。 

上田分科会長 関連ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）ほかに意見ございましたら。

（「なし」と呼ぶ者あり）それでは、今一度、企業誘致・まちづくり推進課所管全般にわ

たりご質問はございませんか。 

田村委員 重村委員がされるでしょうから先にやりましょう。戦略的産業基盤強化事

業についてお尋ねをいたします。先ほどコンサルの委託について、質疑をさせていた

だきましたけれども、コンサルを使って来た進出協定を結んだ企業が 6 社。先日、一

般質問の中で、長門に進出してきた企業が 12社というふうにご答弁がありました。企

業誘致なかなか難しいというところはですね、私も、それは、お金かけてからそれがそ

のまま成果に上がってくるっていうふうなことは思ってませんけれども、これ、あれじ

ゃないですかね、コンサルがいなくても企業が進出してくる、長門市って、なんかそう

いう魅力があるんじゃないかなと思うんですよ。コンサルの条件、先ほどはもう業務

委託だから KPI を達成しようがすまいが全額お支払いをするんだというふうなお答
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えでしたけれども、成果に対して金額の大きさっていうのって、なかなかこう市民の方

に聞かれた時に説明するのが難しいんですけれども、この辺り、今年度これが通った

ら来年度も再来年度も継続していかれるっていうふうなことを企業誘致に関しては

思ってらっしゃいますか。 

副市長 この企業誘致、特に情報関連企業に関しては、今委員が前半のほうでおっし

ゃいましたけれども、黙ってても来るような状態ではないんです。もうこれはもう完全

な地方公共団体間の競争となっています。特に、私ども山陰道なり、新幹線なり、そう

いったアクセス関係に至っては、本当に離れた過疎地域にございます。そうした中で

ですね、どうやって、特に若者に人気の高い情報通信関連企業を呼んでくるかという

ことになれば、それはもうその道のプロと言いますか、これをプロポーザルで選んだ

わけでございますけれども、そういったコンサルの横連携、ネットワークというものが

非常にこの業界では効いてくるというふうに私どもは把握しております。その中で、大

変金額的には高額かもしれません、確かに。しかし、前半、この事業が始まった当初

は、もうそのパンフレットからですね、そのコンサルがしっかり作ってくれて、そして受

けの良い、この長門市内の企業主のインタビュー記事から何から載せて、これならち

ょっと行ってみようかというような、企業側にとっては非常に関心を引くようなですね、

そういう編集をしていただきました。そういった意味で、この 2，500 万円と言います

か、これが確かに金額的には高いとは思いますけれども、後々入ってくる企業、誘致

してくる企業から得られる市としての利益を考えた時には、費用対効果としては大変

十分だというふうに考えているところでございます。 

田村委員 先ほど副市長もおっしゃいましたし、実は市長も一般質問のご答弁の中で

おっしゃったんですけれども、イノベーション起こすようなＩＴ企業を誘致するのにパン

フレットっていう紙媒体が出てくるのが、なんか違和感があるんですよ。ちょっとその

辺りについては、ホームページっていうか電子媒体というか、そういったものを活用し

てっていうふうなことになってくるんじゃないかなと思います。あと、令和 5 年 3 月の

委員会の際に、長門市は後発であると、後発であるがために先発した自治体の失敗

事例を学んで事業計画を立てることができるというようなご答弁をいただいておりま

す。そういったものをしっかりと反映をしていただいて、コンサルの方来ていただくと

きには、そのコンサルの方を使った先行事例なり失敗事例なりっていうのがあるでし

ょうから、その辺をきちんとこの予算の中に反映をさせていただきたいと思うんですよ。

そういった他市の先行事例、後発であるがために我々が有利であるというふうなこと

をちょっともう 1 度、まあその時おっしゃったのは副市長じゃないですけど、もう 1 度

おっしゃっていただきたい。 

副市長 令和 5年の答弁内容と今おっしゃったんですが、ちょっと私、その辺りが記憶

に乏しいところがございます。先ほど委員が前半におっしゃいました、この時代にあっ

て、そしてＩＴを相手にして紙媒体とは、というようなお話ありましたけど、これは、市長
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が、トップセールスで行く時に持って行って、そして対面によりリアルでご説明すると

きには欠かせないものなんです。これはもうデータで云々の話ではございません。頭

を突き合わせて、これだから長門市にお越しくださいというふうに市長が訴えるのに

は最適なツールだと私は思っておりますし、それはコンサル側もそのために、編集をし

ていただき出来上がった冊子でございました。それはもう担当課で作った物とは比べ

物にならないぐらい相手の心を揺さぶるような代物だったというふうに考えておりま

す。そういう意味では、失敗事例って言いますか、当然、成功事例、失敗事例につい

ては、日夜担当課が、そのコンサルと膝を突き合わせて話をしておりますので、その

あたりは当然、今回の 2,500万円の執行にあたっても、ここはこうしなきゃいけないと

か、そういったところを十分認識しながら進めてまいります。これ毎年度予算でござ

いますから、当然プロポーザルは毎年度続けるんですけれど、私もそのプロポーザル

の委員長でありますので、その辺りはヒアリングにおいて確認しながら選定をしてい

るということはご理解賜りたいと存じます。 

上田分科会長 今一度で、ほかに……。順番通り行きましょう。 

重村委員 それでは、もうある程度話してますから、副市長から見解をお尋ねしたい

と思います。先ほど言いましたけど、今回の審査っていうのは、長門市民にとっての、

この 1 年間、新年度の予算を、皆さんから集めた税であったり、皆さんのおかげでい

ただいた交付税、こういったものをどういうふうに皆さんに還元していくかという予算

書だと思います。当然、私たちが審査する中では、事業費に使う歳出を見て、それじ

ゃあその財源はどうなかというところを見れば、当然そこに当てられる歳入というもの

が確保されてるというのを見て、審査を行うべきだと私は思ってます。ですから、例え

ばこの分であれば 1,750 万 2,000 円の維持管理費、市が直営で行う令和 8 年度に

ついてかかるということが歳出で示されてます。その裏付けというのが、それじゃあ歳

入はどうかっていうと、持ち出しが少ない 1,690 万 9,000 円の使用料が入ってくると

いうふうに執行部は予測をしてくれてると。それがある程度確実性があるものだから

ここに乗ってるというふうな、私は、議員は認識を持って私は審査すると思うんです。

担当課がおっしゃったのは、わからなくもないです。この 4 月にスタート、開始をして、

スタートするときには 10 社が目標だと、じゃ、10 社で計算を立ててこうっていうこと

はあると思いますけど、副市長査定、市長査定になれば、もう年を越して、1 月、2 月

の話だと思うんです。その中で、私は誠実な予算書を作るという上で、10社の見込み

っていうのは非常に厳しいと。やっぱり現実に即した歳入歳出の予算をお示しして、

審査をいただいて、市民にも公開できる予算書にしたいという思いで、私は副市長が

そこらあたりを支持されても全くおかしくないという、私は見解を持ってるんですけど、

副市長は計画書に載ってる、極端に言ったら非常に厳しい、あとで減額補正を必ずし

ないといけないような数字でも問題ないんだという認識なのか、確認をさせていただ

きたいと思います。 
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副市長 ご覧のとおり、決して歳出と同額の使用料を計上しているわけではございま

せん。担当課では、今ＫＰＩを前提に、という話がありましたけれども、査定においては、

今この 3社というふうになっておりますけれども、向こうの都合で、4月、5月、いわゆ

る 4 月 1 日はちょっと無理だという会社もあるわけです。また、その 1 社がその 1 部

屋だけを借りるわけではない。そういったところも一応確認をさせていただきます。つ

まり、2部屋、3部屋という企業もあります。だから、その 1,690万円については、その

あたりを斟酌して、おそらくこれだけ入ってくるであろうという数字をベースに使用料

を持ってまいりました。今、その他財源も入れて一応一般財源なしという形にしてま

すけれども、このＩＴ拠点施設を作るにあたっては、当然その企業の入居料を持って

算出するんだというスタンスで臨んでおりましたので、今回は一般財源なしという形

のところをまず見て、そして確実に取れるであろう 1,690万円、これについてはそのま

ま計上しました。現時点の見込みでございますけれども、その足りない部分について

はその他財源で補填をしたというところはご理解を賜りたいというふうに存じます。 

上田分科会長 今一度、ほかに質疑がございましたら。 

谷村委員 歳入の甘い形状って言いますか、私だったらその使用条件で、一般質問

にもございましたけど、土曜、日曜、祝日は使用しないという地元のことですけど、そ

ういった施設を使用させて、わずかでも、収入を得ようという気持ちになると思うんで

すけど、その点、変更のお気持ちはないんでしょうか。 

副市長 確かに青写真の上では地元の方々との交流の場というところも考えてはい

たんですけれども、まず申し上げたいのは、今、飲食店、いわゆるカフェテリアとして

予定していたところに入居する事業者さんの予定が実は立っておりません。ですから、

最初、スタート時点ではおそらく自販機が並ぶような形になろうかと思います。それと、

入居企業もまだ 4月 1日現在では今のところ 3社いう形になりますので、まだ実際に

運用してみないと、どれだけの交流が図られるかっていうことも見届けることも必要

がございますので、土日祝日についてはとりあえず休業ということで進めさせていた

だきたいと存じます。いずれにしても、企業誘致推進室が向こうに常駐することになり

ますので、そのあたりも含めて、できるだけ地元の方々との交流、そして開業という形

が取れるように、そのあたりは検討していきたいというふうに思います。そのためにも、

周知には努めていきたいというふうに考えているところでございます。 

上田分科会長 今一度で、ほかに質疑はございませんか。（「なし」と呼ぶ者ありはい。 

それでは、ご質疑もないので、質疑を終わります。以上で企業誘致・まちづくり推進課

所管の審査を終了します。以上で本分科会に分担された議事の審査は終了しました。 

なお、議案第 7号に対する討論、採決は、3月 13日に開催される予算決算常任委員

会で行います。ここで執行部の皆様を退席願います。この際、暫時休憩します。委員

は自席で待機願います。 
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— 休憩 16：28 — 

— 再開 16：30 — 

 

上田分科会長 休憩前に引き続き、会議を始めます。本日、首藤元嘉委員から発言

取消申出書が提出されましたので、発言の取消についてを議題とします。この際、委

員会条例第 31条の規定により、首藤元嘉委員は除斥となりますので、当委員の退席

を求めます。 

― 首藤委員退室 16：30 ― 

 

上田分科会長 首藤元嘉委員から、2月 26日の会議における発言について、委員会

条例第 50 条の規定により、お手元に配付のとおり取消したいとの申し出がありまし

た。お諮りします。申し出のとおり、これを許可することにご異議ありませんか。（「なし」

と呼ぶ者あり）ちょっと、じゃあ、ご覧ください。場所、お分かりになりましたか。下線が

書いてあると思いますけど。ちょっとそこに目をとおしてください。26 日の内容でござ

います。それでは、よろしければ。お諮りします。申出のとおり、これを許可することに

ご異議ございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）ご異議なしと認めます。よって、申し出

のとおり許可することに決定しました。この際、首藤委員の除斥を解きます。 

 

― 首藤委員入室 １６:３３ ― 

 

上田分科会長 ただ今決定しました発言の取消に伴い、別紙に掲載されております

首藤委員の発言にかかる分科会長である私の発言についても取消すこととなります。

これで予算決算常任委員会総産業分科会を散会します。どなたさんもご苦労様でし

た。 

 

― 散会 16：33 — 

 

 

 

 


